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第 ３ 回 定 例 会 会 議 録 目 次

第１号（９月１日）（水曜日）

　　１．開　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会議録署名議員の指名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．会期の決定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４

　　１．報告第６号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６

　　　報告、質疑、表決（承認）

　　１．議案第４９号、議案第５０号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第４９号、議案第５０号（原案可決）

　　　議案第５１号　上程

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（承認）

　　１．議案第５２号、議案第５３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９

　　　説明、質疑

　　　議案第５２号、議案第５３号　総務文教委員会付託

　　１．議案第５４号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１６

　　　説明、質疑

　　　議案第５４号　各常任委員会付託

　　１．議案第５５号～議案第６０号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１９

　　　説明、質疑

　　　議案第５５号　総務文教委員会付託

　　　議案第５６号～議案第６０号　産業厚生委員会付託

　　１．桜島火山活動対策特別委員会の定数の変更について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２

　　１．鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２３

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２４

第２号（９月９日）（木曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

　　　大薗藤幸議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２６

　　　　給食センターは、直営か、民営か

　　　　食肉センターは、直営か、民営か

　　　持留良一議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２９

― 1  ―



　　　　持続可能な地域づくりと仕事おこしについて

　　　　高齢者の孤立化を防ぐ対策について

　　　　学校環境衛生の整備対策について

　　　　口蹄疫問題について

　　　　防災まちづくりについて

　　　川畑三郎議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４３

　　　　今後の市政について

　　　　市道、農道整備について

　　　　日本脳炎ワクチンについて

　　　田平輝也議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５１

　　　　本市の財政状況について

　　　　宮脇公園について

　　　池山節夫議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　５６

　　　　交流人口増加について

　　　　孤立化の防止について

　　　　学校教育について

　　　　庁舎内のパソコンについて

　　　森　正勝議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　６９

　　　　九州新幹線について

　　　　スポーツ競技施設の大規模改修について

　　　　公共施設に地元産材（国内産材）の活用を

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７５

第３号（９月１０日）（金曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　　１．議案第６１号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　７８

　　　説明、質疑

　　　議案第６１号　各常任委員会付託

　　１．一般質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８０

　　　北方貞明議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８０

　　　　市の未収金の総額について

　　　池之上　誠議員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　８５

　　　　過疎地域自立促進計画について

　　１．日程報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９５

　　１．散　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９５

― 2  ―



第４号（９月２２日）（水曜日）

　　１．開　　議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　１．諸般の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　１．議案第５２号～議案第６１号、陳情第２１号、陳情第２３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　９８

　　　委員長報告、質疑、討論、表決

　　　議案第５２号～議案第６１号（原案可決）

　　　陳情第２１号、陳情第２３号（不採択）

　　１．議案第６２号～議案第７３号　一括上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

　　　決算特別委員会設置、付託、閉会中の継続審査

　　１．決議案第２号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００

　　　説明、休憩、全協、質疑、表決（原案可決）

　　１．意見書案第２８号　上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０２

　　　質疑、表決（原案可決）

　　１．閉　　会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０３

― 3  ―



平 成 ２２ 年 第 ３ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会

１．会期日程

― 1  ―

月 日 曜 種 別 内　　　　　　　　容

９・　１ 水 本会議
会期の決定、議案上程、説明、質疑、討論、一部表決、

一部委員会付託

９・　２ 木 休　会

９・　３ 金 〃 （質問通告期限：正午）

９・　４ 土 〃 　

９・　５ 日 〃

９・　６ 月 〃

９・　７ 火 〃

９・　８ 水 〃

９・　９ 木 本会議 一般質問

９・１０ 金 本会議 一般質問

９・１１ 土 休　会

９・１２ 日 〃

９・１３ 月 〃 委員会 産業厚生委員会（議案審査）

９・１４ 火 〃

９・１５ 水 〃 委員会 総務文教委員会（議案審査）

９・１６ 木 〃

９・１７ 金 〃 委員会 議会運営委員会

９・１８ 土 〃

９・１９ 日 〃

９・２０ 月 〃 敬老の日

９・２１ 火 〃

９・２２ 水 本会議
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、質疑、

討論、一部表決、一部委員会付託　　　



２．付議事件

件　　　　　　　　　　　名

　報告第　６号　専決処分の承認を求めることについて（平成２２年度垂水市一般会計補正予算（第５

　　　　　　　 号））

　議案第４９号　平成２１年度垂水市水道事業会計決算認定について

　議案第５０号　平成２１年度垂水市病院事業会計決算認定について

　議案第５１号　垂水市教育委員会委員の任命について

　議案第５２号　垂水市過疎地域自立促進計画について

　議案第５３号　消防団消防ポンプ自動車第４・第９分団車購入契約について

　議案第５４号　平成２２年度垂水市一般会計補正予算（第６号）案

　議案第５５号　平成２２年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第５６号　平成２２年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第２号）案

　議案第５７号　平成２２年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）案

　議案第５８号　平成２２年度垂水市と畜場特別会計補正予算（第２号）案

　議案第５９号　平成２２年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案

　議案第６０号　平成２２年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案

　議案第６１号　平成２２年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案

　議案第６２号　平成２１年度垂水市一般会計歳入歳出決算認定について

　議案第６３号　平成２１年度垂水市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６４号　平成２１年度垂水市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６５号　平成２１年度垂水市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６６号　平成２１年度垂水市交通災害共済特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６７号　平成２１年度垂水市地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６８号　平成２１年度垂水市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第６９号　平成２１年度垂水市老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７０号　平成２１年度垂水市と畜場特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７１号　平成２１年度垂水市潮彩町排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７２号　平成２１年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計歳入歳出決算認定について

　議案第７３号　平成２０年度垂水市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

　決議案第２号　交通事故防止に関する決議について

　意見書案第２８号　臨時会招集権を議長に付与することを求める意見書について

　陳　情

　陳情第２１号　快適な生活環境を守るために養豚場の移転を要望する陳情について

　陳情第２３号　垂水市議会議員定数削減について

― 2  ―



平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 １ 日 　 平 成 ２２ 年 ９ 月 １ 日



本 会 議 第１号（９月１日 ）（ 水 曜 ）

　　出席議員　　１４名

　　　　　　　１番　　（　欠　　員　）

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　山　口　親　志

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　前木場　強　也

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　感王寺　八　郎

　　　農 林 課 長　　森　下　利　行

　

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　白　木　修　文

　　　監査事務局長　　礒　脇　正　道

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　三　浦　敬　志

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成22年９月１日午前10時開会

　　　△開　　会

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから平成22年第３回垂水

市議会定例会を開会します。

　　　△開　　議

〇議長（川達志）これより、本日の会議を

開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△会議録署名議員の指名

〇議長（川達志）日程第１、会議録署名議員

の指名を行います。

　会議録署名議員は、会議規則第80条の規定に

より、議長において徳留邦治議員、堀添國尚議

員を指名します。

　　　△会期の決定

〇議長（川達志）日程第２、会期の決定を

議題とします。

　去る８月26日議会運営委員会が開催され、協

議がなされた結果、本定例会の会期をお手元の

会期日程表のとおり、本日から22日までの22日

間とすることに意見の一致を見ております。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、会期は、本日から22日までの22日間

と決定しました。

　　　△諸般の報告

〇議長（川達志）日程第３、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　去る８月９日感王寺耕造議員から、一身上の

理由により議員を辞職したい旨の願い出があり

ましたので、地方自治法第126条の規定により、

同日これを許可いたしましたから報告いたしま

す。

　また、監査委員から、平成22年５月分、６月

分及び７月分の出納検査結果報告がありました

ので、写しをお手元に配付しておきましたから

御了承願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）おはようございます。

　６月定例議会後の議会に報告すべき主な事項

について、御報告を申し上げます。

　まず、宮崎県で発生しました口蹄疫につきま

しては、殺処分頭数約28万9,000頭と畜産史上最

悪な被害を出しましたが、最終殺処分が完了し

ました日から21日が経過した７月27日の午前０

時をもちまして、家畜の移動・搬出制限と非常

事態宣言が解除されました。

　また、全家畜を対象に実施されました目視に

よる安全性調査でも異常がないことが確認され

たところであります。

　そのことを受けまして、口蹄疫発生に伴い延

期されていました鹿児島県での子牛競り市も再

開され、肝属地区におきましても８月９日より

開催されたところであります。

　これまで、肝属地区２市４町と農業関係団体

で構成しております肝属地区口蹄疫防疫対策協

議会では、侵入防止のため共同で実施してまい

りました自主消毒作業について、県の動向や鹿

児島県内の子牛競り市が再開されたことを受け

まして、８月11日をもって終了しましたことを

御報告させていただきます。

　なお、８月27日には宮崎県より終息宣言が出

されたことにつきましては、御案内のとおりで

ございます。

　しかしながら、今後、近隣自治体並びに県・

関係機関と連携し、垂水市口蹄疫対策本部は当

面設置したまま継続して、防疫対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

　防疫対策として、実施を予定しておりました
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各種イベント等の中止や自粛によりまして、市

民の皆様には大変な御迷惑をおかけしておりま

したが、市民生活を初めとする諸活動の正常化

に向け職員一同努力してまいりますので、皆様

方の御理解と御協力を賜りたいと存じます。

　次に、４月29日にオープンしました「猿ヶ城

渓谷　森の駅たるみず」の現在の運営状況につ

いて御報告いたします。

　コテージの利用状況は、５月、６月は、オー

プンして間もなかったことや長雨で稼働率が低

い状況にありましたが、７月、８月につきまし

ては、夏休みに入りましたこともあり、当初の

見込み以上の順調な推移をしております。

　今後の見込みでございますが、10月までは30

％前後の稼働率で、現在のところ予約が入って

いる状況でございます。10月以降の利用促進に

つきましては、ＰＲに努める一方、体験観光メ

ニューとの組み合わせなどによる利用の拡大に

努めてまいりたいと考えております。

　後ほど火災報告でも申し上げますが、８月11

日に２階建てのコテージで利用者の火の不始末

によるぼや火災が発生し、ベランダの床板の一

部を損傷いたしました。直ちに仮復旧して利用

に支障のないよう処置しておりますが、利用者

への一層の注意を呼びかけているところでござ

います。

　次に、災害関係について御報告させていただ

きます。

　ことしは梅雨入り、梅雨明けとも平年より２

週間遅い６月12日から７月20日でありました。

市内各所でも総雨量が1,000ミリを超える降雨量

となるなど、日本各地においても狭い範囲で猛

烈な雨が降るゲリラ豪雨が発生しており、大き

な被害をもたらしたところであります。

　本市におきましては、国土交通省の補助事業

である公共土木施設災害復旧事業としまして、

河川１件と道路１件を申請し、８月16日から19

日に現地査察を受け、いずれも災害復旧事業と

して認定されたところでございます。

　被災要因は、６月17日から24日までの梅雨前

線豪雨によるもので、申請箇所は、深港川と市

道岳野線でございます。

　深港川につきましては、河川内に堆積した土

砂の除去が主な工事であり、下流域の住家や要

介護施設、国道などに被害を及ぼすことが心配

されたため、現場におきましては、既に応急工

事が完了している状況でございます。

　また、岳野線につきましては、車両などの通

行に支障を来しておりますので、早急に工事発

注を行うこととしております。

　農林業施設災害につきましては、農道４カ所、

林道15カ所ののり面などが崩壊しておりますこ

とから、早期復旧に向けて関係課に指示したと

ころでございます。

　今後、台風シーズンに入りますことから、総

務課危機管理対策室を中心に、自主防災組織の

方々を初め、消防団などの協力をいただきなが

ら、関係機関との連携を図り、防災等に対する

さらなる体制の整備に努めてまいりたいと考え

ております。

　次に、６月議会後の火災について御報告いた

します。

　建物火災３件、車両火災１件の火災が発生し

ております。

　建物火災は、８月11日新御堂猿ヶ城森の駅に

おきまして、建物コテージのぼや火災が発生し

ております。

　８月21日牛根麓宮崎小路において、住家のぼ

や火災が発生しております。

　８月28日本城下本城において、住家のぼや火

災が発生しております。

　車両火災は、７月４日田神大野原において、

車両１台を焼く火災が発生しております。

　次に、主な出張用務について御報告申し上げ

ます。

　６月８日から９日にかけましては、東京都で
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開催されました全国市長会に出席してまいりま

した。全国から800名余りの市長が４分科会に分

かれて86議案を審議し、総会では５つの決議案

を採択して国へ要望することとなりました。

　６月14日には、鹿児島市の岩崎産業本社にお

きまして岩崎芳太郎社長に、垂水フェリーの運

航ダイヤの改正、垂水フェリー駐車場の整備、

なぎさ荘跡地の活用の３点を要望いたしました。

それぞれについて「検討したい」との回答でし

たが、垂水フェリーの早朝便５時20分の廃止に

ついては、高校生の補習授業への出席、早朝出

勤で就業される方、農水産物の出荷者の方々な

どが不便をこうむることから、早期復活に向け

て要望を継続してまいりたいと考えております。

　７月22日から23日にかけましては、本市と鹿

児島市、霧島市、鹿屋市の４市で構成しており

ます桜島火山活動対策協議会におきまして、国

や関係省庁に要望活動を行ってまいりました。

　活発化する桜島の噴火活動による降灰被害が、

市民生活を初めとして、農業、水産業などの本

市の基幹産業に多大な被害を及ぼしている現状

につきまして強く訴えてまいりました。

　今後も、各種降灰対策事業におきまして、本

市の市民生活や産業に補助事業が広く適用され、

財源が確保されるよう、連携して要望を続けて

まいりたいと考えております。

　８月12日から13日にかけましては、桜島火山

降灰対策の観点から、市内小・中学校への空調

施設整備の要望活動を鹿児島市と合同で、関係

大臣並びに副大臣へ直接要望いたしました。

　活発化する桜島の噴火活動による降灰被害で、

生徒たちの学習活動の環境がいかに悪化してい

るかなどを、降灰状況の写真パネル等も使い、

詳細に説明し、補助金を初めとする財源の確保

に理解をいただいたところでございます。

　８月23日は、南さつま市で開催されました第

２回県市長会定例会に出席いたしました。

　会では、平成21年度一般会計事業報告及び収

支決算などの議案を審議し、異議なく、全会一

致で承認されました。そのほか、県市長会から

の要望事案として「道路財源の確保について」

を初め、「口蹄疫防疫対策における補助制度の

整備」などを含め、18件を一部修正の上承認し、

国、県へ要望することといたしました。

　以上で、諸般の報告を終わります。

〇議長（川達志）以上で、諸般の報告を終

わります。

　　　△報告第６号上程

〇議長（川達志）日程第４、報告第６号専

決処分の承認を求めることについてを議題とし

ます。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

　報告第６号専決処分の承認を求めることにつ

きまして、御説明申し上げます。

　本年６月の豪雨災害に係る災害復旧関連経費

の執行に急施を要しましたので、平成22年７月

２日に平成22年度垂水市一般会計補正予算（第

５号）を地方自治法第179条第１項の規定により

専決処分し、同条第３項の規定により御報告を

申し上げ、承認を求めようとするものでござい

ます。

　補正の理由でございますが、農林水産施設災

害復旧費と公共土木施設災害復旧費について追

加措置をしたものでございます。

　今回歳入歳出とも7,153万7,000円を増額いた

しましたので、これによります補正後の歳入歳

出予算額は91億1,838万8,000円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページの第

１表歳入歳出予算補正に掲げてあるとおりでご

ざいます。

　地方債にも補正がありましたので、３ページ

をごらんください。

　現年発生補助災害復旧事業債の借り入れを右

の欄に示す限度額に変更し、本年度の借り入れ
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総額を９億1,380万円に補正するものでございま

す。

　事項別明細でございますが、まず歳出から申

し上げます。

　７ページをお開きください。

　農林水産業施設単独災害復旧費でございます

が、農地、農道、林道の災害復旧に係る重機借

上料でございます。

　次に、公共土木施設災害復旧費でございます

が、単独災害復旧費につきましては、深港川に

係る分で補助対象外分でございますが、重機借

上料等が主でございます。

　道路橋梁河川補助災害復旧費につきましては、

深港川と市道岳野線に係る事業費でございます。

　これらに対する歳入は、４ページの事項別明

細の総括表及び５ページの歳入明細にお示しし

てありますように、国庫補助金と市債の特定財

源を充て、一般財源は前年度繰越金を充てて収

支の均衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御承認いただき

ますようによろしくお願いいたします。

〇議長（川達志）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　報告第６号を承認することに御異議ありませ

んか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、報告第６号は承認することに決定し

ました。

　　　△議案第49号・議案第50号一括上程

〇議長（川達志）次に、日程第５、議案第

49号及び日程第６、議案第50号の議案２件を一

括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第49号　平成21年度垂水市水道事業会計決

　　　算認定について

議案第50号　平成21年度垂水市病院事業会計決

　　　算認定について

〇議長（川達志）ここで、公営企業決算特

別委員長の審査報告を求めます。

　　　［公営企業決算特別委員長持留良一議員

　　　　登壇］

〇公営企業決算特別委員長（持留良一）おは

ようございます。

　公営企業決算特別委員会審査結果報告を行っ

ていきます。

　去る６月25日の平成22年第２回定例会におい

て公営企業決算特別委員会付託となり、閉会中

の継続審査となっておりました議案第49号平成

21年度垂水市水道事業会計決算認定について及

び議案第50号平成21年度垂水市病院事業会計決

算認定について、去る８月４日公営企業決算特

別委員会を開き、審査いたしましたので、その

結果を御報告申し上げます。

　審査に当たりましては、決算の性質にかんが

み、予算が議決の趣旨、目的に沿って執行され、

かつ所期の目的が達成されたかどうか、また施

政方針の目標も参考にしながら、計数的なこと

については監査委員の監査を十分尊重し、決算

報告書、監査意見書に基づいて審査を進め、関

係課長の説明を求めながら予算執行の実績を確

認し、その適否について慎重に審査いたしまし

た。

　それでは、両決算の主な質疑について申し上

げます。

　まず、水道事業会計決算の質疑では、財政状

況でまず収入の水道料がふえているが、原因は

何かとの質問に対しましては、回答の理由とし

て、大口の事業所の使用量がかなりふえている
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と答弁がありました。

　支出の点では、１つは企業債の償還払いは問

題はないかという指摘があり、回答としての理

由として、計画的な償還計画になっているが、

今後の決算状況を考慮しながら５年期間で検討

していくと答弁がありました。

　また、繰り上げ償還がなぜできないのかの質

疑があり、その理由の質疑に対しては、繰り上

げ償還については基準があり、垂水市は経営状

態がいいことから制度が利用できないと答弁が

ありました。

　２つ目は、工事設計単価について、布設替え

工事と布設工事では問題があるのではないかと

質疑があり、回答は、設計基準としては厚生労

働省の歩掛、県土木の歩掛を使って設計をして

おり、工事で分けられないと答弁がありました。

また、労力が要る点等については、業者から数

字を出してもらい、加算できるように対処して

いると答弁がありました。

　さらに、この指摘については、課内でさらに

検討していくことも答弁がありました。

　経営状況は、水道料金の値上げ後、安定的な

内容にはなっていますが、今後、企業債の償還

がふえることから厳しくなっていくと考えられ

ます。今後、さまざまな角度からの経営の効率

が求められていくと考えます。

　次に、病院事業会計決算の質疑では、事業経

営の収入の点から入院患者の減少についての質

問があり、理由として、入院期間が２日間短く

なっているとの答弁がありました。

　支出については、市内外の工事発注の基準等

について問題点はないかと質問があり、理由と

して、垂水市立医療センター垂水中央病院の管

理に関する基本協定書で、緊急や急施を要する

場合は医師会が発注できると条項に記載されて

いると答弁がありました。

　懸案である医師不足及び看護師不足について

は、病院長等の努力により医師についてはある

程度確保されている。看護師はほぼ充足してい

るという回答がありました。

　経営問題では、６年連続純利益を出してはき

てはいますが、全国の公立病院では75％が赤字

経営になっています。監査委員の結びの意見に

もあるように、後期高齢者医療制度の動向、診

療報酬のマイナス改定、医師不足による患者減

少など課題があります。今後さらに病院側との

協力・協働で課題への対応が求められていくと

考えます。

　以上の質疑なども踏まえた上で、本委員会と

しては両決算とも適正であると認め、認定する

ことに決定しました。

　また、平成21年度垂水市水道事業剰余金処分

計算書案及び平成21年度垂水市病院事業欠損金

処理計算書案についても、原案のとおり可決す

ることに意見の一致を見ました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　お諮りします。

　ただいまの委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第49号平成21年度垂水市水道事

業会計決算は認定、平成21年度垂水市水道事業

剰余金処分計算書案については原案のとおり可

決、議案第50号平成21年度垂水市病院事業会計
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決算は認定、平成21年度垂水市病院事業欠損金

処理計算書案については原案のとおり可決する

ことに決定しました。

　　　△議案第51号上程

〇議長（川達志）次に、日程第７、議案第

51号垂水市教育委員会委員の任命についてを議

題とします。

　説明を求めます。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）議案第51号垂水市教育委員

会委員の任命について、御説明いたします。

　現在、垂水市教育委員会委員であります桑波

田智恵美氏が平成22年10月１日をもちまして任

期満了となりますことから、同氏を再任しよう

とするものでございます。

　再任しようとする桑波田智恵美氏の住所は垂

水市新城287番地の３で、生年月日は昭和37年３

月５日でございます。

　なお、本議案は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、

議会の同意を求めるものでございます。

　御同意いただきますようよろしくお願いいた

します。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集願います。

　　　　　午前10時25分休憩

　　　　　午前10時35分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました議案に対し、これから

質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第51号について同意することに御異議あ

りませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第51号垂水市教育委員会委員の

任命については同意することに決定しました。

　　　△議案第52号・議案第53号一括上程

〇議長（川達志）次に、日程第８、議案第

52号及び日程第９、議案第53号の議案２件を一

括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第52号　垂水市過疎地域自立促進計画につ

　　　いて

議案第53号　消防団消防ポンプ自動車第４・第

　　　９分団車購入契約について

〇議長（川達志）説明を求めます。

　　　［市長水迫順一登壇］

〇市長（水迫順一）議案第52号垂水市過疎地域

自立促進計画について、提案理由を御説明申し

上げます。

　これまで過去４次、40年にわたり過疎法が制

定され、過疎地域に対する各種の対策が講じら

れてきました。

　平成12年４月からの過疎地域自立促進特別措

置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会に

おける活力が低下し、生産機能及び生活環境の

整備などが他の地域に比較して低位にある地域

について、総合的かつ計画的な対策を実施する

ために必要な特別措置を講ずることにより、こ

れらの地域の自立促進を図り、住民福祉の向上、

雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ

る国土の形成に寄与することを目的としまして

制定されたものでございますが、この法律が平

成22年３月をもちまして失効期限を迎えたこと

から、失効期限を６年間延長するなどの過疎地
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域自立促進特別措置法の一部を改正する法律が

成立し、平成27年度まで延長して施行されるこ

ととなったところでございます。

　新措置法などで一番大きな改正点は、過疎対

策事業債が過疎地域の自立促進につながるソフ

ト事業へも充当できるよう改正されたことでご

ざいます。

　御存じのとおり、過疎対策事業債は国により

交付税措置がなされることから、財源の乏しい

地方自治体にとっては非常に有利な制度でござ

います。本市におきましても、過去の過疎法に

基づき、昭和45年度から平成21年度まで過去４

回にわたり垂水市の過疎計画を策定し、過疎地

域の自立促進を図る施策を行い、一定の成果を

残してきましたが、依然として若年者層の市外

への人口流出、少子高齢化による地域活力の低

下が続き、また、市道、農道などの交通基盤、

農業施設、漁港などの生産基盤や生活環境基盤

などのさらなる整備が求められているところで

ございます。

　よって、本市のさらなる自立促進、地域活性

化に向けた新たな施策を展開するため、今回の

過疎地域自立促進特別措置法改正に伴い、平成

22年度から27年度までの垂水市過疎地域自立促

進計画を新たに策定いたしました。

　なお、計画の策定につきましては、計画の基

礎資料作成に係る職員説明会を行い、各課から

提出された基礎資料について、財政課、企画課

によるヒアリングを行った後、市長ヒアリング

を行いまして、計画書の精査を行ったところで

ございます。

　また、過疎地域自立促進特別措置法第６条第

４項により、市町村計画を定めようとするとき

はあらかじめ都道府県と協議しなければならな

いことになっております。本市におきましても、

鹿児島県と事前に協議を行い、鹿児島県過疎地

域自立促進方針との整合性を図ったところでご

ざいます。

　計画の内容につきましては、企画課長をして

説明させることを御了承賜りたいと存じます。

〇企画課長（山口親志）おはようございます。

　説明に入る前に、誤字がありましたので、訂

正をお願いしたいと思います。

　まず、過疎地域自立促進計画の38ページ、事

業計画の中の５段目と６段目の「中洲」の「洲」

がさんずいが抜けておりますので、訂正をお願

いしたいと思います。

　あわせまして、基礎資料としてお渡ししてお

ります資料も２ページと７ページに「中洲」の

さんずいが抜けておりますので、訂正をお願い

します。

　それでは、垂水市過疎地域自立促進計画の計

画内容の要点について御説明を申し上げます。

　まず、垂水市過疎地域自立促進計画、16ペー

ジの基本方針については、「市民と協働のまち

づくり」「将来へ自信を持って引き継げる環境

に配慮したまちづくり」「地域資源を活用した

まちづくり」を本市のまちづくりの理念とし、

本市の重要課題と新たな時代潮流を踏まえなが

ら、地域の自立促進の基本方針を第４次垂水市

総合計画と整合性を図ってまいりました。

　各分野ごとの計画内容についてですが、産業

振興のための対策につきましては、22ページか

らのとおり、本市の基幹産業である農林水産業

の振興を図ってまいりました。

　農林業につきましては、生産基盤の整備、特

色ある産地づくり、降灰対策など、農家所得の

向上を図るとともに、後継者育成や近年被害が

拡大しておる有害鳥獣対策を行ってまいります。

　水産業につきましては、漁港整備、漁業経営

の安定化、後継者の育成・確保等の取り組みを

行うとともに、ブルーツーリズムを中心とした

交流人口増加による地域活性化を図ってまいり

ます。

　地場産業の振興につきましては、高生産性の

確立、都市農村交流の推進、地元産業の育成強
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化を行い、付加価値を高め、産業の育成を行っ

てまいります。

　企業誘致対策、起業の促進につきましては、

景気の低迷等非常に厳しい状況でございますが、

既存産業の新たな展開や新たな産業分野の開拓

を図ってまいります。

　産業の振興につきましては、地域の個性に合

った経営の改善や人材の確保育成、異業種間交

流等の促進などに取り組んでまいります。

　観光・レクリエーションにつきましては、平

成22年４月にオープンした「猿ヶ城渓谷　森の

駅たるみず」など、本市の観光資源を効果的に

活用したツーリズムの振興による交流人口の増

加を図り、観光産業の振興による地域活性化を

目指してまいります。

　続きまして、交通通信体系の整備、情報化及

び地域間交流促進のための対策についてですが、

34ページからのとおり、まず、道路網の整備に

つきましては、国道、県道の整備促進を関係機

関に要望しながら、市道、農林道の整備を行う

とともに、橋梁の長寿命化を図ってまいります。

　通信、情報網の整備につきましては、情報通

信基盤の維持・更新等を図り、各種行政情報の

提供など、その活用に向けた積極的な取り組み

に努めてまいります。

　また、地上デジタルテレビ放送完全化に伴い、

新たな難視聴地域が発生することから、対象地

域の調査、改善策等への取り組みを行ってまい

ります。

　地域間交流につきましては、体験型教育旅行

の受け入れ推進を進め、交流人口増加による地

域活性化を図ってまいります。

　公共交通体系の整備については、地方バス路

線の運行維持を図るとともに、事前予約型乗合

タクシーの運行を今後も行ってまいります。

　続きまして、生活環境整備のための対策につ

いてですが、39ページからのとおり、まず、水

道施設につきましては、水質管理対策を継続・

強化するとともに、ライフラインとして災害に

強い配水管路網の構築等を推進してまいります。

　下水処理施設につきましては、地域の実情に

応じて、小型合併浄化槽の積極的な普及拡大等

を推進してまいります。

　廃棄物処理につきましては、今後も、ごみの

資源化、リサイクル化を推進してまいります。

　消防救急施設の整備につきましては、本市の

防災活動に万全に対処するため、消防車両、資

機材等の計画的な更新と適正な維持管理に努め

てまいります。

　公営住宅につきましては、良質な公営住宅の

整備・改善に努めながら、多様な住宅ニーズに

対応した住宅供給を図ってまいります。

　また、都市計画につきましては、都市計画マ

スタープランを策定し、本市の健全な発展と秩

序ある市街地の形成を図ってまいります。

　続きまして、高齢者等の保健福祉及び福祉の

向上及び増進のための対策についてですが、48

ページからのとおり、まず、福祉部門につきま

しては、今後も、各種福祉施策の実施により、

各種支援の必要な方が安心して生きがいを持っ

て生活できる環境の整備に努めてまいります。

　続きまして、医療の確保のための対策につい

てですが、51ページのとおり、各種検診の充実、

受診率の向上に努めるとともに、今後、垂水中

央病院を中核医療機関として位置づけ、施設、

医療機器等の充実を図りながら、市民の医療確

保に努めてまいります。

　続きまして、教育振興のための対策について

ですが、53ページからのとおり、学校教育施設

につきましては、各小学校の耐震補強工事、垂

水中央中学校の大規模改造、降灰対策としての

空調設備の導入などを行い、教育環境の充実を

図ってまいります。

　社会教育の推進、スポーツ・レクリエーショ

ン活動の推進につきましては、各種施設の維持

補修を行いながら、その振興に努めてまいりま
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す。

　地域文化の振興のための対策につきましては、

56ページからのとおり、既存施設の整備・充実

を図りながら、文化事業のさらなる発展に努め

てまいります。

　集落整備のための対策につきましては、58ペー

ジのとおり、各拠点地区それぞれの文化や歴史、

社会資源を反映した地域の特性を生かしたまち

づくりを推進し、集落等が行う自主的な活動へ

の支援制度の構築を検討してまいります。

　また、少子高齢化が特に進む地域において、

子育て世代を対象とした定住促進の住宅建設を

検討してまいります。

　最後に、その他地域の自立促進に関し必要な

事項につきましては、59ページのとおり、本市

のすばらしい自然景観等の観光資源を広く県内

外にＰＲするため、今後も各種イベントを引き

続き行ってまいります。

　以上、過疎地域自立促進計画の概要を説明さ

せていただきました。

　よろしく御審議くださるようお願い申し上げ

ます。

〇消防長（宮迫義秀）おはようございます。

　議案第53号消防団消防ポンプ自動車第４・第

９分団車購入契約について、御説明申し上げま

す。

　消防団第４分団水之上、第９分団境の消防ポ

ンプ自動車でございますが、22年間の長きにわ

たり防災活動に貢献してきましたが、最近は老

朽化のため故障も多く、更新の必要があり、６

月議会において補正予算措置をしていただきま

したので、去る８月６日に入札を実施いたしま

して、現在、仮契約の締結をさせていただいて

いるところであります。

　ただし、契約金額が2,000万円以上につきまし

ては議会の議決を必要とするため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例第３条の規定に基づき、指名競争入札に

係る契約による消防団消防ポンプ自動車第４・

第９分団車購入について、下記のとおり物品購

入契約を締結するため、議会の議決を求めるも

のでございます。

　１、契約の目的は、消防団消防ポンプ自動車

第４・第９分団車購入についてでございます。

　２、契約の方法は、指名競争入札でございま

す。

　３、契約金額は、一金3,465万円、うち消費税

165万円でございます。

　４、契約の相手方は、鹿児島市南林寺町16番

６号、株式会社鹿児島消防防災代表取締役森利

隆でございます。

　５、契約日は、議会の議決日となっておりま

す。

　以上で説明を終わりますが、よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　過疎地域自立促進計画につい

て、これは連合審査の計画の予定ですので、細

かな点については連合審査のところでそれぞれ

各分野にわたって質疑を行っていきますが、き

ょうはその上で、この連合審査にかかる上で基

本的に押さえておくというか、また全体として

やっぱり議論を深める意味で、基本的なことに

ついて確認というか質疑をしてみたいと思うん

ですけれども、当然私たちもこの法律が延長さ

れたということで、非常に今日欠かせない、先

ほど市長の報告もあったとおり、欠かせない法

律として私たちも認識をしているところなんで

すけれども、これだけやっぱり国会で審議があ

った中で、やっぱり過疎地域がどういう役割を

担っているのか、ここが明確にされたというふ

うに思うんですけれども、これは決議の中でも

そのことが明確にされているんですが、そのこ

とがないと、ベースとしてこの議論が私は非常

に深まっていかないんじゃないかなというふう

― 12  ―



に思うんですね。というのは、先ほどソフト事

業の拡充がされたということも言われました。

そういうことも踏まえて、過疎地域の役割を明

確にされたと聞いているんですが、このあたり

はどのように明確にされたのかをお聞きをした

いと思います。

　それから、ソフト事業の中身なんですけど、

これは資料として出していただきたいんですけ

れども、こちらの関係する省庁でも資料、事例

なんかを出しているようですので、議論を深め

るためにこの参考事例、ソフト事業例の参考、

10分野あるかというふうに認識をしているんで

すけれども、この点について参考資料としてぜ

ひ出していただきたいというふうに思います。

というのは、例えばこういうのが可能でなかっ

たのかということもいろいろ出てくるかという

ふうに思いますので、そういう点でぜひ参考資

料として出していただきたいなというふうに思

います。

　３点目なんですけれども、施設整備の中でも

対象が追加されたと聞いているんですけれども、

何が追加されたのか。例えば、私たちも図書館

の問題というのは非常に頭を抱えていたりして

いるんですが、この点についてハード事業で何

が追加されたのか。このあたりでぜひ議論を深

めるという意味でも出していただきたいと思い

ます。

　以上、３点です。

〇企画課長（山口親志）今回の過疎地域自立

促進計画は、先ほども示したとおり、一部改正

でありまして、22年３月で切れました過疎法を

新たに一部改正で27年度まで６年間延ばすとい

うことで、基本目標は何ら前回の部分と変わっ

ていないという確信を持っておりますので、過

疎地域を明確にされた云々というんじゃなくて、

……済みません、そういった認識でおりました

が、過疎地域が有する役割、意義というのは示

されております。国民全体の安全・安心な生活

への寄与、それから多様な生活様式、地域文化

が息づく場所と、それからナショナルミニマム

の確保と地域の自立発展、活性化の促進という

ふうな過疎地域の役割は国のほうが示しており

ますが、そういった中でそのあたりも踏まえま

して、今回、一部改正による延期期間の６年間

という意識を持ちながら、今度過疎計画をつく

ったところであります。

　ソフト事業について、済みません、ソフト事

業の参考資料も提出をしてくださいということ

ですので、参考資料として提出を後ほどさせて

いただきます。

　それから、ハード事業の追加の部分ですが、

ハード事業の追加の部分も参考資料にもたくさ

んこのように計画を、事業の計画を載せている

んですが、ただ、一番最後の米印のところに、

事業の確定というのはまだ、各課から事業の要

望は聞きまして、精査しながらここに載せては

いるんですが、これが確定でないもんですから、

やはり市の財政状況等も協議しながら、この計

画に基づいた参考資料に基づいてハード事業も

整備していきたいということで、新たな事業も

たくさん出てきておりますが、そのあたりのま

ず事業の確定は、今から精査しながら確定を見

ていきたいと思っております。

〇持留良一議員　過疎地域の役割の明確化とい

うのは、今回新たに58団体加わってきているわ

けですよ、追加されたんですよね。僕らは合併

がされたから減るかなと思っていたら、逆にふ

えてきて、これは新たな基準がそこに加わった

ということで、これ58団体加わったということ

ですけれども、逆に言うと、それだけ過疎地域

が広がったと。先ほど言いました国土保全、安

心・安全とか、極めて公的機能を有していると

いうことが広がったという認識に立つんですけ

れども、私はいろいろ読んでみまして、決議の

中に、食料や水の供給、エネルギーの提供、国

土保全等と、こういうことを踏まえて、先ほど
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課長が言われたところの定義をされているんで

すよね。

　そうしますと、今まで役割がそんなふうに明

確になっていなかったと。やはり食料を供給し

たり、水、エネルギーの提供ということでも非

常に過疎地域が明確になってきたと、役割がで

すね。そういう意味では、私は新たな変化の中

に今回、改正案が生まれてきたんだなというふ

うに認識をしているんです。そのことがやっぱ

りないと、私たちが今後、過疎というのがいわ

ゆる人口が減って大変だということに、財政的

な支援をするというだけじゃなくて、やはり一

方ではそういう私たちの過疎地域の機能が高ま

ってきているんだという立場に立って議論をし

ていかないと、この問題点がさらに深まってい

かないのじゃないかなというふうに思います。

　それから、ソフト事業との関係で、限度額は

どういう条件によって、ソフト事業もハードと

一緒だと思うんですけど、ソフト事業もそうい

う限度額というのは何か条件があるのかどうな

のか、これをお聞きしたいということと。

　あと、先ほど追加対象で、対象を追加したと

いうことですけど、私の資料では図書館とか自

然エネルギーを利用するための施設、認定こど

も園と、こういうのが新たに追加されたと聞い

ているんですよね。そうしますとまた議論の中

身も変わってくるのかなというふうに思うんで

すが、そのあたりについて再質疑いたします。

〇企画課長（山口親志）まず、ソフト事業の

限度額の算定ですが、交付税算定の基準財政需

要額の基準算定収入額、また財政力指数によっ

て限度額は算定されております。本市は本年度

は8,262万9,000円の通知を、垂水市には本年度

の金額はいただいております。

　それから、先ほどありましたこども園云々の

その事業も追加されておりまして、ヒアリング

の段階で係長以上の職員のヒアリングも行いま

したが、そのことは十分に各課には連絡をとり

ながらこの計画を作成しております。その認識

は持っております。

〇持留良一議員　限度額は非常に重要だと思う

んですけれども、これは先ほど財政状況の問題

もありますけれども、人口、面積はこれにはか

かわらないんですかね、財政状況だけで限度額

は条件として考えていいわけですかね。その点

について、最後です。

〇企画課長（山口親志）その定める要綱とい

うここに様式があるんですけれども、なかなか

単純に説明ができませんので、様式は後もって

させていただければいいと思います。

　それと、人口の関係については、当初、御存

じだとは思いますが、この計画の中に本市の人

口に基づいて過疎地域が指定されておりますし、

その中で垂水市も過疎地域のパーセントをクリ

アしておりますから、ソフトの事業に関して人

口割が云々は今のところ、このソフト事業の中

には、交付税算定の基準財政需要額や基準算定

収入というそのそこあたりでソフト事業の決定

を見ているようでありますので、ソフト事業の

決定の金額には人口の云々は入っていないかと

は思っております。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇篠原則議員　１つだけお尋ねをいたします

が、企業の誘致対策とありますけれども、たし

か21年３月議会で否決された企業立地促進条例

ですか、それがやっぱり条例案が提出されると

思われますけれども、こういう誘致対策という

ような題がございますので。そういうふうに理

解をしていいでしょうか。

〇企画課長（山口親志）今の質問の内容につ

いては、議会で否決をされた部分ですし、前回

の否決の理由が、十分に各課の連携をとりなが

ら協議をするという、場所の指定の関係で否決

されたと思っておりますので、今、学校跡地関

係は云々のことは、各関係課と協議をしながら
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進めておりますので、そこあたりの利用計画が

きちっと、跡地利用計画等がきちっと整理され

ましたら、もちろん企業誘致の候補地としてこ

の前ありましたその議案はかけたいと思います

が、今、その跡地利用計画等の整理をさせて、

しているところであります。

〇篠原則議員　各課の協議がなされた後、や

っぱりこういう企業の誘致対策というようなの

が出ているわけですから、課長の、時期的なも

のでございますが、いつごろはちゃんと条例案

が出せるというような意気込みですか、それを

示していただきたいと思いますけど、よろしく

お願いします。

〇企画課長（山口親志）主に、この前の誘致

の場所が学校跡地がほとんどでしたので、５月

ごろ学校教育課、総務課長やら、それから教育

委員会等、いろんな関係で協議を進めていると

ころでありますし、日程的には早いほうがよろ

しいんですが、なかなか学校跡地の関係も、地

域の方々との話し合いもありますし、ちょっと

日程的な、日数的なことはここで言えませんが、

ただ、企業誘致の関係では県のほうとも協議を

しながら、垂水市のそういった状況も報告をし

ながら進めておりますので、早い段階というの

は、もちろん企画課としては早い段階で提案で

きたらいいんですが、やはり学校跡地利用計画

等のこともありましたことから、地域との協議

をまだ進めていかないと、地域との問題も出て

くるんじゃないかと思っておりますので、そこ

あたりを早急に進めるようにはお願いを今、し

ているところであります。

〇議長（川達志）よろしいですか。

〇篠原則議員　はい。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

〇池之上　誠議員　53号についてちょっと内容

を聞きたいというだけなんですが、４分団、９

分団のポンプ車購入ですが、金額、これは１台

分の金額ですか、２台分がこれだけですか。

　その件と、もう１つ、指名競争入札というこ

とですが、参加社数ですね、何社競争入札に参

加したのか。

　それとあと、入札した金額は全部わかってい

ると思いますが、大体その平均をとられている

か。また、鹿児島消防防災がこれだけで落とし

ていますが、その平均価格との差額とか、そう

いうのはわかっているか。わかっている範囲で

結構ですが、教えていただきたい。

　以上。

〇消防長（宮迫義秀）１つ目の金額でござい

ますが、２台分で3,465万円でございます。１台

が1,732万5,000円です、税込みでですね。

　指名参加業者でございますけれども、６業者

で入札を行っております。

　それと、入札の平均なんですけれども、予定

価格を算定、決定する際に、昨年の県内の消防

ポンプ自動車、消防団の分ですけれども、それ

を入手いたしまして、その金額をもとに予定価

格を設定しております。多少はこの予定価格、

各消防本部で仕様書をつくられるわけなんです

けれども、100万円前後の違いはあると、積載物

品の関係とか、そういう関係で100万円前後は違

ってきます。金額は、ですので、予定価格を一

応92.3％でセットしております、予定価格はで

すね。予算の92.3％で予定価格を設定しており

ます。

　去年、枕崎市とかいちき串木野市等を照らし

合わせたところ、垂水市のほうが若干安いと、

今回は安いという入札結果が出ております。

　以上でございます。

〇議長（川達志）よろしいですか。

〇池之上　誠議員　はい。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。
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　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第52号及び議案第53号の議案２件につい

ては、いずれも総務文教委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第52号及び議案第53号の議案２

件については、いずれも総務文教委員会に付託

することに決定しました。

　　　△議案第54号上程

〇議長（川達志）次に、日程第10、議案第

54号平成22年度垂水市一般会計補正予算（第６

号）案を議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）議案第54号平成22年

度垂水市一般会計補正予算（第６号）案を御説

明申し上げます。

　今回の補正は、県営事業の事業費増に伴いま

す牛根麓漁業整備事業負担金、トイレ改修など

の避難所の整備費、桜島火山対策として新規事

業の学校空調設備設置事業設計委託料、降灰除

去用動力噴霧器の購入補助、トンネルハウスの

導入補助及び宅地内降灰除去事業費などを追加

措置しようとすることが主な理由でございます。

　今回歳入歳出とも１億4,119万6,000円を増額

しますので、これによる補正後の歳入歳出予算

総額は92億5,958万4,000円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、２ページから

５ページまでの第１表歳入歳出予算補正に掲げ

てあるとおりでございます。

　地方債にも補正がございましたので、６ペー

ジをごらんください。

　当初予算で御承認いただいておりました漁港

漁村整備事業、現年発生補助災害復旧事業の借

り入れを右の欄に示す限度額にそれぞれ変更し、

本年度の借り入れ総額を９億2,560万円にしよう

とするものでございます。

　15ページからの事項別明細でございますが、

主な事務事業等の補正について御説明いたしま

す。

　議会費は、陳情要望活動の費用弁償及び普通

旅費でございます。

　財産管理費は、庁舎内の空調設備、議事堂の

音響設備等の修繕料や本庁舎１階部分の書庫設

置及び床の張り替えと、税務課のカウンターの

取り替え工事を計画しているものでございます。

　17ページの徴税費の税務総務費は、緊急雇用

創出事業によります固定資産台帳の整備をする

ものでございます。

　また、賦課徴収費の委託料は、国税連携シス

テムを導入するものでございます。

　19ページの民生費、介護保険事業費の地域介

護・福祉空間整備補助金は、スプリンクラー設

置補助事業でございまして、高齢者介護施設の

グループホームへ補助するものでございます。

　同じページの国民健康保険事業費の委託料は、

レセプト審査支払システムに関する委託料でご

ざいます。

　22ページの農業費、農業振興費の知事特認（降

灰対策）事業補助金は、農作物やハウスの降灰

除去に使用する動力噴霧器等の購入補助をする

ものでございます。

　同ページの防災営農対策事業費の補助金は、

トンネルハウスの補助対象要件等が緩和された

ことによる追加補助でございます。

　同じく畜産業費の子牛育成支援対策事業補助

金は、口蹄疫により子牛競り市延期に伴う農家

支援補助金の追加分でございます。

　次に24ページ、漁港建設費は、県営事業の海

潟漁港、牛根麓漁港の負担金がそれぞれ変更に

なったものでございます。

　25ページ、商工費の観光施設整備費の工事請

負費は、森の駅たるみずの園内のフェンス設置
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工事等を実施するものでございます。

　26ページ、公園費の工事請負費は、ふるさと

応援基金を使いまして、健康遊具を中央運動公

園内に設置するものでございます。

　27ページの災害応急対策費の中で、28ページ

になりますが、工事請負費は、新城憩の家のト

イレ改修など、避難所の整備等をするものでご

ざいます。

　29ページの小学校費、小学校施設整備費の委

託料は、新規事業といたしまして実施します学

校空調設備整備事業の設計委託料でございます。

　31ページ、文化財保護費の工事請負費は、垂

水島津家墓地の石灯籠等の転倒による事故防止

のための固定作業を行うものでございます。

　33ページ、宅地内降灰災害復旧費の工事請負

費は、当初予算事業費を大きく上回る見込みか

ら、補正が必要になったものでございます。

　これらに対する歳入は、前に戻っていただき

まして７ページでございますが、事項別明細書

の総括表及び９ページの歳入明細にお示しして

ありますように、それぞれの事務事業に伴う国

庫支出金、県支出金、指定寄附金及び市債など

の特定財源を充て、一般財源は介護保険及び漁

業集落排水処理施設特別会計からの前年度精算

金による繰入金と前年度繰越金を充てて、収支

の均衡を図っているものでございます。

　なお、寄附金につきましては、農業費寄附金

として、株式会社ジャパンファーム様より口蹄

疫対策費として100万円。また、教育費寄附金は、

垂水市民薬局様より教育振興費として130万円賜

ったものでございます。

　以上で説明を終わります。

　御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　２点だけお聞きしたいんです

けれども、１つは、24ページの目漁港建設費で

すね、今、鹿児島市等でも県の施行事業につい

ては県の負担でせよというような要望なり等が

あって、そのいろいろ経過もあるみたいなんで

すけれども、この観点に立って、今回、こうい

う点に対して、市のほう等はこの点については、

やはり基本的にはいろいろ自治体を統一した取

り組みが必要だと思うんですが、この間、国の

直轄事業との関係で見直しがされてきますけれ

ども、この場合はやっぱり県の施行事業になる

わけなんですけれども、そういう場合、県の負

担のありようというのはやっぱり検討していく

というレベルに来ているんじゃないかなという

ふうに思って、私も鹿児島なんかのいろいろ状

況なんかもお聞きをしているんですけれども、

この点についてはどういう今、状況なのか、も

しくはそのあたりの認識はどうなのかお聞きを

したいと思います。

　それと、あとページ29ページで、先ほど学校

の空調関係の問題で、これはこの前、市長が要

望に行かれて、いろんな動きがあってこういう

動きになったのかなというふうに思うんですが、

今回、私は子供たちの熱中症対策ということで

一般質問では取り上げるという考え方を今、準

備をしているんですけれども、そうなってくる

と、平成15年に空調単体でも国が補助を出しま

すよというふうに大きく変わってきましたです

ね。以前は学校改修に伴って空調施設は国が３

分の１でしたかね、補助を出していきますよと

いうことでしたけれども、平成15年に全国のい

ろんな調査とか住民運動とかによって、このあ

たりが大きく変わって、国のほうも空調単体で

も補助を出しますというふうに変化してきたと

思うんですけれども、このあたりは市長のほう

では、そういう財政的なものから含めて委託契

約をやっていけば、今後、学校に空調設備が冷

暖房を含めて可能になっていくと、そういう中

身での委託の中身なのかどうなのか、その点に

ついてお聞きしたいと思います。

〇水産課長（塚田光春）ただいまの漁港建設
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の県の漁港の負担金についてなんですけれども、

鹿児島県におきましては、一種漁港、うちの垂

水市におきましては垂水南、中浜なんですけれ

ども、こういったのは市が直接事業を行いまし

て、国の補助事業でしているんですけれども、

二種漁港以上は県の、県が事業主体になりまし

てしておりまして、市のほうでは今、16.2％の

負担金をして施行をしていただいております。

　それで今、御質問がありました、直営でとい

うことでおっしゃいましたですけれども、これ

につきましてはもう事前に、今そういった県が

独自になってするとか、そういったことは今、

全然ございませんで、事前に市の負担金の同意

をもとで今、実際県、市のほうの負担金、負担

率と負担金を了解のもとで事業を執行している

状況でございます。

〇市長（水迫順一）学校の空調関係にお答え

をしたいと思いますが、ちょっと経緯を説明し

ますと、４月の17日だったと思いますけど、中

井防災大臣が当市と桜島に訪問されまして、降

灰の実情について説明をする機会がございまし

た。

　海潟におきまして、垂水の農業関係、それか

ら本当にいろんな生活環境、それから水産関係、

多大な被害を受けておるんだということをパネ

ルを使いまして説明をいたしました。そしてま

た、午後からは鹿児島市の袴腰のほうでまた打

ち合わせる機会がございました。

　そのときに学校教育関係の話も出まして、桜

島がもう本当に大変な状況、学校、子供たちに

与えている教育環境がもう劣悪なんだという話

もさせていただきました。本当に登校下校にヘ

ルメットをかぶって桜島の子供たちはそういう

ような状況なんですよと。そして垂水市あたり

も本当に長い期間、降灰があると、秋から冬を

越して春先まであるんだと、非常に長い期間で

すと。そうすると、サッシを閉めておっても、

本当に粒子が細かくなってきておるから教室の

中へ入るし、住宅の中にも入り込むんだと、そ

ういうような詳しいところまで説明をさせてい

ただきました。

　それに対しまして、鹿児島市と一緒にやりま

したし、それから県の副知事も同席をされまし

て、その訴えを一緒にしたところです。そして、

それに対して、わかったと、また帰って文科省

のほうに話を、実情を話をするということから

事が始まったわけです。

　それで、また上京を１回しまして、文科省の

ほうにも行きました。そして２回目の上京がこ

の間だったわけです。

　そうしたら、２回目の上京のときに文科大臣、

それからランニングコストが非常に問題なもん

ですから、年間で私ども140の、垂水市の普通教

室を全部空調を入れますと140教室が残っており

ます。これに全部入れるとしますと概算で８億

4,000万円ぐらいかかる計算になります。そうす

るとまた１年間のランニングコストが3,500万円

ぐらい、3,400万円、アバウトですが、かかる状

況でございます。

　それで、私どもとしましては、こういう去年

の10月から爆発回数がふえてきておるし、そし

てマグマの状況を見ますと、今後この噴火は急

にやまないよと、今後ずっと続く環境ですよと

いう訴えもしました。その中で、やはりこの際、

こういう機会をとらえて教育環境の整備をして

いただきたい。そういう訴えをしたわけです。

　それで、文科大臣もすぐやろうということで

ございましたし、総務省のほう、副大臣にお会

いしまして、ランニングコストについては特別

やはり見ていただかなければ、自分で負担はで

きませんということで、特別交付税で見てほし

いというお願いをして、それと教育長のほうで

いろいろ検討しまして、３年ぐらいで全学校を

やりたいなという気持ちでおりますし、差し当

たっては松ヶ崎小学校と協和小学校、非常に直

接受けるところからやっていこうと。それで設
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計委託をして、設計の状況を見て、12月補正で

考えていこうと、そういうふうに思っておりま

す。この際、ぜひ子供たちの環境をぜひ整えた

いと、教育環境を整備したい、そういうふうに

思っています。

〇議長（川達志）よろしいですか。

〇持留良一議員　はい。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、各所管常任委員会に付託の上、審査

したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、報告第54号は各所管常任委員会に付

託することに決定しました。

　　　△議案第55号～議案第60号一括上程

〇議長（川達志）日程第11、議案第55号から

日程第16、議案第60号までの議案６件を一括議

題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第55号　平成22年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第56号　平成22年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第57号　平成22年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第58号　平成22年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第59号　平成22年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第60号　平成22年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

〇議長（川達志）説明を求めます。

〇市民課長（葛迫隆博）議案第55号平成22年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。

　１ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも１億9,564万7,000円増額

し、歳入歳出予算の総額を26億5,300万5,000円

とするものでございます。

　補正の主な理由を申し上げます。

　歳出から申しますが、３月から４月にかけて

の診療分の高騰に伴いまして、保険給付費所要

額を増額することとし、また、国保連合会から

の通知に基づき、共同事業拠出金を増額いたし

ております。そのほか、歳入補正に伴い、財源

更正を行っております。

　次に、歳入ですが、国保税、介護保険税の医

療費分、後期高齢者支援金分の７月１日時点に

おける本賦課による調定額が確定したことに伴

い、一般国民健康保険税を減額いたしておりま

す。

　また、これまでの支出要因による国、県の負

担金等の調整の結果、一般財源不足の対応とし

て、基金の繰り入れにより所要額の確保を行い

ました。

　歳出から御説明いたします。

　なお、金額はお示ししてありますので読み上

げないことを御了承ください。

　３ページをお開きください。

　２款保険給付費は、歳入を厳しく見積もって

いましたが、３月から４月にかけての診療分高

騰と歳入の確定に伴い、増額いたしました。

　３款後期高齢者支援金等は、歳入補正に伴い、

財源更正を行っております。

　４款前期高齢者納付金等は、社会保険診療報

酬支払基金からの通知に基づき、増額いたしま

した。

　５款老人保健拠出金及び６款介護納付金につ
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きましては、歳入補正に伴い、財源更正を行っ

ております。

　７款共同事業拠出金は、国保連合会からの通

知に基づき、増額いたしました。

　８款保健事業費は、新たな事業として追加し

たものですが、特定健康診断・特定保健指導の

円滑な実施と目標値達成のため、未受診者の訪

問指導事業に係る経費を計上いたしました。

　11款諸支出金は、国への過年度分の返還金が

確定いたしましたので、補正いたしました。

　次に、歳入ですが、前のページをお開きくだ

さい。

　１款国民健康保険税は、７月１日時点におけ

る国保税の本賦課に伴い、調定額が判明しまし

たので、減額しようとするものであります。

　４款国庫支出金は、保険給付費及び高額医療

費の増額に対応すべき負担金並びに出産育児一

時金補助金の交付申請に基づき補正いたしてお

ります。

　５款療養給付費交付金は、社会保険診療報酬

支払基金からの退職被保険者等療養費の交付金

決定通知に基づく補正、そして平成21年度事業

実績確定に伴う療養給付費交付金の追加交付金

として増額いたしております。

　７款県支出金は、国保連合会からの通知に基

づく高額医療費共同事業負担金と、先ほど歳出

で説明いたしました新規事業である特定健診・

特定保健指導、未受診者等対策費の補助金を計

上いたしました。

　９款の共同事業交付金は、国保連合会からの

通知に基づき、増額いたしております。

　11款繰入金は、基金繰入金と他会計繰入金で

すが、まず基金繰入金は、療養給付費が増額し

たことに伴います一般財源分として所要額の確

保を行いました。他会計繰入金では、出産育児

一時金補助金の減額に伴い、補正いたしており

ます。

　以上で説明を終わりますが、審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）それでは、議

案第56号平成22年度垂水市介護保険特別会計補

正予算（第２号）案について御説明申し上げま

す。

　今回の補正は、21年度決算に伴う国、県等へ

の返還金、基金積立金及び保険給付費の介護予

防サービス給付などが主なものでございます。

　今回の補正の額は、歳入歳出にそれぞれ１億

2,756万8,000円を追加し、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ20億2,561万4,000円とするも

のでございます。

　まず、歳出について御説明いたします。

　６ページをお開きください。

　１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費の補正は、介護給付費準備基金への積立金で

ございます。

　次に、２款保険給付費、２項介護予防サービ

ス等費、１目介護予防サービス給付費は、上半

期の給付実績をもとに、今後不足する給付費の

節内の組み替えを行うものでございます。

　次に、５款地域支援事業費、２項包括的支援

事業費・任意事業費は、３目包括的・継続的ケ

アマネジメント支援事業費の共済費支出に不足

が生じたため、１目介護予防ケアマネジメント

事業費の共済費からの組み替えを行うものでご

ざいます。

　次に、６款諸支出金、１項償還金及び還付加

算金、３目償還金の償還金、利子及び割引料は、

決算に伴う国庫支出金、県支出金及び支払基金

への返還金でございます。

　次に、２項繰出金、１目一般会計繰出金の繰

出金は、一般会計へ繰り出すものでございます。

　次に、歳入について御説明いたします。

　４ページをお開きください。

　事項別明細書の歳入で御説明いたします。

　４款支払基金交付金は、21年度決算により追

加で交付されるものでございます。
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　次に、８款繰越金は、21年度繰越金から当初

予算額分を差し引いたものでございます。

　歳入合計20億2,561万4,000円で歳入歳出の均

衡を図っております。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

　続きまして、議案第57号平成22年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案について御説

明を申し上げます。

　今回の補正の理由は、医療機器の購入による

建設改良費の追加補正が主なものでございます。

　補正内容につきましては、５ページで御説明

を申し上げます。

　資本的収入及び支出でございますが、支出は、

医療機器の購入費用でございます。

　お示ししてございます上から６種が新規購入

医療機器、低床電動ベッドから下の７種が老朽

化に伴い更新をしようとするもので、全部で14

種類の機器購入をしようとするものでございま

す。

　予算額につきましては6,313万5,000円を計上

しており、財源は企業債を充てております。

　１ページに返っていただきまして、資本的収

入及び資本的支出の補正後の予算額は、資本的

収入合計が6,310万円、資本的支出合計が２億1

,116万4,000円とするものでございます。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

〇生活環境課長（感王寺八郎）議案第58号と

議案第59号につきましては生活環境課所管でご

ざいますので、一括して御説明申し上げます。

　議案第58号の平成22年度垂水市と畜場特別会

計補正予算（第２号）案について御説明申し上

げます。

　まず、補正の主な理由でございますが、前年

度繰越金の確定に伴い、当初予算での計上を保

留しておりました施設の整備を実施しようとす

るものでございます。

　４ページをお開きください。

　歳出から御説明いたします。

　１款総務費の１目一般管理費でございますが、

３節職員手当等と11節需用費を追加補正しよう

とするものです。

　歳入につきましては、５款１項１目繰越金、

前年度繰越金を充て、収支の均衡を図っており

ます。

　なお、補正後の歳入歳出の予算の総額は、そ

れぞれ１億2,295万8,000円になります。

　次に、議案第59号平成22年度垂水市漁業集落

排水処理施設特別会計補正予算（第１号）案に

ついて御説明申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、平成21年

度の繰越金の確定に伴い、追加補正しようとす

るものです。

　４ページをお開きください。

　歳出から御説明いたします。

　４款諸支出金の１項１目の繰越金は、この特

別会計の前年度繰越金を一般会計に繰り出すも

のです。

　歳入につきましては、４款１項１目前年度繰

越金を充て、収支の均衡を図っております。

　なお、補正後の歳入歳出の予算の総額は、そ

れぞれ2,788万9,000円となります。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇水道課長（白木修文）議案第60号平成22年

度垂水市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号）案について御説明申し上げます。

　今回の補正の理由でございますが、平成21年

度繰越金の確定及び消費税の確定に伴い、補正

が必要になったものでございます。

　１ページ目をお開きください。

　今回の補正は、歳入歳出それぞれ13万6,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,296

万9,000円とするものでございます。

　まず、歳出から御説明申し上げます。
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　５ページをお開きください。

　１款総務費、１項一般管理費、１目一般管理

費でございますが、平成21年度分の消費税の納

付額として13万6,000円増額補正するものでござ

います。

　次に、歳入でございますが、４ページをごら

んください。

　１款使用料及び手数料、１項使用料、１目使

用料でございますが、平成21年度簡易水道使用

料未納額の確定に伴い、６万2,000円増額補正す

るものでございます。

　次に、３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金

でございますが、平成21年度簡易水道事業特別

会計の繰越金確定に伴い、繰越金147万7,000円

を増額補正するものでございます。

　これに伴い、２款繰入金、１項一般会計繰入

金、１目一般会計繰入金でございますが、一般

会計からの繰入金を140万3,000円減額補正する

ことによりまして、収支の均衡を図っておりま

す。

　以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇持留良一議員　１点だけ、議案第56号介護保

険特別会計補正予算について、諸支出金の償還

金、目償還金なんですけれども、事業が確定し

たということで国庫支出金等、返還をするとい

うことなんですけれども、この数字をどう見る

のかというのがいろいろあると思うんですが、

当初の予算も当然、状況の中ではマイナスに、

対前年度の関係ではマイナスだったかというふ

うに思うんですけれども、こういう中、これだ

け単純に言うと、見ると、減ったというふうに

見るんですけれども、それは当然、給付、いわ

ゆる介護サービスの減なんかがいろいろあった

のかなと思いますけれども、この主たる要因と

いうか、そのあたりをどのようにこの数字から

私たちは見ればいいのか、その点について質疑

をいたします。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今、御指摘の

件でございますが、私ども介護支援事業所等が

ございます、市内に今のところ９カ所。思った

よりその利用が、開所当初でしたので伸びてい

ないということでございます。

　現在につきましては、その辺の周知が図られ

て、大分向上しているというふうには考えてお

ります。

〇持留良一議員　介護保険法が改定になって一

定程度、去年大変問題になりましたけれども、

一般質問でもやらせてもらいましたけれども、

いわゆる抑制策みたいなのがあったんですが、

そのあたりはこの数字との関係ではどんなふう

に見ればいいんでしょうか。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）今の御指摘の

件につきましては、さほど影響はなかったもの

と解釈しております。

　以上です。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　議案第55号から議案第60号までの議案６件に

ついては、いずれも所管の各常任委員会にそれ

ぞれ付託の上、審査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第55号から議案第60号までの議

案６件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託することに決定しました。

　　　△桜島火山活動対策特別委員会の定数の

　　　　変更について

〇議長（川達志）日程第17、桜島火山活動対
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策特別委員会の委員の定数の変更についてを議

題とします。

　去る８月９日付感王寺耕三議員の議員辞職に

より、桜島火山活動対策特別委員会の委員の人

数が１人減になったことに伴い、特別委員の定

数を４人に変更したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、桜島火山活動対策特別委員会の委員

の定数を４人に変更することに決定しました。

　ここで、議員辞職により、産業厚生委員会の

副委員長及び桜島火山活動対策特別委員会の委

員長が欠員となっておりますので、各委員会の

方々は次の休憩時間中にそれぞれ委員会を開き、

副委員長及び特別委員会委員長の互選を行い、

その結果を御報告願います。

　ここで、暫時休憩します。

　　　　　午前11時44分休憩

　　　　　午前11時50分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　産業厚生委員会及び特別委員会における副委

員長及び委員長の互選の結果について報告があ

りましたので、お知らせいたします。

　産業厚生委員会の副委員長は、堀添議員。桜

島火山活動対策特別委員会の委員長は、池之上

委員。

　以上でございます。

　　　△鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会

　　　　議員の選挙について

〇議長（川達志）日程第18、鹿児島県後期高

齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。

　鹿児島県後期高齢者医療広域連合議会議員は、

県内市町村の長及び議員のうちから、市長区分

６人、市議会議員区分６人、町村長区分４人、

町村議会議員区分４人から構成されています。

　今回、市議会議員区分に１人の欠員が出たた

め、候補者受け付けの告示を行い、届け出を締

め切ったところ、２人の候補者がありましたの

で、広域連合規約第８条第２項の規定により、

選挙を行います。

　この選挙は、同条第４項の規定により、すべ

ての市議会の選挙における得票総数の多い順に

当選人を決定することになりますので、会議規

則第32条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、

当選人の報告及び当選人の告知は行いません。

　そこで、お諮りします。

　選挙結果の報告については、会議規則第32条

の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することとしたいと思います

が、御異議ありませんか。

　　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、選挙結果の報告については、会議規

則第32条の規定にかかわらず、有効投票のうち

候補者の得票数までの報告をすることに決定し

ました。

　選挙は、投票で行います。

　議場の出入り口を閉めます。

　　　［議場閉鎖］

〇議長（川達志）ただいまの出席議員数は、

14人です。

　次に、立会人を指名します。

　会議規則第31条の規定によって、立会人に森

正勝議員、持留良一議員及び宮迫泰倫議員の３

人を指名します。

　候補者名簿を配ります。

　　　［候補者名簿配付］

〇議長（川達志）候補者名簿の配付漏れは

ありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）配付漏れなしと認めます。

　投票用紙を配ります。

　　　［投票用紙配付］
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〇議長（川達志）念のため申し上げます。

　投票は、単記無記名です。

　投票用紙の配付漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）配付漏れなしと認めます。

　投票箱を点検します。

　　　［投票箱点検］

〇議長（川達志）異状なしと認めます。

　ただいまから投票を行います。

　投票は、２番議員から順番に投票願います。

　それでは、順次投票を願います。

　　　［２番議員から順次投票］

　　　２番　　大　薗　藤　幸　議員

　　　３番　　尾　脇　雅　弥　議員

　　　４番　　堀　添　國　尚　議員

　　　５番　　池之上　　　誠　議員

　　　６番　　田　平　輝　也　議員

　　　７番　　北　方　貞　明　議員

　　　８番　　池　山　節　夫　議員

　　　９番　　森　　　正　勝　議員

　　　10番　　持　留　良　一　議員

　　　11番　　宮　迫　泰　倫　議員

　　　12番　　川　　達　志　議員

　　　14番　　徳　留　邦　治　議員

　　　15番　　篠　原　　則　議員

　　　16番　　川　畑　三　郎　議員

〇議長（川達志）投票漏れはありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）投票漏れなしと認めます。

　投票を終わります。

　開票を行います。

　森正勝議員、持留良一議員及び宮迫泰倫議員

は、開票の立ち会いをお願いします。

　　　［開票・点検］

〇議長（川達志）選挙の結果を報告します。

　投票総数　14票

　そのうち

　　有効投票　14票

　　無効投票　０票

　有効投票のうち

　　徳峰一成君　　４票

　　松下喜久雄君　10票

　以上のとおりです。

　議場の出入り口を開きます。

　　　［議場開鎖］

〇議長（川達志）本日の日程は、以上で全

部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）明２日から８日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、９日及び10日の午前９時30分

から開き、一般質問を行います。

　質問者は、会議規則第62条第２項の規定によ

り、３日の正午までに質問事項を具体的に文書

で議会事務局へ提出願います。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午前11時59分散会
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平 成 ２ ２ 年 第 ３ 回 定 例 会

会 　 　 議 　 　 録

第 ２ 日 　 平 成 ２２ 年 ９ 月 ９ 日



本 会 議 第２号（９月９日 ）（ 木 曜 ）

　　出席議員　　１４名

　　　　　　　１番　　（　欠　　員　）

　　　　　　　２番　　大　薗　藤　幸

　　　　　　　３番　　尾　脇　雅　弥

　　　　　　　４番　　堀　添　國　尚

　　　　　　　５番　　池之上　　　誠

　　　　　　　６番　　田　平　輝　也

　　　　　　　７番　　北　方　貞　明

　　　　　　　８番　　池　山　節　夫

　　　　　　　９番　　森　　　正　勝

　　　　　　 １０番　　持　留　良　一　

　　　　　　 １１番　　宮　迫　泰　倫

　　　　　　 １２番　　川　　達　志

　　　　　　 １３番　　（　欠　　員　）

　　　　　　 １４番　　徳　留　邦　治

　　　　　　 １５番　　篠　原　　則

　　　　　　 １６番　　川　畑　三　郎

　　欠席議員　　　０名

　　地方自治法第１２１条による出席者

　　　市 長　　水　迫　順　一

　　　副 市 長　　小　島　憲　男

　　　総 務 課 長　　今　井　文　弘

　　　企 画 課 長　　山　口　親　志

　　　財 政 課 長　　北　迫　睦　男

　　　税 務 課 長　　川井田　志　郎

　　　市 民 課 長　　葛　迫　隆　博

　　　市 民 相 談

　　　サービス課長　　前木場　強　也

　　　保健福祉課長　　城ノ下　　　剛　

　　　生活環境課長　　感王寺　八　郎

　　　農 林 課 長　　森　下　利　行

　

　　　水 産 課 長　　塚　田　光　春

　　　商工観光課長　　倉　岡　孝　昌

　　　土 木 課 長　　深　港　　　渉

　　　会 計 課 長　　尾　迫　逸　郎

　　　水 道 課 長　　白　木　修　文

　　　監査事務局長　　礒　脇　正　道

　　　消 防 長　　宮　迫　義　秀

　　　教 育 長　　肥　後　昌　幸

　　　教育総務課長　　三　浦　敬　志

　　　学校教育課長　　有　馬　勝　広

　　　社会教育課長　　瀬　角　龍　平

　　議会事務局出席者

　　　事 務 局 長　　松　浦　俊　秀 　　　書 記　　篠　原　輝　義

　　　書 記　　松　尾　智　信
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平成22年９月９日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△一般質問

〇議長（川達志）日程第１、これより一般

質問を行います。

　質問者は、１回目は登壇して行い、再質問は

質問席からお願いします。

　質問回数については４回までとしますが、一

問一答方式を選択した場合は、１回目は一括で

行い、２回目の質問から１項目につき３回まで

とします。

　なお、本日の質問時間は、答弁時間を含めて

１時間以内とします。

　また、いずれも初回の発言時間を20分以内に

制限しますので、御協力をお願いをいたします。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、２番大薗藤幸議員の質問を許可しま

す。

　　　［大薗藤幸議員登壇］

〇大薗藤幸議員　皆さん、おはようございます。

　きょうは傍聴者の方もたくさんおいでになり、

今、国では政権与党の民主党の代表選挙が行わ

れている真っ最中でございます。我が垂水市に

おいても、来年度地方統一選挙の年でございま

すので、残す任期を私どもはみずからの職責を

全うすべく活動していくものであると思ってお

ります。

　議長に許可をいただいておりますので、早速

質問に入らせていただきます。

　給食センターの運営方法について、過去の議

会において、垂水市給食センターの将来の運営

方法、形態についてさまざまな角度から議論さ

れ、答弁がなされておりますが、平成20年第４

回定例会において市長の答弁を議事録から抜粋

してみますと、「行財政改革を推進し、市全般

にわたり見直している中、給食センターの業務

委託はどうしてもやらなければならないと考え

ております。具体的には、平成23年４月から実

施できるように、現在、関係課に協議をさせて

いるところでございます」。

　その後、私は逆の意見をもって質問をさせて

いただきました。給食センターは児童生徒、保

護者に安全を担保できる施設でなければならな

い。再考の余地はないかとお伺いいたしました。

その答弁は、民営化された施設の成功例、課題

等を十分調査し、協議したいとのことでした。

　さて、平成23年４月から民間委託できるよう

にとの答弁がありますが、余すところ６カ月強

となりました。前述の調査結果及び協議の内容

をお聞かせください。

　次に、今議会に上程されております垂水市過

疎地域自立促進計画の内容について、産業の振

興の分野での現況と問題点の記述の中で、「食

肉センターは、安心・安全な食肉の提供のため

年間12万頭の牛・豚のと畜業務を行っているが、

築35年が経過し、施設、機械類も老朽化が目立

ち、光熱水費、修繕料が年々増加、直営での運

営は困難な状況になってきている。その対策と

して、食肉センターは県内本土で垂水市のみが

直営で運営しており、今後、と畜場の業務を民

営化することにより、直営ではできない経費削

減等により収益を上げ、地元産業の活性化を推

進する」と記されております。

　この計画の基礎資料の中で、市食肉センター

運営事業、事業主体は垂水市、平成22年度、今

年度1,200万円、平成23年度1,200万円、平成24

年から26年度予算措置の予定なしと記されてお

ります。平成24年度以降の運営方法をお尋ねい
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たします。

　これで、１回目の質問を終わります。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、大薗

議員の御質問にお答えいたします。

　給食センターの調理業務等の委託の是非につ

きましては、市長の指示により、児童生徒数の

推移や給食調理コスト、調理員１人当たりの調

理食数や調理員数、食育と食の安全の現状と課

題、民間委託を行っている市における現状と課

題等について調査・分析を行ってまいりました。

　児童生徒数は、平成11年度から平成22年度の

10年間で41.4％の減少をしております。それに

伴う調理員１人当たりの調理食数は、他市との

比較でも少ない食数となっております。

　また、１食当たりの調理コストは年々上昇し

ており、コストの削減及び業務体制のさらなる

見直しは今後の重要な課題であると考えており

ます。

　平成16年に垂水市新行政改革大綱が策定され

ましたが、その翌年の平成17年に制定された食

育基本法、及び平成20年３月に告示された小・

中学校学習指導要領により、学校給食における

食育の推進が掲げられました。その中では、教

育機関の積極的な食育の推進が盛り込まれ、教

職員の配置や地域の特色を生かした学校給食の

実施などが規定されました。

　また、食に関する安全が脅かされる事態が起

こっており、安全で衛生的な食品や食中毒予防

など、食品の安全に対する意識が高まってきて

います。

　本市でも、地産地消を推進し、新鮮で安全な

食材を積極的に取り入れるなど、食の安全を推

進しており、今後も食に関する安全確保を徹底

して図っていくことが必要であり、学校給食に

おける最重要課題であると考えております。

　また、既に民間委託をしている自治体におけ

る委託のメリット・デメリットをお聞きするな

ど、分析を行いました。

　これらのことを総括して、教育委員会として

は、子供たちが豊かな人間性をはぐくみ、生き

る力を身につけていくためには何よりも食が重

要であるという考えのもと、食育の推進と食の

安全に配慮した安心・安全な給食の提供を確保

し、給食調理数に適した人員と調理員１人当た

りの適正な調理コストで財政的な改革を図りな

がら運営する直営方式が適しているという検討

結果を市長へ報告いたしました。

　以上です。

〇生活環境課長（感王寺八郎）食肉センター

についてお答えいたします。

　食肉センターは完全民営化を前提に、垂水市

過疎地域自立促進計画の中で平成23年度までの

事業費を掲載いたしております。昨年、関係課

長から成る垂水市と畜場検討委員会を設置し、

と畜場運営の諸問題についての検討を現在まで

３回開催してまいりました。

　また、垂水市と畜場運営協議会はトップクラ

スの会で、内容の詳細検討が時間的に困難なこ

とから、４月に会則の一部改正を行い、その後

は担当者レベルの会を毎月１回の間隔で開催し、

検討をいたしております。現在まで、食肉セン

ターの運営の状況について協議し、現状を理解

いただきながら、直営での継続、月決め使用料

方式による民間委託運営方式について検討をい

たしましたが、使用料の値上げが必要であり、

畜産農家の負担増、近隣と畜場より使用料が高

くなり、処理頭数の減少が考えられることから、

いずれも困難な状況です。また、新しい、新と

畜場建設は、計画から実施まで早くても３年ぐ

らいかかることから、早急な建設は困難で、そ

れまでの直営運営も非常に厳しい状況にあるこ

とから、現状の施設での民営化についても検討

を重ねております。

　このような状況から、と畜場の運営は完全民

営化を目標として検討し、過疎自立促進計画で

盛り込んでいるところです。
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　以上です。

〇大薗藤幸議員　一問一答でお願いをいたしま

す。

　この給食センターを民営化するのか、直営で

継続してやっていくのか、これは過去に再三議

論がなされたわけでございますが、先ほども申

し上げましたとおり、23年の４月といいますと、

もう本当に６カ月しかございません。現実的に

はリミットに来ているのではないかというふう

に考えております。

　前回、１年ぐらい前に私は、民営化する方向

が正しいのかということをお聞きしたわけです

が、今回も同じような趣旨で質問をさせていた

だいているわけでございます。

　前回の質問の中に、市長の答弁を引き合いに

出して23年の４月、しかし、世の中の情勢は変

化しつつございます。当然、民営化された施設、

そして逆に自校方式に切りかえている自治体も

ございます。果たしてどちらが垂水市の児童生

徒、保護者に食の安全を提供できるのかという

意味で、今回質問をさせていただいているわけ

でございますが、今回も前回同様、垂水市の給

食にかかるコスト、最大のテーマはここにあろ

うかと思いますので、給食センターの正職と臨

時の入れかえができる時期、例えば今55歳の職

員が給食センターにいらっしゃるならば、自動

的に５年後には退職をされる。そのときに臨時

で補う方法をもってすれば、順次人件費の削減

ができるはずでございます。前回の質問でも同

じような趣旨を述べておりますが、最終的に、

何回も申し上げますが、時間はありません、タ

イムリミットだと思いますので、以前、23年の

４月という答弁をなされた市長に最終的な決断

をお伺いしたいと思います。

〇市長（水迫順一）この給食センターの管理

運営につきましては、議員おっしゃるとおり、

今までいろんな形で御意見をいただきました。

それ等も参考にしながら、いろんな研究も調査

も重ねてきたところでございます。

　議員おっしゃるように、20年の12月議会にお

きまして、業務委託ができるように関係課に指

示をしたという回答を申し上げました。そのと

おりでございまして、その後も、先行して民間

委託に移行したそういう事例等の調査・研究を

教育委員会を中心にやっていただきました。ま

だ民間委託して間もないというところもござい

ますので、民間委託の非常に危険性もございま

す。メリット・デメリットもございます。です

が、今のところ、本当に民間委託をしてよかっ

たと、思ったとおりのメリットが出たんだとい

うような事例が見当たりませんでした。ですか

ら、もうちょっとその民間委託の期間を延ばし

て、民間委託を継続した形の中での結果の検討

ということも必要であろうというふうにも思っ

ておるところでございます。

　そしてまた、平成17年に食育基本法が制定さ

れて、本当に安心して安全な食事、しかもまた

おいしくなければいけません。そういうような

コストのほうも追求していかなければいけませ

ん。そういうようなものを提供しなければなら

ないし、この子供たちの食育、子供の時代に本

当に食べた食べ物というのはやはり一生に影響

いたします。その傍ら、また最近では地産地消

も進めていかなければなりません。食育、地産

地消、そういうもの等も十分検討して、やはり

非常に子供たちにとって大事なことでございま

すので、もうしばらく直営方式を継続しながら、

コストを下げながら、コストのほうは随時下げ

ていく努力をしなければいけない、そのように

思っておりますので、そういう形での継続をし

ばらく続けたい、そのように思っております。

〇大薗藤幸議員　今、しばらくは現状で、直営

で臨みたいという判断でございましたが、これ

16年、17年の財政改革のもと、民営化をテーマ

に議論がされてきたわけでございますが、やは

りそこには現職員の、自動的に定年退職を迎え
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る職員さんは別といたしまして、職員さんの配

置がえ等も含めて市労組と協議をされて、少し

でも早く正職と臨時の、全体ではございません

が、入れかえができることを望んでおります。

　次に、食肉センターのテーマでございますが、

これ私がなぜこのことを質問を差し上げるかと

いいますと、これはそれなりの検討委員会が立

ち上げられて、協議をされているとお聞きいた

しましたが、そのほかに産業厚生委員会等も含

めてのことだろうと思います。私は総務に所属

をしておりますので、この内容を、検討の内容

を、一定の時期には議会が判断をしなきゃなら

ん時期が来ると思います。そのときに、過去の

経緯をわからずに私は賛否を問うのは、私に問

われても困る。そういった意味から質問をさせ

ていただいているわけでございます。現在まで

の経緯を知らないことには、それなりの時期が

来たときに自分なりの意見を持って判断ができ

ないという意味でございます。

　それと、いろいろな問題が民営化に向けて動

いている最中だとお聞きしましたが、いろんな

問題があると思うんですが、例えば正規職員の

問題、食肉センターにいらっしゃる公社職員の

問題、そして23年度から民営化に向けて検討協

議中だということでございますが、過去に産業

委員会のほうで調査・視察もされた経緯があろ

うかと思います。非常に危険な箇所もあります。

そして、いつ機械が故障する、壊れるといった

状況も十分認識できていると思いますが、22年、

23年、1,200万円の予算措置がされておりますが、

いざことしなり来年なりにそれなりの1,200万円

のお金で足りない、運営をしていくに足りない

というような状況が発生した場合には、垂水の

雇用を担っている施設でもございますし、どの

ようなお考えを持っておいでなのかを再度、質

問いたします。

〇生活環境課長（感王寺八郎）現施設での完

全民営化につきましては、おっしゃるとおり、

施設が老朽化している中での民営化で、施設の

関係、人的な関係、それから新と畜場との関係

など、関連する事項がかなりあろうかと思って

おります。

　現施設については、老朽化し、機械の更新・

修理費等も不足している中で、先ほど述べまし

たとおり、使用料の値上げは必要であり、直営

での運営は非常に厳しく、早い時期に民営化す

ることが必要ということで思っております。こ

れらを踏まえて、担当者レベルの会を開催して、

考えている諸事項について協議しているところ

ですが、今後、これらをもとに10月初旬までに

は垂水市と畜場運営協議会を開催して検討をい

ただき、次に進めてまいりたいというふうに考

えております。

〇大薗藤幸議員　それともう１点、しばらくは

民営化した後も、現と畜場を補修しながら使っ

ていかれるものと認識をいたしますが、将来的

には新しいと畜場をつくらなければ、今の施設

を維持することはできないというふうに伺って

おります。

　となりますと、現施設を使用しながら、新し

いと畜場を民間が建設されることになろうかと

思いますが、新しい施設ができた折には現施設

を解体をしなきゃならないことになろうかと思

います。そのときに、隣に火葬場が隣接してお

りますが、今、垂水市の火葬場も非常に駐車場

が狭うございます。やはり市民からは、この火

葬場の駐車場を何とかならんかというような意

見もたくさん寄せられておりますが、そのよう

なことも含めて将来的な検討議題に掲げていた

だきたいと思います。

　以上で、私の質問を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

〇議長（川達志）次に、10番持留良一議員の

質問を許可します。

　　　［持留良一議員登壇］

〇持留良一議員　おはようございます。
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　私は、ことしの取り組みの課題として地域再

生を中心に問題点を取り上げ、その対策のため

の提案もしてきました。それは今、生活するこ

と、生きることがますます大変困難になってき

ているからであります。特に地方においては、

人口減少、集落機能や地域づくりの機能が失わ

れつつあります。さらに、構造改革等による地

方の衰退、社会保障の改革による医療や福祉の

後退があります。これらは人間の命の存続、あ

るいは暮らしそのものの維持可能性をめぐって、

大変危機的な局面に立っていると考えます。身

近な問題では、高齢者の孤立化、失業者の増加、

また先般、商工婦人部との懇談のテーマでもあ

った、まちの顔である商店街の衰退問題もある

と考えます。

　このような認識のもと、人間生活の再生の場

という根本的な視点から改めて地域をとらえな

おし、今、地域再生に何が求められているか、

今回は５つの点から取り上げて考えてみたいと

いうふうに思います。

　最初に問うのは、持続可能な地域づくりと仕

事おこしについてです。

　私は持続可能な地域づくりとは、再生産が可

能な取り組みを行っていくことと考えます。そ

のためには、地域の中でいかに投資主体を強め、

内需を拡大し、地域内での経済循環をつくり出

していくかということではないでしょうか。も

ちろん、地域内での経済循環をつくり出すため

には、これまでの１つの常識とされていた企業

誘致や大型公共事業依存が通用しないことは明

らかになった今、見詰め直すのは足元にある地

域の経営、自然資源や観光資源、経済循環の仕

組みを把握し直し、地域内での投資力を高めて

いく。要は、地域資源を生かし、仕事おこしへ

の視点をさらに重視することだと考えます。地

域に密着した中小零細企業や、農家や漁業等に

所得が生まれてくるといった視点での仕事おこ

し、福祉や環境、教育や防災など、まちづくり

などを含めた人間の再生産を踏まえた新しい産

業政策が必要です。

　私は、これまでもこのような観点に立っての

産業政策も提案してきました。今回は改めて、

持続可能な地域づくりについての定義と、目的

達成のための現状について伺い、共通の認識を

持ちたいというふうに思います。

　次に、高齢者の孤立化を防ぐ対策について伺

います。

　高齢者の行方不明問題が大きな問題になりま

した。この事態が浮き彫りにしているのは、高

齢化社会が進行する中、高齢者の孤立化が深刻

化していることも原因で、ほかにも病気や貧困

など、複雑多岐にわたる原因が考えられます。

　そこで考えていかなければならないのが、つ

ながりから支え合いの地域社会をどのように再

構築していくかという対策が重要だということ

です。

　１つは、行政の責任です。90年代までは、高

齢者宅を訪問し、健康状態や暮らしぶりを記し

た個別の台帳を作成、また、行政が直営で福祉

サービスを行い、職員は必要な場合、立入調査

をする権限を持っていました。ところが、介護

保険導入後、その任を包括支援センターが担っ

ていますが、介護予防業務等に追われ、地域の

実態把握は困難なのが現状ではないでしょうか。

安否確認など行政による見守りと、支援体制の

強化が求められています。

　２つ目は、地域での取り組みへの行政の支援

です。

　そこで伺います。

　１つは、平成19年８月に、地域福祉の方針を

決める地域福祉計画の策定について通知が出さ

れていますが、どのように取り組まれたのか。

作成されていなければ理由と、早急な策定が必

要ですが、今後の取り組みについて伺います。

　２点目は、介護保険導入を機に高齢者福祉対

策に対する行政の責任が後退しているという指
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摘について、見解を伺います。

　３番目は、自治体は高齢者の実態把握に努め

る責任がありますが、法的根拠はどこにあるの

か、伺います。

　４、高齢者の社会的孤立を防ぐための対策に

ついて、現状と課題、行政による見守り活動の

推進、支援体制への強化をどう図っていくか。

さらに、必要とされていますが、どのようにお

考えなのか伺います。

　次に、学校の環境衛生の整備対策について伺

います。

　先般気象庁より、この夏の平均気温が、統計

を開始した1898年以降、113年間で最も高くなっ

たと発表がありました。また、30年に１回の異

常気象だが、近々このような可能性があり、十

分対策をとってという話もありました。先日は

学校での熱中症の発生が報道されていました。

こんな中、学校での暑さ対策や熱中症対策は問

題ないのか、伺います。

　学校保健法では、学校環境衛生の項で、必要

に応じて改善を図らなければならないと記して

います。また、施行規則では、検査及び安全点

検を行わなければならないと記しています。

　まず、暑さ対策と熱中症対策について伺いま

す。

　１つは、日中における環境衛生の点検と内容

について。

　２点目は、このような気象条件の中で子供た

ちの健康状態の把握はどうなっているか。

　３、温度を下げる対策は万全か、伺います。

　次に、空調施設整備について伺います。

　私は、毎年のように、次年度予算要望書で普

通教室に空調施設を早急に取りつけよと要望し

てきました。また、政府に対しても、地方議員

団で長年要求し続けてきました。また、全国の

教職員や保護者の実態調査を踏まえての運動も、

改善に向けての大きな力になってきました。

　そんな中、今回の補正予算で調査等の予算案

が計上されました。その内容を確認しながら、

早急な設置を要望したいと思います。

　１つは、平成15年度から空調単体でも普通教

室に設置が可能になりましたが、国庫補助の内

容について伺います。

　２点目は、先般の政府への要望の内容につい

て伺います。

　３番目は、桜島対策や猛暑対策から早急な空

調施設整備が急がれますが、今後の方針につい

て伺います。

　次に、口蹄疫問題について伺います。

　宮崎県で起きた口蹄疫被害は、約30万トンに

及ぶ家畜が殺処分され、畜産業のみならず地域

経済社会にも大きな被害を及ぼしました。近県

の畜産農家や地域経済社会にも間接的な影響を

与えました。このような被害を二度と起こさせ

ないために、検証から教訓を酌み取り、対策を

講じていくことが求められています。

　一方、畜産業と地域再建へ向けた補償、救済

と再発防止への対策構築が求められています。

本県でも、終息宣言を受け、畜産農家が再出発

をしています。今、畜産農家の再生対策ととも

に、家畜市場や地域経済の立て直しに、国は当

然ですが、自治体も積極的な役割を発揮するこ

とが求められています。

　そこで伺います。

　１つは、国や県の経営支援策の内容はどうな

っているか。

　２点目は、県内の自治体の動向と内容につい

て。

　３番目は、政府の対策は融資中心で、多額の

負債を抱えている農家の実態には合っていませ

ん。直接補助が求められています。経営再建へ

向け、本市も対策の必要性があると考えますが、

検討されたのか、伺います。

　最後に、防災まちづくりについて伺います。

　災害対策の基本は、平常時の災害予防対策、

自然現象を災害に発展させないことが重要だと
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考えます。そして、災害対策は事前の予防、事

後の応急、復旧、復興、再建へ向けての対応と

言われています。本市でも災害からさまざまな

教訓を得て地域防災計画に生かされ、その内容

は先進的な取り組みになっていると考えます。

また、災害予防の具体的な取り組み、自主防災

組織など、住民参加の防災まちづくりが進んで

います。

　しかし、災害者の求める早急で順調な復興、

再建にとっては、多くの課題を抱えています。

近年の災害から早急な再建をとの要望から生ま

れてきたのが、被災者生活再建支援法でした。

支援法は、その後の災害から、課題や問題点が

あるとの声や要望から、内容も緩和されてきま

した。支援策は、復興・再建は地域崩壊を食い

とめ、コミュニティーの維持に不可欠です。さ

らに、最大のメンタルケア、精神的支援にもな

ります。このように考えると、被災者が求める

のは安心です。政治の責任は、被災者が立ち直

れるように役割を発揮していくことです。国の

制度に改善点や課題がある以上、国に改善など

の対策を求めていくこともしなければなりませ

ん。しかし、被災者にとっては、再建、復旧の

ためには時間的余裕はありません。その間を埋

めるのが自治体の役割、責任ではないでしょう

か。本市の防災対策で不十分なのは、独自の支

援策です。全国でも独自の支援策の取り組みが

始まっています。

　そこで伺いますが、１つは、被災者生活再建

支援法の課題や改善点をどのようにとらえてい

るか。

　２は、この法が適用されない場合、市独自の

支援策等の必要性と取り組みの方向について伺

います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

　問題点がありましたら、再質問をさせていた

だきます。

〇企画課長（山口親志）持留議員の質問にお

答えいたします。

　持続可能な地域づくりの定義としましては、

世代を超え、環境、経済、社会の３要素がバラ

ンスのとれた社会とされており、最近のまちづ

くりの重要な課題とされてきております。この

ままでは地域が維持できないこと、つまり、ど

うにかしてこの状況を打破していかなければ地

域コミュニティーが維持できなくなることへの

危機感と、それに対する対策が急務とされてき

たことは、御指摘のとおり、そういった背景に

あります。

　そのようなことから、第４次垂水市総合計画

策定に当たり、垂水市の課題と可能性について、

持続可能な地域づくり、垂水市づくりをキーワー

ドとしまして、よい仕事環境づくり、よい居住

環境、自然、よい学び、仲間、文化、最後に、

よい行政と市民参加の視点を意識して策定して

まいりました。もちろん、上位計画であります

総合計画に基づきまして行政運営をしており、

各課の事業計画も、地域経済の循環、地域再生

は十分に意識しながら、市民生活の向上が図ら

れていくと思っております。

　企画のほうでは、現在、行財政改革の視点で

実施計画等のローリング作業を行っております

が、御指摘のとおり、あわせまして地域づくり、

地域再生の視点も取り入れまして、ローリング

作業とあわせまして、チェックできる機能をレ

ベルアップしていきたいと思っております。

　以上であります。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）２番目の地域

福祉計画の策定についてお答えいたします。

　御指摘の地域福祉計画は、すべての市民が自

分たちの暮らす地域でともに支え合いながら自

立した生活を送ることができるようにするため

に、地域福祉の推進を目指す計画でございます。

　これまでの福祉は、高齢者福祉、障害者福祉、

児童福祉といったように対象別に進められ、分

野別に課題を解決しようとしてきたところでご
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ざいます。地域福祉では、小学校区程度の地域

という範囲に注目して、そこに住む市民の方々

や地域社会の一員として安心して暮らしていけ

るような生活環境や、そのための住民同士の助

け合い、支え合いの仕組みづくりを目指してお

り、地域福祉は、課題の解決に向けた取り組み

を高齢、障害、児童といったような分野ではな

く、地域単位で進めていく点が特徴でございま

す。

　御指摘の地域福祉計画につきましては、平成

19年８月に、地域における要援護者に係る情報

の把握、共有及び安否確認方法等を盛り込むよ

うに通知がなされたところでございますが、本

市におきましては地域福祉計画はまだ策定して

おりません。

　しかしながら、昨年度、地域福祉計画の下位

計画でございます次世代育成支援対策行動計画

及び健康たるみず21計画を策定し、残す障害者

福祉計画におきましては、政権交代等により障

害者自立支援法の廃止が決定され、当計画の策

定の延期を決定しているところでございます。

　地域福祉計画に当たっては、小さな地域単位

でお互いに支え合いながら生活できるような市

民の新しい関係づくりが必要となり、大人から

子供まですべての住民が当事者であり、安心し

て暮らせる地域にしたいと願うだれもが計画づ

くりに参加することが重要となっております。

そういう観点から、策定には時間を要し、二、

三年かかるのではないかということで、現在の

ところ、平成25年３月をめどに計画策定として

いるところでございます。

　しかし、先ほども申しましたように、次世代

育成支援対策行動計画やこれらの下位計画等の

策定も終わりましたので、これらの計画の上位

に位置するこの計画につきましては、関係機関

との連携を図り、計画の策定ができるよう、今

後取り組んでまいりたいと考えております。

　次に、介護保険導入を機に、高齢者福祉に対

する行政の責任は後退したという指摘について

お答えいたします。

　現在、本市では、平成18年度介護保険制度改

正に伴い、地域包括支援センターを地域包括ケ

アの拠点として位置づけ、高齢者の総合相談や

自立支援、介護予防ケアマネージメント、権利

擁護事業などの業務のほか、高齢者の相談場所

として機能しております。

　介護保険サービスの中で、予防、給付の充実

はもちろん、社会福祉協議会、居宅支援事業所、

介護サービス事業所、介護施設、医療機関、傾

聴ボランティアなど在宅ボランティアの育成、

地域の民生委員等と連携協力し、高齢者のさま

ざまなニーズに対応し、地域におけるネットワー

クの構築に取り組んでおります。

　その他、行政では、介護予防事業として、要

介護状態となるおそれの高い虚弱な状態にある

と認められる特定高齢者や、その他高齢者の把

握を行うため、65歳以上への生活機能評価の受

診等を呼びかけております。その結果、特定高

齢者として決定された方の中に、配偶者や近親

者の死などで、うつ、閉じこもりがちになり、

孤立化するおそれのある方も見られ、訪問指導

でのフォローや通所の介護予防事業への参加を

勧めるなど、高齢者福祉の充実に取り組んでい

るところでございます。

　垂水市の地域包括支援センターの活動などは

県内でも一定の評価を得ており、少なくとも垂

水市では、総合的な判断をいたしましたところ、

行政の責任は後退したという認識は現在のとこ

ろ持っておりません。

　次に、自治体が把握する責任の法的根拠につ

いてでございますが、老人福祉法第５条の４第

２項の中に規定されていると思われます。日ご

ろより要援護者の確認など、民生委員や振興会、

各介護サービス事業所等の関連機関との連携を

図りながら、実情の把握を努めているところで

ございます。
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　さらに、そういった対象者が出た場合は、こ

の老人福祉法第５条の４の措置の受け入れとし

て、現在、養護老人ホーム垂水華厳園を対象施

設としております。従来の措置的な施設から、

平成18年10月１日付で、一部介護保険適用の特

定施設入居者、生活介護のできる施設として機

能を担っておるところでございます。

　この要援護者の入所につきましては、現在、

申請の時点で実情を把握するとともに、あわせ

て、民生委員等からの聞き取りなど実態調査を

行い、決定しております。地域で１人で生活す

るのが難しい高齢化したケースや、孤立化しそ

うなケース、虐待や家族等のネグレクト、介護

放棄でございますが、これらのことにつきまし

ては、地域ケア会議等で情報を的確に調査し、

事実確認やその安全確認を行い、緊急性を判断

し、措置するという仕組みを実施しているとこ

ろでございます。

　次に、社会的孤立をなくす対策についての現

状と課題についてでございますが、鹿児島県に

おける高齢化の特徴は、全国に先駆けて10年間

は進んでいると言われております。また、団塊

の世代が高齢者となる2015年には全国20位ぐら

いに高齢化が進んだ県と予想されます。

　平成17年度の国勢調査によると、鹿児島県に

おける高齢者夫婦世帯や単身世帯の割合は全国

１位と高く、本市における単身者世帯は1,337世

帯と県内でもさらに高くなっておるようでござ

います。

　そのような中、社会的孤立をなくす対策とい

たしまして、地域全体の支え合い活動の推進や

見守り体制の構築が必要と考えているところで

ございます。現在、本市が取り組んでいること

といたしまして、見守り活動やネットワークの

推進や啓蒙活動を進めております。

　介護保険サービス充実のほか、高齢者福祉政

策としまして、宅配給食サービス時の安否確認、

災害時要援護者マップの作成、徘徊ＳＯＳネッ

トワークの整備、傾聴ボランティアなど、高齢

者対策の体制強化を、民生委員や振興会、事業

者など関係機関の理解をいただき、積極的に推

進しているところでございます。

　次に、行政による見守り活動の推進と支援体

制への強化をどう図っていくかについてお答え

いたします。

　本市における地域コミュニティーの崩壊は、

過疎化の進んだ地域などマンパワーの不足など

から少しずつ見え始めております。これから高

齢者のふえると予想される県外の主要都市から

すると、地域の中での関係性もそこまで希薄で

はなく、隣近所の関係も保たれてはおりますが、

近い将来、都市化の波や世の中の環境の変化な

ど、時代の潮流により市民の意識も変化すると

危惧されております。

　地域の高齢者の見守りは、市の地域福祉政策

を進めていく上で必要不可欠なものであり、行

政、地域、社協、ＮＰＯ事業者等がお互いの気

持ちを大切に、共通認識のもと、つながってい

くことが重要と考えております。介護だけでは

なく、さまざまな生活ニーズに対応した包括的

なケアの提供のもとになるもので、将来的に高

齢者だけにとどまらず、障害者やひきこもりな

ど、見守りが必要なすべての方に対する普遍的

なサービスが提供される仕組みづくりが必要と

感じておるところでございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）持留議員の暑さ

対策と熱中症対策についての御質問にお答えし

ます。

　まず、日常における環境衛生の点検と内容に

ついては、学校環境衛生基準に基づいて実施し

ますが、日常点検の項目は、教室等の環境、飲

料水等の水質及び施設設備、学校の清潔等、プー

ルの管理となっております。

　御質問の暑さ対策と熱中症対策に関連するも

のとしましては、授業が行われる日に必ず行う
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ものは、朝の健康観察、飲料水の水質検査、換

気が適切に行われているか、気温測定です。

　次に、子供たちの健康上の実態の把握につい

ては、まず、朝の健康観察を初めとして、授業

中、休憩時間、給食時間、帰りの会、部活動等、

学校教育全体で行います。

　本年度は猛暑と言われるような暑い日が続い

ております。そこで、朝の健康観察を入念に行

ったり、授業中の児童生徒の健康状態を細やか

に観察したりしております。また、体育や校外

活動のときは学習中の観察を徹底し、例えば体

育学習の途中で話し合いや教師の説明のときは

木陰などで行うようの配慮をしております。

　また、家庭との連携では、保護者から体調で

気になることは必ず報告してもらうようにして

います。

　次に、温度を下げる対策は万全かについてお

答えします。

　まず、扇風機の設置状況についてですが、扇

風機は、小・中学校のすべての普通教室に設置

してあります。エアコンは、いずれの学校も保

健室、図書室、パソコン室に設置しています。

また、すべての学校において児童生徒の水筒持

参を許可しています。これから運動会や体育大

会の練習も始まりますが、例えばその全体練習

の際、途中で水分補給をしています。

　学校における熱中症対策として、学級活動な

どにおける睡眠、栄養、休息などの規則正しい

生活の指導、また着帽指導、授業の間の水分補

給、汗の始末、校舎内巡回による暑さなどの把

握、屋外での活動中における小休息の実施、保

護者への啓発などを行っております。

　以上でございます。

〇教育総務課長（三浦敬志）持留議員の学校

環境衛生の整備対策に関する御質問のうち、空

調施設設置に関するお尋ねについてお答えいた

します。

　まず、平成15年度に設けられました空調単体

での設置が可能となりました国庫補助の内容で

ありますが、公立の小学校、中学校、高等学校

等を対象とし、普通教室を含めたすべての教室

への空調設備の設置に要する経費の３分の１を

補助しようとするものであります。

　ただ、空調設備の設置に当たっては、省エネ

ルギーの性能が高いこと、排出する熱が少ない

ことなど、地球環境への配慮のための一定の条

件が課せられておりました。

　次に、桜島降灰関係での国への要望内容につ

いてお答えいたします。

　要望に至った経緯や内容につきましては、９

月１日の本会議の中で市長が概要を御説明した

とおりでございますが、内容について若干補足

させていただきます。

　小・中学校に設置する空調設備工事の国庫補

助以外の部分、いわゆる市の一般財源を充てる

部分については、全額交付税措置のある過疎対

策事業債を充当させてほしいというものであり

ます。もう１点は、空調設備設置後の電気使用

料や修繕料などの維持管理経費に係る交付すべ

き特別交付税額の算定については、単独事業費

に係る現行の乗数0.5を、補助事業費と同数の0.8

で算出してほしいというものであります。

　次に、空調施設整備の今後の方針であります

が、９月２日の南日本新聞にも議会の内容が報

道されておりましたが、今年度は、今回の９月

議会で空調設備の設計委託費の補正をお願いし、

委託後の設計内容を検討し、12月議会で協和小、

松ヶ崎小の工事費の補正をお願いしようと考え

ております。新聞報道では「３カ年計画で全小・

中学校の整備をする」と報道しておりましたが、

今回お願いしております委託費による設計等で

工事全体に関する判断を行い、３年もしくは４

年間で整備したいと考えております。

　以上です。

〇農林課長（森下利行）持留議員の口蹄疫問

題の質問にお答えいたします。
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　まず初めに、国や県の経営支援策の内容であ

りますが、資金面では、口蹄疫の発生により被

害を受けた畜産農家の経営を再建するために必

要な資金を優遇することにより、経営の継続を

支援することを目的に設置されました口蹄疫経

営維持緊急資金でありますが、１戸当たりの貸

付限度額が1,800万円で、貸付利率が2.9％あり、

この貸付金利につきまして県・市融資機関で利

子補給を行うものであり、市は、この市の負担

分と合わせまして、農家の負担の金利につきま

しても利子補給を行うものとし、さきの６月補

正で議会の承認を得たところでございます。

　次に、肉用子牛出荷遅延緊急対策事業であり

ますが、家畜の市場の閉鎖に伴いまして出荷が

遅延した肉用子牛を市場再開後に出荷販売した

場合において、増加した費用の一部を助成し、

畜産農家の費用負担の軽減を図ることを目的に

設置されております。

　事業の内容につきましては、肉用子牛を対象

とし、当初の出荷予定日から30日を経過した翌

日から出荷日までの期間に対し、１頭につき１

日当たり400円を支給する事業でございます。

　続きまして、子牛購買促進特別対策事業であ

りますが、子牛競り市が延期されたことに伴い、

出荷日齢が超過した肉用子牛の購買を促進する

ことを目的に設置されております。

　事業の内容につきましては、出荷日齢が通常

に比べて超過した子牛は適正に評価されないこ

とが予想されます。特に360日齢以上の子牛につ

きましては価格の低落が懸念されることから、

360日齢以上の子牛を基準価格以上で購入した購

買者に対しまして奨励金を交付する事業であり

ます。

　最後に、肉用牛繁殖経営緊急支援事業であり

ますが、これまで滞留していた子牛の出荷が集

中することや、購買者の買い控えなどにより子

牛の価格低落が懸念されることから、畜産農家

への影響を緩和する目的で設置されております。

　事業の内容につきましては、子牛競り市の再

開後において、肉用子牛の平均売買価格が国が

定めました基準価格の38万円を下回った場合に、

販売または自家保留された肉用子牛を対象に、

その差額分の90％を助成する事業であります。

　国・県の経営支援策で本市が該当する事業に

つきましては、以上でございます。

　続きまして、県内自治体の動向とその内容に

ついてでありますが、口蹄疫の発生を受けまし

て、議員も御存じのとおり、肝属地区の２市４

町と農業関係団体では、管内への侵入防止のた

め、肝属地区口蹄疫防疫対策協議会を設置し、

自主消毒作業等の防疫対策や畜産農家への経営

支援策につきまして、肝属管内２市４町足並み

をそろえた形で行ってきております。また、肝

属地区以外の自治体におきましても、本市と類

似した支援策が講じられてきております。

　最後に、市の直接的補助の支援策についてで

ありますが、さきの６月議会で承認をいただき

ました飼料等の経費の増大を軽減するための子

牛育成支援対策事業と、先ほど国・県の支援策

で説明いたしました肉用牛繁殖経営緊急支援事

業でございますが、肉用子牛の平均売買価格が

国が定めた基準価格の38万円を下回った場合に、

その差額分の90％を助成するものであると説明

申し上げたところでございますが、再開後の子

牛競り市におきまして、購買者の買い控えなど

により子牛の売買価格が下落し、畜産農家の経

営が逼迫した状況にあることから、市におきま

しても、農家の経営安定と生活の維持確保を図

るために、残りの10％について、上限を定めま

して助成する予定でおります。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）持留議員の防災まち

づくり、急がれている被災者救援及び支援策に

ついての御質問にお答えいたします。

　被災者生活再建支援法の課題、改善点につい

ての認識はということでありますが、自然災害
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による被災者がその被害から回復するためには、

日常生活の再建とともに、その生活に基盤たる

住まいの再建を欠かすことはできないと認識し

ているところでございます。また、被災地にお

ける住宅再建は、単に個人レベルにおける再建

だけではなく、地域社会の迅速な復興のために

も極めて重要であると考えているところでござ

います。

　被災者生活再建支援法でありますが、自然災

害により住家が全壊・半壊となった世帯へ、自

立した生活の開始を支援することを目的に制定

されたものでありますが、これまで、制度から

はみ出し、支援対象者とならないところがあり、

平成19年11月に本支援法は世帯主の年齢制限や

所得制限の廃止、また、対象となる自然災害が

災害救助法施行令第１条第１項第１号に規定さ

れます市町村で50世帯の被害、また、同じく第

２号で規定します都道府県で1,500世帯の被害で、

当該市町で25世帯の被害が発生した場合、また、

10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村で、

人口10万人未満の市町村については５世帯以上

の住宅全壊被害が発生した場合にも本支援法の

対象となるなど、対象世帯や、また支給条件、

支援金の使途についても、これまでと比較しま

すと使い勝手がよいように法改正が行われてき

ております。

　本市も平成17年に大災害に見舞われて住宅の

全壊・半壊がありましたが、その当時、支援対

象とならなかった分についても、よい方向への

改正がなされたのではないかと思っております。

しかしながら、それでもなお支援対象者から外

れる方もあるのも事実でございます。

　そのようなことで、本市においても状況を考

慮しまして、ただいま申し上げました基準を含

む５項目の対象基準をすべての被災者に適用で

きないか、また、対象となる被災世帯を住宅の

全壊・大規模半壊世帯のみならず、半壊・一部

損壊も支援対象とならないか、支援金額の抜本

的な引き上げはできないか、研究するとともに、

法律の改正についても要望をしてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。

　また、現在、被害の認定の調査につきまして

でありますが、災害が発生した場合には、一斉

に本職員が担当地区を巡回して外観目視の調査

を行っているところでございますが、担当職員

により災害認定に差違が生じないように、本市

作成のマニュアルに基づきまして実施をしてお

ります。また、再調査の依頼があった場合も、

速やかに調査をするように努めているところで

ございます。

　最後になりますが、制度といたしまして、被

災者の住宅再建に対する意欲に十分こたえるよ

うに本市独自で何ができるのか、財源的なもの

も含めまして、財政課その他関係課と研究を進

めてまいりたいというふうに考えております。

　以上でございます。

〇持留良一議員　ありがとうございます。

　不十分な点のところについて、若干再質問を

させていただきたいと思います。

　１点目は、持続可能な地域づくりなんですけ

れども、これはとにかく今、私たちを取り巻く

環境の中で、地域がどう再生していくかという

のは、私たちそのものの暮らしや命をどう守っ

ていくかと、住みよいまちをどうつくっていく

かという非常に大事な観点だろうと思うんです

よね。

　そうなってきたときに、私はやっぱり地域で

経済の循環をつくっていくような仕事をどうつ

くってくのか、いわゆる地域に、先ほど当初の

質問でも言いましたとおり、地域にお金が落ち

ていく、地域の皆さんに還元されていく、この

ことが非常に今、どの地域にとっても重要だと

思うんですよね。他のやっぱり力に依存しない、

自力的な形で地域で産業おこし、そのためには

地域の経営資源とか自然資源とか、さまざまの

地元の資源を生かしていく、まさに地産地消を
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いろんな面で多面的に追求していくことが大事

であろうと思うんです。

　それで、私もいろいろ全国を調べているんで

すけれども、例えば北海道の足寄町なんかは、

ここは木質ペレットをつくって、観光から教育、

すべての分野にわたって雇用が起きていく、そ

ういうのを取り組みをしているわけなんですよ

ね。このことによって地域の新たな再生、いわ

ゆる産業構造も含めて変えていくというような

取り組みをしているんです。

　この間、垂水もいろんな形で進んではきてい

るんですけれども、しかし、それも例えば市外

に本社があったりとか、なかなかそういう点で、

地元に資源があるんだけれども、それが生かさ

れない部分もあろうかと思うんですが、そこで

私は問いたいのは、そういう中でやっぱり自治

体がどういう役割を果たしていくかということ

だと思うんですよね。そのために自治体がその

財源や権限、これらのものもありますし、まし

てや職員の能力もあろうかと思うんです。

　この点について、市長はどのようにこのあた

りを、自治体の役割というのを、このような状

況の中で地域再生を考えていくときに自治体の

役割をどう考えられるのか、お聞かせください。

〇市長（水迫順一）持続可能なまちづくり、

これは本当に大変大きな課題でございますし、

垂水市を今後もずっと存続させるよという意味

でも非常に大事でございます。それとまた、市

民が本当に住んでよかった、住みたいというま

ちづくりに結果としてつながることだと、そう

いうふうに思うわけです。おっしゃるとおり、

経済を活性化させる、地域資源を生かしたり、

いろんな形でそういう活性化をしていくという

ことも非常に大事だと思うんですね。

　だけど、やはり考えられるのは、やはり産業

の中でも農業と水産業が基幹産業でございます

ので、その辺の活性化が多くの市民をフォロー

できると。そういう意味では、この基幹産業を

しっかりと認識をし、また、し直して、変える

べきところを変えていくということも非常に大

事だと。

　と申しますのは、やはり両基幹産業にとりま

しても、今、グローバル化の中で動いておりま

すので、以前の状況とは違ってきております。

時代の流れに対応できるような産業のあり方、

これをやはり知恵を出さなければいけない、そ

ういうふうに思っております。

　それとまた、知恵を出すには、やはり職員も

本当に自分の、今、垂水市の職員、いろんな面

で頑張ってくれておりますが、新たな対応、新

たな時代の変化に対応していくというような知

恵をどんどん持つことが必要でありますし、地

域にまた入り込んでいく、あるいは産業の中に

入り込んでいって、何が問題なのか、どういう

ことを今、解決しなければいけないのか、そう

いうことをしっかりとノウハウを持ちながら職

員がさらに進んでいく、職員も今までの自分に

任された仕事だけじゃなくて、そういうところ

まで要求される時代になってきておると、そう

いうふうに思っております。

　それと、やはり市民全体で垂水を盛り上げて

いくんだという意識も非常に大事じゃないかと、

そういうふうに思っております。

　その他いろんな、ここには観光の振興とかい

ろんなものが、そういう一次産業をまた持ち上

げるんだと、そういう意味でもいろんな要素が

それには加わってくると、その辺も考えていく

必要があると、そのように思います。

〇持留良一議員　冒頭言いませんでしたけれど

も、一問一答方式でお願いしたいと思います。

　基本的にはそういう方向で一定の認識は、私

はかち得たのかなと思います。今後、具体的な

提案をしながら、私が掲げる内需拡大、いわゆ

る地域での再投資をどう図っていくのか、そう

いう意味でのまた産業的な政策も含めて、やっ

ていきたいなというふうに思います。
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　次に、高齢者の孤立化を防ぐ対策ということ

で２つ挙げたんですけれども、地域福祉計画と

その具体的な対策はどうなのかということだっ

たんですけれども、地域福祉計画、これは2003

年、社会福祉法に基づいて、それ以降、策定を

するという動きが始まっているんです。確かに

時間的な関係はあります。私が調べたのでは鈴

鹿市のでも、これはもう15年に策定して、約２

年間かかって17年度から具体的にスタートして

いるんですよね。この大事な点は、やはり鈴鹿

市のにも書いてありますけれども、住みなれた

地域でだれもが安心して暮らし続けられること

ができるまちづくりを目指して、市民、行政、

福祉事業者など、相互に助け合い、支え合う仕

組みを考え、進めていこうと、非常に重要な柱

なんですよね。私たちの地域で住民の皆さんが

どう暮らしていくのか、そのために今起きてい

るようなさまざまな問題に対する指針になって

いく中身なんですよね。

　それがやはりこれだけおくれているというこ

となんですが、まず市長にお聞きしたいんです

けれども、これはおくれているという認識がお

ありなのかどうなのか、この点について、１点

お聞きしたいと思います。

　それとあと、孤立化を防ぐ対策なんですけれ

ども、老人福祉法の５条の４の２に書いてある

んですけれども、老人福祉に関して必要な実情

の把握に努めること、２、老人の福祉に関し必

要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ必要

な調査及び指導を行い、並びにこれに付随する

業務を行うということ、ここにもう具体的に明

記されているわけなんですよね。

　このことがやっぱりどうやられてきたのかと

いうことが、先ほど課長の答弁だと、私もここ

がおくれているとか問題があるということは認

識がないですけれども、しかし、まだまだそう

いう中からまだ抜け落ちている、十分実態が把

握されていない点があるかというふうに思うん

ですが、この点については、課長が最後に言わ

れたとおり、見回り活動の推進と支援体制の強

化を図っていくんだということだったんですけ

れども、そのために私は３つの点を提案したい

んですけれども、１つは、行政の機能の再構築、

もう１回行政としてこの問題をどうみんなで考

えていくのかということと、個別援助のための

情報の一元化、そして２つ目は、民間のネット

ワークの再構築、そして、これが重要だと思う

んですけれども、やっぱり老人専門の相談員み

たいな形を兼ねるケースワーカーの設置、これ

が大変重要だと思うんです、今日。その方がや

っぱり責任を持って、以前は個別台帳なんかも

つくっていたわけです。相談にも十分乗る体制

もあったわけなんですよね。そういう意味では

そういう対策が必要だと思いますが、この点に

ついてお聞かせください。

〇市長（水迫順一）まず、私のほうから、孤

立化を防ぐ対策は垂水市では進んでいるのかと

いうことですね。

〇持留良一議員　福祉計画のおくれについて。

〇市長（水迫順一）福祉計画は、課長が先ほ

ど詳しくお話をさせていただいたとおりです。

次世代支援とか健康21とか、そういう土台がで

きてまいりましたので、近いうちに福祉計画を

立ち上げるということでございます。その認識

ですね。

〇持留良一議員　はい。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）ただいま御指

摘いただいたその３つの件につきましても、私

ども行政といたしましても重要な課題というふ

うには認識しております。早急に、前向きに対

応していきたいというふうには考えております。

〇持留良一議員　ぜひ地域福祉計画の問題につ

いては、２年から３年どうしても時間的にはか

かります。その中でまた情勢の変化もさまざま

あります。そういう意味では、いろいろな形で

これを早急に策定できるようにぜひ取り組んで
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いただきたいと思います。何といってもこれが

大きな指針になります。このことが地域の民間

の福祉団体とか、また地域の支えられる方々に

とっても大きな柱になりますので、これは早急

に策定をしていただきたいと思います。

　次に、学校の環境衛生の対策について伺いま

す。

　私もこの８月から９月にかけて各小学校を訪

問調査させていただきました。学校からもいろ

いろ、ここの部分が暑いんだとかこの点が問題

だとか、この調査以外にもいろんな学校の安全

面についても指摘をしていただいたところであ

ります。

　まず、暑さ対策の問題なんですけれども、飲

料水の問題なんですが、養護の先生が言われた

のは、今、子供たちが持ってきているペットボ

トルというか水筒があるんですけれども、これ

じゃ量が足りないんじゃないかと私はそういう

認識をしているということで、ある小学校では

水道水の飲用を勧めているとかいろいろありま

した。しかし、カルキの問題とかいろいろそう

いう問題があってどうなのかなという、そうい

う懸念される発言もされました。この点につい

て、飲料水の状況をどんなふうに調査されてい

るのか、１点お聞きしたいと思います。

　それと、暑さ対策なんですけれども、私が行

ったときはちょうど９時半だったんですけれど

も、この時点で30度という温度を示していまし

た。

　それと、これは水之上小学校ですけれども、

子供たちがこのような形で、この時点は子供た

ちがいないので扇風機はよそを向いていますけ

れども、こういう状況。

　それからあと、これが職員室です。本当に職

員室の先生方も大変苦労されているなと思いま

した。ガムテープを張ったり、いろんな古い、

「火が吹き出さないんですか」と言ったら、「そ

のメーカーじゃないから大丈夫です」と言われ

ましたけれども、そんな形で一生懸命先生方も

苦労されながら、されていました。

　それとこれが、子供たちが暑いもんですから、

机を重ねて、そして扇風機を前に置いて、とに

かく風の当たるところでやっているというよう

な状況の写真です。

　それと、問題なのがこの写真です。これは、

この後ろにまだ列が３列あるんですけれども、

扇風機は１台です。わかりますかね。そしてこ

れ３列あるんです。後ろの子供たちはもう全く

風も何も来ないんです。集中もなかなかできな

いような、そういう状況の中に置かれていると。

先ほど全教室にあると言われましたけれども、

確かにそれは否定できませんが、しかし、実際

上はこの子供たちをめぐる環境というのは非常

に厳しいと。垂小でも３台あるんですけれども、

中に熱風を巻き込んじゃっているんです。だか

ら、真ん中は非常に暑いというような状況があ

りました。

　この点について、本当にどうしたらいいのか

なというのがあるんですけれども、私は当面、

空調設備が整備されなければ扇風機をふやす。

実態調査をしていただいて、必要なところはち

ゃんと扇風機をふやす。こういう措置が必要だ

と思いますが、この点についてお聞きしたいの

が１点と。

　あと、空調対策ですけれども、市長の努力等

も含めて私は感謝申し上げなきゃならないんで

すけれども、私はこの中で早急に、向こうの降

灰の降る地域も含めて、特別支援教室ですね、

ここのところというのは、子供たちが肉体的に

も大変虚弱なお子さんも特別にやっぱり多いの

が実態であります。そこのところが今現状では

扇風機という中で、私は環境としては非常に悪

いんじゃないかなと。ここあたりも早急に急ぐ

と、他の小学校もあるけれども、特別教室はそ

れなりの対策をとっていく必要がある、このよ

うに考えるんですけれども、市長のこの点につ
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いての見解をお聞かせいただきたいと思います。

　そしてまた、教育長と市長は７月、８月、何

度ぐらいこの現場に行かれたか、お聞かせくだ

さい。

〇学校教育課長（有馬勝広）それでは、ただ

いまの御質問でございますが、まず１点目の先

ほど御答弁させていただきましたが、飲料水、

水筒持参のこともございましたが、学校におき

ましては、やはりこれは上水道でございますの

で、それは飲料に適した上水道でございますか

ら、学校ではやはり水道の水質検査をしまして、

それを子供たちも飲用するのがこれが大前提で

ございます。

　水筒持参というのは、例えば水もしくはお茶

ということでございます。そういう保護者の要

望とか、学校で必要性もありまして、その中に

例えば氷を入れて冷たい状況にして、例えば先

ほど言いましたように、運動場で外に行ったと

きに保管しまして途中で飲むと、そこは冷えて

おりますので、また１回１回水道に行くと混雑

しますし、時間もかかる。そういうことで、そ

ういう措置をしているところでございます。原

則的には、垂水の水は水質的に全く問題ないし、

大変おいしいですから、それが原則でございま

す。それでやっております。

　あと、水質の検査ですが、毎授業日、毎日や

っているわけでございますが、全学校をもう一

度確認しましたけれども、やはり環境衛生基準

にありますとおり、0.1以上ですね、そして0.2

ということで基準内でございました。議員がお

っしゃったとおり、ちょっと高かったというと

ころもあったんですが、もう一度学校長を通し

て、もう１回確認してくださいということで３

カ所ぐらいしたら、計測の、今、機械でコップ

に入れてこうするんですが、その取り扱いの問

題というか、ちょっとありまして、再検査した

ら、やはり0.1か0.2ということで範囲内でござ

いましたという報告が学校長から来ております。

　あと、扇風機のことですが、確かに１台しか

ないところもありますし、あるいは教室に２台

とか、あと壁かけに置いているところもありま

すが、というところもございますので、予算化

のほうは、またこれは予算編成とかありますの

で、学校長の意見を聞いて、また市費、公費と

いうのも、またすべて決められた予算額という

のはありますので、その中で優先順位で購入し

ていくわけなんですが、そこはまた検討してま

いりたいと思っております。

　以上でございます。

〇市長（水迫順一）この夏、１回も行ってお

りません。

　それと、特別支援教室への早急な設置なんで

すが、これはやはりその学校単位で工事をやっ

ていきますので非常に難しい面があるだろうと、

そういうふうに思っております。

　今回、鹿児島市と垂水市がこういうような教

育環境を本当に変えることができますので、夏

冬、空調ですから使えると、そういう意味では

教育環境がかなり改善されると思っております。

先ほど課長のほうから３年、４年という話をし

ました。国も思い立ってやってくれるわけです

から、早く我々もやってしまわないと、国のお

金も大変厳しいですから、その辺も考えていき

たいなとは思っております。

〇教育長（肥後昌幸）回数は覚えておりませ

んけれども、夏休み期間中は余り行っておりま

せん。先日、中央中学校に仮設教室ができたと

いうことを聞きましたので、その折に見てまい

りました。それから、きのうでしたけれども、

牛根小学校に行きまして、ちょっと教室とか、

あるいは職員室の様子を見てまいりましたけれ

ども、確かに暑いなというふうに、非常に暑う

ございますので、これからまた何回か学校は回

ってみたいと思います。

　以上です。

〇持留良一議員　学校の環境衛生の問題につい
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ては、特に環境衛生の基準の中で、薬剤師さん

の意見等も、助言もいただくというふうになっ

ているかと思いますけれども、このあたりはど

うだったのか、１点お聞きしたいと思います。

　それと、特別支援教室のことですけれども、

ほかにもいろんな、空調を待たなくてもほかに

対応はあると思うんです。このあたりは検討を

ぜひしていただきたい。これからは冬場になる

と、特に天井も高いということで、その中で、

集団でいるわけじゃないです、二、三人とか四、

五人とかという、今度は冬場に向けては非常に

苦しい状況があるかというふうに思いますので、

ぜひこれは教育委員会あたりでも実態調査をし

ていただいて、どういうことが可能なのかどう

なのかも含めて、検討をしていただきたい。

　じゃ、１点だけ、薬剤師との関係。

〇学校教育課長（有馬勝広）学校薬剤師につ

きましては、例えば先ほどの水質検査につきま

しては、学校環境衛生基準の中に示されていま

すとおり、水質検査は決められたとおり定期検

査をして、その報告が学校に来ております。こ

れは学校の水泳プールも同じでございます。

　そういう定期検査では学校に来ていただいて

いるんですが、例えば学校医、学校薬剤師の先

生方におかれましては、例えば学校保健委員会

とか、日常的なそういう相談活動に乗ってくだ

さるわけでございますので、ただ、いろいろ業

務等のほうもございますので、先生方の日程を

お願いして御相談すれば、いつでも学校のそう

いう体制にはこたえてくださるというふうなこ

とでございますので、そういう定期の検査以外

に、やはり日常的に学校に来ていただいて講話

等をいただく、そういうことが必要かと思いま

す。

〇持留良一議員　ぜひこの点は実態調査をいろ

んな角度からしていただいて、いかに子供たち

が学べる環境を整えていくか、そういう観点に

立って、先ほどの調査についてはぜひやってい

ただきたいというふうに思います。

　最後、口蹄疫の問題は、そのままで私は受け

とめたいというふうに思います。ぜひまた今後

さまざまな畜産経営支援を取り組んでいただき

たいと思います。

　それとあと、災害の問題なんですけれども、

これから研究をしていくということなんですが、

国との関係で、この観点で大事なのは、自治体

がやはりこういう現状の中でそういう問題点を

先に改善をして、そして国の抜本的な法である

ところを変えていくという、そのつながりがず

っと続いてきているんですね。

　そういう意味では、本市もさまざまな災害か

らいろんな教訓も学びましたし、そのために必

要な救援策というのもいろいろあったかと思い

ます。これがあればな、あれがあればなという

こともあったと思うんです。その中で、やっぱ

り自治体がそこのところをどうつくって国に変

えさせていくか、このことが大事だと思うんで

すよね。

　竜巻被害であった岡山県の美作市とか、それ

から群馬県の館林市、いろんなところでこうい

う支援金も行われていますし、風水害であった

美作市あたりも独自の支援策をとっています。

昨年は、おととしでしたかね、宮崎で水害があ

ったときもそういう対策をとっています。

　市長、ぜひ私たちが地方から変えていくんだ

という立場で、やはりここは独自の支援策をぜ

ひ検討していただきたいと思うので、そのあた

りの決意をお聞かせください。

〇市長（水迫順一）垂水市も、平成17年から

３年続きの災害のときに、規制の枠外でかなり

なことをやってきました。そういう事実がござ

います。農地の問題、それからいろんな民地の

灰の除去、その他も市独自でやってきたところ

がたくさんございます。こういうものをやれる

ところからまずやっていこうと、そういうふう

に思っております。
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〇持留良一議員　ありがとうございました。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、11時10分から再開します。

　　　　　午前10時56分休憩

　　　　　午前11時10分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　16番川畑三郎議員の質問を許可します。

　　　［川畑三郎議員登壇］

〇川畑三郎議員　９月に入っても厳しい残暑が

続く日本列島、気象庁が発表した７月１日から

８月29日の２カ月間の平均気温はほとんどの地

域で平年を大きく上回って、５月末から９月５

日までに熱中症で緊急搬送された人数は５万人

を超え、168名が死亡、農作業中に倒れる事故も

相次いでいるようであります。先日の新聞で、

熱中症は33度を超えると急増すると報道されて

おります。県内では、９月に入っても当分の間、

最高気温33度から34度前後の厳しい残暑が予想

され、引き続き熱中症への注意が必要でござい

ます。

　それでは、先日通告しておりました案件につ

いて質問いたしますので、市長並びに関係課長

の御答弁をよろしくお願いいたします。

　まず最初に、市長は任期満了をあと５カ月残

すのみとなりましたが、今後の市長の基本姿勢

についてお伺いいたします。

　平成15年１月の市長選挙において、初めて民

間企業出身者として見事当選され、現在まで２

期８年間垂水市を、小さい市ながら活力あるま

ち、頑張っている垂水市ということを県内に広

めていただいたことは市民も御承知であります。

　就任当初は、行政出身でもない民間企業出身

の市長でしたので、本当に垂水市のかじ取りは

大丈夫だろうかと、内心は心配もしていた私で

ありました。就任した後は、２市２町による合

併協議会、協議会の構成メンバーは、市町長、

議長、議員代表、それに一般住民の代表等で協

議は進められ、事務的には市町の職員の皆さん

がそれぞれの分野で協議を詰めていき、順調に

進んでいたのですが、串良町が入って２市３町

の協議会になってから、垂水市に対して、鹿屋

市議会に枠組みから外すよう陳情書も提出され

たりして、結果は屈辱ともとれる合併協議会か

らの離脱を余儀なくされたのであります。あれ

ほど精力的に協議に入っていかれた市長でした

が、本当に残念であったと思われます。

　合併協議会から離脱した本市は、単独での生

き残りをかけ、市長は早速財政改革に着手され

ました。その結果、市の借金である起債も、平

成16年度126億円程度あったものを平成21年度末

までには20億円ほど減らし、106億円までにし、

また市の貯金である財政調整基金についても、

平成17年度末は台風などの災害復旧で使ったた

め２億3,000万円程度しか残っていなかったもの

を、今日では６億1,000万円程度までに回復され

てこられるなど、どうにか安定した財政基盤を

つくっていただきました。

　これには、行財政改革を推進していく中で、

市の行革大綱や財政プログラム、職員定数適正

化計画及び集中改革プランなど、市長以下職員

が一丸となって策定し、機構改革や定数削減、

賃金カットや議員定数を20名から16名に削減し

たなどに協力したことも１つの要因であったか

と思われます。

　もしあのまま垂水市が合併していたらどうな

っていたのでしょうか。垂水市役所は総合支所

と職員が50名は残っていたでしょうか。議員の

皆さんも半数はここにはいられなかったのでし

ょう。町並みは一段と寂れていたことは確実で

あったろうと思います。市長や議員の皆さんも、

合併できなかったことは当時、残念でなりませ

んでしたが、今振り返ってみますとき、結果と

しては、あのとき合併できなかったことがよか

ったのではないかと私は思っているところであ
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ります。

　市長はこれまで、民間出身者ならではのリー

ダーシップと手腕を発揮され、数々の事業に取

り組んでこられました。前市長からの引き継ぎ

計画でもありましたが、道の駅たるみずも、市

長持ち前のノウハウとアイデアを次々と駆使さ

れ、足湯なども導入されたため、脚光を浴び、

これが今日の成功に至った１つの要因と思いま

すが、一方では、当初事業計画12億円を８億円

まで削減されたことも市長の決断でありました。

　また、ことしオープンしたばかりの猿ヶ城森

の駅たるみずも、より有利な補助金を利用し、

１割弱の少ない市の持ち出しだけでつくられた

わけですが、市職員の努力はもちろんのこと、

市長のアイデアもフルに発揮されたところであ

ります。

　さらに、今回の補正予算と過疎計画にも載っ

ています小・中学校の普通教室の空調化事業、

８月中旬に新聞に報道されていましたように、

市長の再三にわたる国などへの働きと決断のた

まものであると私は考えます。

　市長がこれまでタッチされてきた事業は、降

灰対策事業を初め、農林水産業部門、商工観光

労働部門、教育部門、赤ちゃんからお年寄りま

での保健福祉部門など、切りがございません。

これも、小まめに国や県へ足を運ばれ、陳情や

事務的な要望活動を重ね、そして人脈をつくら

れてきたたまものもあり、その人柄はだれもが

認めるところであります。今や大隅のリーダー、

県市長会のリーダー的存在となっておられ、県

知事を初め、県職員からも一目置かれる存在に

なっているのではないでしょうか。

　このような状況のもと、計画途中の案件やや

り残された事業もあろうかと思いますので、垂

水市発展のため、もう一踏ん張りしていただき

たいと思いますが、市長２期８年市政運営され

てきて、また２期目の任期満了を目の前にされ、

今後の進退はどうお考えになっておられるのか、

お聞かせ願います。

　市道、農道の整備について。

　市道福岡・浦谷線は海潟林道として建設され

た道路であります。通行する車は多くありませ

んが、錦江湾と桜島を眼前にするこの道路は、

季節的には地域のウオーキング道路でもありま

す。現在、車の通行に苦慮している状況であり

ます。整備の予定はないのかどうか。

　鉄道跡地整備について。

　跡地整備については、市内でもまだまだ未整

備のところがたくさんあります。その中、海潟・

鶴田地区は、中山間直接支払制度を利用して地

域の皆さんで草払いをしながら、現在まで管理

してまいりました。道路の舗装についてもお願

いをしてまいりましたが、今回、直接支払制度

で先日舗装工事をすることができ、地域の皆さ

んで喜んでいるところであります。道路の高さ

が高いため、危険な箇所は、市のきめ細やかな

予算の中でガードレールも取りつけてもらうこ

とになり、本当にありがとうございます。

　今は道路として使用されていない残りのトン

ネルまでの数十メートルに駄竹が生い茂ってお

ります。この処置はできないものでしょうか。

稲刈りを控えてのスズメの宿になっている状況

であります。

　日本脳炎ワクチンについて。

　本年度より、日本脳炎の接種を受けるよう対

象者へ市より通知があったところでありますが、

過去５年間は任意接種であったため行われてお

りません。この通知を行うに至った経緯につい

て、また、対象年齢が本年度は３歳児のみとな

っていますが、過去５年間通知が行われなかっ

たため接種できなかった者へ、同じように通知

が行えるのかどうかお伺いし、１回目の質問を

終わります。

〇市長（水迫順一）まず、川畑議員に、２期

８年弱でございますが、その間の数々の事業を

取り上げての評価をいただきましたことをまず
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御礼を申し上げたいと思います。このことは決

して私の業績ではございませんし、市役所職員

が一生懸命頑張ってくれました。そして、議会、

市民の皆さんが大変な御理解、御協力をいただ

いたそのたまものであると、そのように思って

おります。

　ところで、私の去就でございますが、実は、

次の２つの理由をもって、次の３選目の出馬を

断念することを決意いたしました。

　まず１つ目は、70歳という高齢となってまい

りました。時代がかなり激動、激変する中で、

やはり次のより若い市長さんを中心に、垂水が

またさらにいい方向へ進んでくれる、そういう

ことを期待をしております。

　２点目は、私的なことで全く申しわけござい

ませんが、家庭の事情によるものでございます。

　この決断に至るまでにはいろんな思いをいた

しました。何とかもう１段、垂水のために持て

る力を発揮できないのかということ等も自分の

心に問いかけました。しかし、やはり先ほど申

しました次のリーダーが私以上に、わずか１万

8,000人弱のこういう小さいまちであるがゆえに、

市民と一体となって、市役所職員や、本当に議

会とも一体となったまちづくりを目指すことが、

今、垂水に課せられているというふうに思って

おります。そのことは決してできないことでは

ないと、そういうふうに思っておりますので、

どうか御理解をいただきたい、そのように思い

ます。

〇土木課長（深港　渉）ただいまの市長の発

言のほうに少し動揺しておるところでございま

すけれども、施策は粛々と実施しなければなら

ないと考えているところでございます。

　それでは、２点目の御質問であります福岡・

浦谷線の整備について、管理します土木課でお

答えいたします。

　この路線は、起点が協和小学校北側の海潟字

堂ノ迫で、通称福岡原を経由しまして、中俣字

下木場の浦谷までの約6,800メートルの延長で、

御指摘のとおり、もともと海潟林道整備として

昭和50年代に開設され、昭和60年に市道に編入

しているところでございます。その後、牛根麓

林道としまして、起点より約2,400メートルが市

道部分を重複して舗装整備され、残り区間につ

きましては、被災の都度、災害復旧事業として

整備している状況でございます。

　この路線の維持管理につきましては、昨年ま

では緊急雇用創出事業としまして主に草払いを

主体的に行ってまいりました。今年度はまだ未

発注ではございますけれども、その予算が減額

しましたことによりまして、緊急雇用創出事業

の対象路線としては除外しているところでござ

います。

　しかしながら、災害が発生した場合、維持管

理を行っていない市道については公共災害とし

て認定されないことや、通行量が少ないとはい

え山林の管理に不可欠であり、また、御質問に

ありましたとおり、集落の子ども会等を主体と

したウオーキングも催されているということも

あります。ましてや集落間を結ぶ道路でありま

すことから、今年度は、環境整備班を主体とし

て草払いや路面補修を行ってまいりたいと考え

ております。

　以上でございます。

〇農林課長（森下利行）川畑議員の鉄道跡地

整備についての質問にお答えいたします。

　海潟・脇登・鶴田地区の鉄道跡地の農道舗装

につきましては、市で行うべきところを今回、

中山間地域等直接支払事業で工事施行していた

だきまして、海潟集落協定の皆様方には感謝し

ているところでございます。

　さて、議員指摘の竹やぶについては、現地を

確認させていただいたところでありますが、そ

の際にも、確かにスズメが群をなし、休憩地あ

るいはねぐらになっているのか、この竹やぶを

拠点として水稲に被害をもたらしているようで
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ありました。

　脇登地区における水稲は、現在、出穂期から

登熟期に入り、スズメの被害を一番受けやすい

時期に入っているため、このまま竹やぶを放置

すれば水稲に甚大な被害を及ぼすおそれがあり

ますので、早急な対応を検討していきたいと考

えております。

　以上です。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）３番目の日本

脳炎ワクチンについてお答えいたします。

　日本脳炎につきましては、その発生を予防す

るため、昭和51年の予防接種法改正時に対象疾

病と位置づけられ、接種対象者を生後６カ月か

ら90カ月、７歳半でございますが、と９歳以上

13歳未満の者と定め、生後６カ月から90カ月の

者に第１期の初回接種２回と次年度の追加接種

１回、また９歳以上13歳未満の者に２期の接種

１回の、合計４回の接種を行うこととしており

ました。

　以前の日本脳炎ワクチンは、マウス脳ワクチ

ンと呼ばれておりましたが、数年前、接種した

後に、発熱、頭痛、けいれん、運動障害等があ

らわれる事例があったことから、慎重を期すた

めに、行政による一律的で積極的な接種の勧奨

は差し控えることとし、平成17年５月30日付の

厚生労働省通知により、全国的に一律的な接種

の勧奨を控えておりました。

　その後、新たに乾燥細胞培養日本脳炎ワクチ

ンが開発され、平成21年６月初旬から供給が始

まっております。また、平成22年４月から、日

本脳炎の第１期の標準的な接種期間であります

３歳以上４歳未満の者に該当する者のみ接種の

勧奨を再開し、本市では、対象者103人中89名が

現在、予防接種を行っているところでございま

す。

　なお、平成17年以降の５年間、勧奨差し控え

によって接種できなかった者につきましては、

新ワクチンの有効性や安全性がまだ不十分であ

ったことから、平成22年４月の時点では接種再

開には至りませんでしたが、平成22年８月27日

付、予防接種実施規則の附則に「過去に接種を

受けなかった者に対する接種機会の確保」を規

定することにより、勧奨差し控えによって接種

できなかった第１期の不足分を、政令で示す第

１期の期間である生後６カ月から90カ月、及び

第２期の期間である９歳から13歳までの間に接

種できるように改正されたところでございます。

　しかし、今回の改正後、ワクチンの供給状況

等を勘案しますと、ワクチンの供給不足から、

過去において勧奨差し控えで接種できなかった

者に対しての積極的な接種勧奨はできない状況

でございます。これらの対象者に対する積極的

な接種勧奨につきましては、今年度中をめどに

国において議論される予定となっており、その

結果を待っているところでございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　突然の市長３選不出馬という

ことで、何か言葉が見当たりません。市長も今

まで頑張ってこられて、皆さん方もいろいろ、

市長は３選に出られるんだろうか、もうやめや

っとじゃねどかいという、そういううわさが飛

び回っておったわけですね。

　我々は、振り返ってみますと、８年間、垂水

市のために一生懸命頑張ってこられたと、基礎

をつくっていただいて、もう１期、市長はやら

れるだろうということで、もう本当に思ってき

たわけですよね。ここで残念ながら出ないとい

うことになって、きょうはたくさんの傍聴者が

来ていらっしゃいます。この目的は、市長が出

やったろか、出やれんたろかということで、私

は大方の方が興味を持ってきょうは来られたん

じゃないかと思っております。がっかりされた

方が多いんじゃないでしょうか。

　振り返ってみますと、市長も私が１回目の質

問で申しましたように、合併ができなかったり

して本当に苦しい状況の中で、今日、やってこ
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られたと。特に合併は、私も当時、一緒に、市

長が１月に当選され、私も５月に議長になって、

２人でいつも協議会に出席する中で、本当に順

調に、私は進んでおりました。

　それが、串良町が入るということで２市３町

の協議会が始まったのが12月でしたけれども、

そのときからちょうどおかしくなりまして、協

議会の懸案事項が、また名前まで大隅市という

ことでもう一部決定しておったんですけれども、

串良町が来て、また差し戻しになりまして、ま

た新しく名前をやろうということになったわけ

です。それが12月の本当にもう庁舎が閉まって、

29か30だったと思うんですけれども、私と市長

と行ったわけですが。そのとき問題がありまし

たので、私も議長でしたけど、そのときの鹿屋

市長に物すごくかみついて、私は嫌われたんじ

ゃないかと、今思っております。それ以来、鹿

屋市長とは余り顔を合わせないんですけれども、

当時、私がかみついて、「おまんさあ、ないご

っな」ということで私も言われましたけど、私

も言い返して、「何な、おまんさあ」と、「今

まで決めたとを、何ごてこれをぶり返すっと」

ということで私は激論をしまして、市長もそう

いうことだったと思います。

　それから１月にまた進みまして、最終的に何

月だったでしょうかね、もう離脱をするという

ことで、鹿屋市の議会でも枠組みの変更とかあ

りまして、それも問題になりまして、結局鹿屋

市がそれを枠組みの変更を可決したということ

で、当時、市長も、その鹿屋の議会に出してく

れと要望をされたわけですけれども、それもで

きなかったということで、最終的には鹿屋市の

ほうから、今回は遠慮をしてもらえないかとい

うことだったと、私も当時の議長でしたから覚

えております。

　そして、もう１回、山中先生が亡くなられま

して、葬式が末吉町でありました。そのとき私

と市長も出席したわけですけれども、そのとき

も市長いわく、「またきょう言われましたがを」

と、「どうしてん今度は遠慮をしっくれやなら

んどかい」ということだったそうで、「そんな

こつ言いやったですか」ということで帰ってき

たわけですけれども、最終的には鹿屋市の議会

の状況を見て市長も、もう鹿屋で協議会があっ

て、遅くなったようでした。そのとき、「議長、

いっと来てくれんや」と、それで副議長も呼ば

れました。市長室で、「こげなことじゃった、

いけんすればええかな」と、「残念じゃがを」

ということでしたので、あたいも「本当にそり

ゃいかんな、鹿屋んしはいかんな」と、鹿屋を

敵意を持ったわけじゃないですけど、「そんな

こつ、いかんですね」ということで、最終的に

はそれならもう離脱をしましょうということで、

ちょうど議会中でしたので、特別委員会があり

ましたので、そこでお諮りして、賛成多数で離

脱を余儀なくしたと。そして、本会議でもそれ

が可決されたわけであります。

　その後がまた問題がいろいろありまして、賛

否両論あった中で、市長と議長がぐるになって

離脱をしたんじゃないかということが広がりま

して、私も後で聞いたことでしたけれども、事

実のようにそれが触れ回りまして、だから、当

事者としては一生懸命やったのに、ないごてそ

ういうことを言われるんだろうかと思いました

けれども、それが事実として市民に広がったわ

けでしたけど、その中で、議会の中でも賛否両

論あった中で、市長も不信任案を何回となく議

会でされたわけですね。

　私も30年、議会を議員として、していますけ

れども、市長の不信任案というのは私は初めて

でした。それが１度ではなくて、２度、３度で

したね。それも否決してずっといったわけです

けれども、そのことが現在、私は、悪いとは言

わないんです。そういうことがあって市長が強

くなって、今の垂水市をつくってくれたという

ことで、そういうことが、不信任案を出した皆
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さんが頑張れよと言ってくれたということで、

私はそれは本当にいいこととしてとっていった

から今の垂水市があったと、市長もそれに頑張

ってきたと、こたえて頑張ってきたということ

で、私は、そういう事態はそれで大変よかった

のじゃないかなと思っております。

　３選不出馬ということになったわけで、これ

を、今、事情が、高齢と、70歳といってもまだ

皆さん、今、民主党の選挙をやっている途中で

すけれども、小沢元代表もまだ68歳、今から総

理になろうとして頑張っている状況の中で、ま

だ70歳というのは私はこれからが力の出しどこ

ろだったなと、あと１期欲しかったなというの

が私の実際の気持ちでございます。そういった

状況で、これを覆すことはできないでしょうけ

れども、市長、これを振り返って、８年間を振

り返って市長の思いを、事業についての思いを、

できたら話をしていただければと思います。

　それと、２番目の農道、市道についてですけ

れども、福岡・浦谷線の市道については御了解

いたしました。その中で、飛岡川からその起点

になる海潟墓地があるわけですけれども、その

道路にも今、相当草が生い茂っています。ここ

はたくさんの車が行き来している状況でありま

す。地域で払えばいいんですけれども、なかな

かそこまで手が追いつかないということの状況

が続いていますので、これについて対応はでき

ないか、再度質問をいたしたいと思います。

　鉄道跡地については、本当に我々の念願の舗

装が先日終わりました。あとはガードレールを

取りつけていただくように、市のほうでしてい

ただくということで、本当にありがたいことだ

と思います。あと、生い茂っている、トンネル

の手前ですので、今度は物すごい駄竹ですので、

これを今、課長がおっしゃったように、どうに

かしたいということですので、これも早急にお

願いしたいと思います。

　日本脳炎のワクチンについてですけれども、

今、課長から説明がありました。これも、私も

余り承知していなかったんですけれども、地域

の若い奥さんから、こういうことで日本脳炎の

補助はいただけないでしょうかということで質

問していたところですが、平成17年以降５年間、

勧奨差し控えによって接種できなかった者につ

いては、平成22年８月27日、この前ですけれど

も、付で予防接種実施規則で接種できるよう改

正されたということで、これにはワクチン不足

もありますけれども、ひとつ国の指針が示され

たら早急に対応していただくようにお願いして

いきたいと思います。

　それにつけ加えて、今、先日の新聞の中で、

さつま町で少子化対策と予防重視による医療費

抑制のねらいで、子宮頸がんなど予防ワクチン

の接種費用を補助する補正予算が今度の９月８

日に開会されたようですけれども、それで予算

が提出されたということのようですが、本市の

状況はこれはどうなっているのか再度お伺いし

て、２回目を終わります。

〇市長（水迫順一）川畑三郎議員にお答えを

したいと思います。

　過去を振り返っていただいて、平成16年前後

の合併協議の話を一部していただきました。８

割まで合併協議ができて、そしてこれが破談に

なったということの悔しさは、議会全員の皆さ

んのお気持ちであったと思いますし、市民全体

の悔しい思いであったと、そういうふうに思っ

ております。

　しかし、一方で、このことが私はバネになっ

たんだというとらえ方をしておりまして、16年

３月に合併協議から離脱いたしまして、それか

らわずか半年をかけて、職員も大変な努力をし

てくれました。行財政改革の大きな計画をつく

ってくれました。そしてそれを着実に実行する

ことは議会の理解と市民の協力だったと、そう

いうふうに思っております。

　このことが、ほかの自治体よりも一歩先に行
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財政改革に取り組んだと、その成果が今日あら

われて行財政関係、それからいろんな面での改

革が一歩進んでいるということは、本当に評価

されているんじゃないかと、そういうふうに思

っておるところでございます。

　私は、過去を振り返ってというお話がござい

ました。この合併ができなかったことの悔しさ

は今申したとおりなんですが、政治家として、

やはり個々の市民の生活に密着したもろもろの

課題を片づけていかなければいけない、一方で

もう１つ、やはり将来、垂水がこうなってほし

い、こうあるべきだというようなこと等にも取

り組んでいかなければいけない。すなわち、夢

をやはり市民と語り合わなければいけないとい

うことを常々考えておりました。

　市長になる前から、桜島架橋の必要性、将来

の子供たちのためにどうしても架橋の運動を今、

現役の我々がやるべきなんだと、そのことをし

っかりやった結果、子供たちが本当に住みやす

い垂水になって、多くの子供たちが喜んでくれ

るまちになるんだという思いでございました。

このことは、垂水だけじゃなくて大隅全体に大

きな影響を与えると、大隅が、本当に薩摩半島

よりすべてがおくれているよなという話がござ

います。やはり県都鹿児島、その他からのアク

セスの問題が非常に大きな要因だというふうに

思っております。ですから、桜島架橋について

も経済団体が一生懸命取り組んでいただきまし

た。私も一緒になって国へも陳情いたしました

し、この努力を県知事にも訴えてまいりました。

県のほうは、おかげさまで２年続きで調査費を

つけてくれましたし、このことは本当に前へ進

んでいくだろうと、そういうふうに思っており

ます。

　そしてまた、桜島架橋の次には、高隈山にト

ンネルを掘って、鹿屋のインターチェンジから

猿ヶ城へトンネルを掘ることによって、インター

チェンジから垂水まで25分ぐらいで来られるよ

うなことをやりたい、そういう事業をやりたい。

そのことが結果として、東九州自動車道を非常

に使いやすい、垂水から見て使いやすい東九州

自動車道路になるし、東九州自動車道路の利用

者が垂水に下ってきて、桜島、袴腰経由、桜島

架橋を通って鹿児島へ渡ることが、半分以下の

時間短縮ができると。そうなりますと、垂水が

交通の基点として、この220号線と高隈トンネル、

大隅横断道路と大隅総合期成会では言っており

ますが、これとクロスする場所になりますので、

本当に重要な場所になると、それがまた発展の

基礎になるんだという考えでこのことも申し上

げてきました。鹿屋市長も御理解をいただき、

志布志市長も御理解をいただき、３人で陳情も

行ってまいりましたし、この架橋の後の大きな

プロジェクトとして位置づけてもらいました。

このことをやりたい。

　そして最近では、大隅の首長がほとんどかわ

られたもんですから、やはり大隅半島が１つに

なっていろんなことをやっていきましょうと、

雰囲気づくりができてまいりました。今、問題

になっております山川・根占フェリーにしても、

やはり新幹線開通しますと、鹿児島市から指宿

市へどんどんお客さんが、相当な数が行きます。

観光客は行った道を逆走する、後返るのには抵

抗がございます。それにはやはり山川・根占フ

ェリーを頻繁に、利便のいい船にかえて、利便

性のある船にかえて、大隅半島を南からも観光

客が入ってくる、あるいは周遊のそういうコー

スができることの経済性、この辺を考えると、

この山川・根占フェリーも桜島架橋と同じよう

に大隅全体で取り組まなければならないという

訴えをしてきました。このことも大隅総合開発

期成会で重要項目として取り上げていただきま

した。南大隅町、指宿市、それから鹿児島市だ

けに任せる問題じゃないというとらえ方をして

おるわけでございまして、このことも将来の垂

水にとっては非常に大事なことだと、そういう
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ふうに思っております。

　そういう将来の夢を語りながら、本当に個々

の問題を解決していく、それが行政のあり方だ

という認識でやってまいりましたので、このこ

とは一部そういう機運ができたということで、

本当にありがたく思っておるわけでございます。

　また、市の状況については、先ほど出ており

ますように、本当に市民、議会、役所一体とな

った行財政改革が進んでおりますから、合併し

た自治体がほとんどな中で、わずか１万8,000人

しかいないという市は全国でも十幾つあります

が、人口は5,000人ぐらいの市でもあるんですね。

うちはまだ後ろから10番、人口が少ない方から

10番目ぐらいでございますので、私は決してこ

のことを、本当に人口が少な過ぎるということ

を悩むことはないと、これほど一体感をとれる、

本当にまとまって住みやすい垂水をつくるのに

はもう最適の市であると、そういうふうに思っ

ておるわけでございます。

　ですから、このことはみんながそういう認識

をしていかなければいけない、そういうふうに

思いますし、それから、福祉関係その他につい

ても、私は決して垂水市がおくれておるとは思

っておりません。高齢化率も34.7％ですか、か

なり高くなってまいりました。しかし、80歳以

上が2,300人いらっしゃるんですね。この間、100

歳のお祝いをある方にお持ちしました。大体、

私が市長になったころを振り返りますと、１年

に大体３名から５名の間、100歳のお祝いを持っ

ていったと記憶しております。ことしは22名な

んですね。ですから、本当に長生きができる場

所なんです。

　そして、垂水と触れ合った人たちが言われる

のには、本当に人がいいですねと、垂水はみん

なが親切ですねという話も市長室で多くの方か

ら聞きました。やはり垂水独特のこの温暖な気

候、温泉があり、山があり、海があり、その産

物に恵まれ、そして人柄がいいと、そして長い

文化と歴史を持っておると、我々はこのことは

大変な誇りでございますし、このことを生かし

ていくこと、そして昔の、もうちょっとひと昔、

あるいはふた昔、前に振り返って、隣近所の人

たちが本当にいろんな弱い人たちを助け合う、

みんなが１人を助け合う、そしてまたその１人

はみんなのことを思うと、そういうような垂水、

昔の垂水を取り戻さなければいけない。それが

結果としていろんな福祉関係や何やら、とどの

つまりはそこへ私は帰着するんだと、そういう

ふうに思っておりまして、そういうような市民

の生活環境、そういうことを昔に返る、昔のよ

さを取り戻すということを今後やはりやってい

くべきじゃないかと、そういうふうに思ってお

ります。

　このことは、日本人が日本人らしさをなくし

てしまったと、いろんな問題につながっており

ます。だけど、東京発で日本人らしさを取り戻

すことはできません。垂水発の日本人らしさを

取り戻すことは私はできると、そういうふうに

思っているわけでございます。

　いずれにしましても、大きなこと、考え方を

ひっくるめて申し上げました。まだまだやりた

いこともたくさんあったのは事実でございます

が、本当に議会の皆さんの協力を得ながら、市

の職員も、再三申し上げますが、地域職員制度

もさらに進化していくでしょう。地域に職員が

入っていって、地域のために一生懸命、またも

う１つ別な汗をかいてくれると思いますが、そ

ういうまちがもう本当に目の前に来ておると、

そういうふうに思いますので、私の非力な部分、

本当に皆さんに御迷惑をかけた部分については

この場をかりて深くおわびを申し上げたい、そ

の気持ちでございますので、どうか今後も議会

の皆さん初め、頑張っていただきますようお願

いを申し上げまして、振り返っての考え方にさ

せていただきたいと、そのように思います。

〇土木課長（深港　渉）道路整備につきまし
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ての２回目の御質問でございますけれども、御

指摘の飛岡川から福岡・浦谷線の起点までは、

県で開設していただきました牛根麓林道の区間

でございます。現在、土木課で所管しておりま

す環境整備班は、維持班と言われたときから１

名の増員を図りまして、市道を問わず、農道、

林道などあらゆる公共施設に今まで以上の対応

をしてまいるということにしておりますので、

この環境整備班におきまして早急に草払いを実

施いたします。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）御質問の、先

ほど日本脳炎ワクチンにつきましては、過去５

年間、勧奨差し控えによって接種できなかった

者につきましては、国の決定次第早急に対応し

たいというふうに考えます。

　それと、垂水市の予防接種の状況についてで

ございますが、さつま町が６予防接種を助成し

ております。私ども垂水市におきましては、新

型インフルエンザでございますが、対象を０歳

から19歳未満と65歳以上全員に対し、1回1,500

円の助成を行い、また、生活保護受給者に対し

ましても全額無償で行いたいと計画しておりま

す。

　子宮頸がんワクチン、ヒブワクチンにつきま

しては、平成23年度、一部公費負担による接種

を行うよう、もう既に準備をしているところで

ございます。

　肺炎球菌ワクチン、おたふく風邪、水ぼうそ

うのワクチン接種につきましては、少子化対策、

予防による医療費抑制効果等を含めまして、慎

重に今、調査しているところでございます。

　以上でございます。

〇川畑三郎議員　市長のお話も聞きました。も

う事情が事情だということで、高齢になったと、

家庭の事情もあるというようなことで決断をな

されたわけです。結果としては、もう市長も今、

ほっとされているのじゃないかと思います。あ

と残された５カ月ですけれども、それに邁進し

て頑張ってください。

　本当に我々から見れば残念な結果ではありま

すけれども、今後まだまだ、人生はまだ長いの

ではないかと思います。新しいこれからの垂水

市を見守って、温かく側面から応援をしていた

だくという方向になろうかと思いますので、家

庭を大事にして、お母さんを大事にして、今後

頑張っていただきたいということをお願いしま

す。

　言いたいことはたくさんありますけれども、

本会議場ではなかなか言葉がつながりませんの

で、また後日、市長とお話ししたいと思います。

　本当に頑張っていただいてありがとうござい

ます。

　あと、ワクチンについてとか、鉄道跡地の整

備について、福岡、この市道については、些細

な事業のようでありますけれども、地域の皆さ

んが要望している状況でありますので、いい回

答を得られましたので、今後とも声を聞いてい

ただいて前向きに対処していただくようお願い

いたしまして、私の質問をこれで終わります。

ありがとうございました。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、１時20分から再開します。

　　　　　午前11時56分休憩

　　　　　午後１時22分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　６番田平輝也議員の質問を許可します

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　皆さん、お疲れさまです。

　午前中の川畑議員の質問で、市長が３選にい

ろいろの事情で出馬しないとお聞きしましてび

っくりしております。

　それでは、さきの通告に従い、一般質問させ

ていただきます。
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　まず、本市の財政状況について伺います。

　さきの６月議会で、21年度末の財政調整基金

の積立額、地方債残高について同僚議員より質

問がありましたが、再度、残高についてお伺い

いたします。

　そして、財政健全化法に基づく健全化判断比

率につきましては、平成19年度の決算より公表

が義務づけられ、昨年も10月に鹿児島県が県内

市町村の健全化判断比率を公表しておりました。

先ほども同僚議員からもありましたが、本市は、

平成16年に大隅中央法定合併協議会において本

市の財政状況の立て直しなどを言われ、やむな

く合併協議会を離脱いたしました。そして、水

迫市長を中心に、職員、市民も一緒に行財政改

革に取り組まれ、財政健全化の成果があらわれ

つつある中で、20年度は実質公債費が15.8％、

将来負担比率が150.4％と19年度より改善され、

数値が低くなっておりました。

　そこで、21年度の決算の結果の公表も近いと

思いますが、本市の平成21年度の健全化判断比

率が20年度に比べてどうだったのか。実質公債

費率、将来負担比率、また経常収支比率など見

込みをどうなのか、回答できる範囲でお伺いい

たします。

　次に、給食センターについては先ほど同僚議

員より質問がありましたので、割愛いたします。

　次に、宮脇公園の整備事業についてですが、

以前、校区民の集まりの中で、南中学校跡地は

どうなるのか、何ができるのかと、そして自分

たちが思っていらっしゃることをいろいろな意

見が出されました。物販店、医療介護関係、企

業の誘致などが主な意見のようでありました。

校区民の方々は、跡地利用について興味、そし

て期待をされているようであります。

　そのような中、今回、過疎地域自立促進計画

の参考資料に宮脇公園整備事業として１億5,800

万円が計上されておりますが、どのような計画

内容なのか、また補助率はどれぐらいなのか、

お伺いいたします。

　以上、簡単ですが、１回目の質問を終わりま

す。

〇財政課長（北迫睦男）本市の財政健全化判

断比率等についてお答えします。

　まず、平成21年度末時点での市の貯蓄であり

ます財政調整基金の積立額は、平成20年度から

１億6,500万円増の約６億1,000万円、市の借金

であります市債残高は１億3,000万円減の約106

億円となっております。

　次に、平成21年度の財政健全化判断比率の見

込みは、実質公債費比率が15.0％で平成20年度

の15.8％より0.8％の改善、将来負担比率は124.9

％で平成20年度の150.4％より25.5％の改善とな

っており、いずれも国が定めます早期健全化基

準をクリアしております。

　なお、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、

どちらも赤字ではありませんでした。

　また、経常収支比率の見込みは95.8％で、平

成20年度より3.0％の改善となっております。

　地方財政健全化法は、夕張市の財政破綻など

を契機に平成19年６月に制定されたもので、地

方自治体に毎年度、健全化判断比率の公表を義

務づけるとともに、早期の財政措置により財政

の破綻を予防することに重点が置かれています。

　財政健全化を図る指標として、１番目に実質

赤字比率、２番目に連結実質赤字比率、３番目

に実質公債費比率、４番目に将来負担比率の４

つの指標が用いられており、財政悪化の度合い

に応じ、自主的な改善努力による早期健全化と、

国などの関与によります財政再建の２段階に分

けて再建を図ることとされています。

　全国の状況を申し上げますと、平成19年度決

算では、早期健全化基準以上が43団体、財政再

生基準以上が３団体でしたが、平成20年度決算

では、早期健全化基準以上が22団体、財政再生

基準以上が１団体となっておりまして、全国的

に改善傾向にあるようでございます。

― 52  ―



　なお、鹿児島県内の市町村では、平成19年度、

20年度とも該当の団体はありませんでした。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）宮脇公園につい

ての御質問にお答えいたします。

　宮脇公園の整備につきましては、御承知のと

おり、県の魅力ある観光地づくり事業により、

平成20年度から平成21年度にかけて公園整備が

行われ、周辺を散策される市民の方を多く見か

けるようになりましたし、県下でも珍しいアコ

ウの巨木並木として紹介されるようになってお

ります。

　今回、過疎地域自立促進計画に計上しました

宮脇公園整備事業は、これまで県の公園整備事

業と並行して検討しております南中学校跡地利

用について、平成20年度事業として取り組みま

した農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事

業の１つとして、南部地区における交流拠点施

設としての位置づけで、農林水産物の物販施設

等を廃校舎を利用して建設という計画でありま

して、これまでも地元の意見調整など進めてき

たところでございます。

　今回、この事業による設計費用や工事費用を

過疎地域自立促進計画に計上しているところで

あります。

　なお、農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金の補助率は２分の１でございます。

〇田平輝也議員　先ほどの回答で、20年度の実

質公債費率が15.8％、21年度が15.0％に、20年

度に比べて0.8ポイントの減、そして20年度の将

来負担比率が150.4％から、21年度124.9％に、

20年度に比べて25.5ポイント減と、それぞれ数

値が下がって改善されております。また、経常

収支比率の見込みも95.8％で、20年度より3.0％

改善されております。

　将来負担比率につきましては、20年度は県内

の18市の中でも16位と、また19年度に続いて、

ほかの市と比較して悪かったようですが、将来

の財政状況をはかる上で、今後も将来負担比率

が大事な指標であると考えますが、今後の見通

しと、さらに数値を下げる方策を伺います。

　次に、南中学校跡地利用について先ほどいろ

いろ説明をお聞きしました。

　南中学校を含めて、今後、牛根中学校、それ

と協和中学校の跡地利用もありますが、いろい

ろの集まりの中ではいろんな意見が出ますが、

南中学校跡地利用について、その関係校区民に

市の考え方や計画、そしてまた校区民からのア

ンケート調査などをされて、校区民からの要望

などを少しでも対応できるようにすべきと考え

ますが、どうでしょうか。

　また、補助率が先ほど２分の１とのことであ

りましたが、事業見込み１億5,800万円の２分の

1なのか、再度お伺いいたします。

　また、宮脇公園整備事業などにより今後の本

市の観光事業について、市長のお考えをお伺い

したいと思います。

　以上で、２回目の質問を終わります。

〇財政課長（北迫睦男）将来負担比率の御質

問にお答えします。

　将来負担比率につきましては、将来負担する

可能性があるものを指標化したもので、負担率

を上げる主な要因としまして、市債の現在高、

退職手当の見込み額、公社及び第三セクターな

どの負債の負担見込みなどがございます。

　将来負担比率の今後の見通しと改善の方策で

ございますが、行政改革大綱や財政改革プログ

ラムに掲げました施策を忠実に実行し、市債の

新規発行分の抑制、職員数の削減、土地開発公

社の債務保証、垂水市漁業協働組合及び牛根漁

業協働組合への損失補償の改善など、将来負担

する可能性のある実質的な負債の縮減を図るこ

とと、負担額を相殺する効果のある財政調整基

金など、基金の増大を図ることが必要でござい

ます。

　将来負担比率につきましては、明確に指標と

なる数値を掲げてはおりませんが、平成20年度
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の県内他市の状況を見ますと、100％を切ってい

るところがありますので、そのあたりまで改善

させるというのが一応の目安になるのではない

かと考えております。

　特に、垂水・牛根両漁協への損失補償につき

ましては、平成23年３月までで終了しますので、

第２次財政改革プログラムの計画どおりに市債

残高の削減などを進めていければ、数年後には

100％を切るところまで下げていけるものと考え

ております。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）宮脇公園につい

ての２回目の御質問にお答えいたします。

　先ほどもお答えしましたが、これまでも地元

の方々との意見調整などしてまいったところで

ございますが、さらに校区民の皆様からの声の

聞き取りや、事業を実施する場合の規模決定等

の参考にするため、アンケート調査の実施を検

討いたしております。

　具体的には、国の緊急雇用対策による重点分

野雇用創造事業を活用して、「観光による地域

活性化に関する調査事業等」という事業を今年

６月から実施しており、その中の事業メニュー

の１つとしてアンケート調査等を行う準備をし

ております。

　アンケート調査は10月ごろを予定しておりま

すが、この調査で、宮脇公園付近を往来するド

ライバーへのアンケート調査や県内外の類似施

設の調査を行う予定で、これらのデータが出た

段階で南部地区の皆様へのアンケート調査も実

施したいと考えております。

　次に、補助率についての御質問でございまし

たが、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金

事業の補助率は２分の１でございまして、過疎

地域自立促進計画には設計費用や工事費用のほ

かに維持費用も含めておりますけれども、この

うちの設計費用並びに工事費用が支援事業の対

象となりまして、この費用の２分の１というこ

とでございます。

〇市長（水迫順一）田平議員の質問内容のち

ょっと確認ですけど、宮脇公園界隈の開発と垂

水の今後の観光という形。

〇田平輝也議員　宮脇公園が整備されることに

よって。

〇市長（水迫順一）はい、わかりました。

　観光については、いろんなところでいろんな

議員の皆さんの協力をいただきながら推し進め

てきておりますが、宮脇公園の開発、これは非

常に大事な開発になるというふうに位置づけし

て、今、観光課長から申しましたように、計画

を立てております。

　ですから、宮脇公園のあの220号線の１日の使

用量が１万数千台ということでございますので、

今の道の駅の大体３倍ぐらいの交通量があると

いうことを考えますと、あそこの物販施設のあ

り方というのは非常に重要視していかなければ

いけないと、そういうふうに思います。ですか

ら、宮脇公園自体、柊原・新城地区の活性化も

同時に図る開発でなければいけないと、そうい

うふうにも思っておるわけです。

　ですから、宮脇公園が県のほうから１億5,000

万円でしたか、かなり大がかりな整備費をいた

だいて、整備が21年度に終わりましたので、あ

とは南中を、その中心地に位置する南中をどう

生かしていくかということを、今後やはり地域

の皆さんの要望もひっくるめながら考えていく、

計画していくということが大事だと、そういう

ふうに思っております。

　ここが開発されることによりまして、今、道

の駅がおかげさまで年間80数万人来てくれてお

ります。それから今度開発しました猿ヶ城も、

新幹線全線開通１年前につくり上げようという

ことで４月にオープンしましたが、非常に順調

にいっておるようでございますし、それから今

までの既存の高峠その他を入れますと、今まで

は高峠とか猿ヶ城で年間12～13万人から、多い

年で15万人ぐらいしか来ていませんでした。だ
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けど、今ではもう既に、宮脇公園を入れずに120

万人ぐらい来れるような状況になってきました。

宮脇公園がこれに加わることになりますと、本

当に200万人ぐらいの入り込み客、垂水に来てい

ただくお客さんを迎えることができる施設が完

備するということになろうと思いますし、もう

１つしなければいけないのは、今、海潟からこ

とし始めましたしおかぜ街道、宮脇公園から海

岸線をずっと道の駅までつなぐと、それとブ

ルー・ツーリズム、この辺をひっくるめますと

さっき言ったような数字を達成できるものとい

うふうに思っておりまして、やはり、一次産業

が厳しいだけに、一次産業を手助けする観光を

大いにやはり振興させて、交流人口をふやすこ

とが垂水の活性化につながると、そういう思い

でございます。

〇田平輝也議員　それでは、３回目に移ります。

　先ほど、将来負担比率が、19年度174.1％、20

年度23.7ポイント下がりまして150.4％、21年度

25.5ポイント下がり124.9％であり、年々数値が

下がって改善されております。22年度にはある

いは100％ぐらいになるのではないかと期待をし

ているところであります。

　近日中に鹿児島県より県内市町村の数値も公

表されるようですが、本市の21年度124.9％の数

値はまだ県内の中では高いと思っておりますが、

どう想定されておられるか、お伺いいたします。

　宮脇公園についてですが、アコウの木のある

宮脇公園を、先ほど市長が申されましたとおり、

県が整備をされて大変きれいな公園になりまし

た。そしてまた、車をとめて休んでいらっしゃ

る方や、散歩をされておられる方々をよく見ま

す。また、高齢者の多い宮脇集落は、宮脇公園

の草払いなども市の職員の方々がしてくれると

いうことで大変ありがたいと、宮脇集落の方々

が感謝されておられました。

　一方、風が強いときなど、落ちたアコウの木

の葉っぱが国道を越えて人家まで来るというこ

とでありますが、今、見てみますと、国道沿い

に設置されているさくですね、あのさくの下側

に金網でも取りつければ少しは対応できると思

っておりますが、本市で何か対応などできない

のか、お伺いいたします。

　以上でございます。

〇財政課長（北迫睦男）将来負担比率の県内

での状況についてお答えします。

　これまでの行財政改革の推進によりまして、

市債の発行抑制や職員削減等が進んだため、平

成21年度の本市の将来負担比率は、平成20年度

比で25.5ポイントの減、平成19年度比では49.2

ポイントの減と大きく改善してきております。

　しかしながら、同じく健全化判断比率である

実質公債費率は、平成20年度決算では県内18市

の中でよいほうから11番目とほぼ中ほどの順位

であるのに対しまして、将来負担比率は、県内

他市との比較では悪いほうから３番目という結

果になっております。

　平成21年度の結果はまだ公表されておりませ

んが、それぞれ他市においても行財政改革が進

んでおりますので、どこも同じように将来負担

比率の健全化判断比率は改善されているものと

思われます。

　本市は、他市に先駆けて行財政改革に取り組

んでまいりましたが、他市でも財政指標の改善

が進んでいるような結果が出ておりますので、

本市も持続可能な財政構造の構築に向けまして、

さらなる改革が必要と考えているところでござ

います。

〇土木課長（深港　渉）宮脇公園におけるア

コウの木の落葉対策についての御提案に、管理

する土木課のほうでお答えいたします。

　商工観光課長や市長が答弁しましたとおり、

県内においても有数のアコウ群であることから、

御案内のとおり、観光整備の一環として県によ

り施行していただいたもので、本市計画のしお

かぜ街道のスポットとしても利活用が期待され、
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注目度も高いところでございます。敷地全体も

全面的に芝生化され、現在、雑草の処理として

刈り込みに力を入れているところでございます。

　しかしながら、宮脇公園のメインであるアコ

ウの木は、自然現象とはいえ季節を問わず落葉

している状態でございまして、その処理には苦

慮している状況でございます。また、海岸端で

ありますことから風が強く、落ちた木の葉は、

御指摘のように、国道向かい側の民有地まで及

んでいるようでございます。

　そこで、御提案の国道と公園の間にあるさく

への金網の設置でございますが、木の葉の飛散

防止という観点からは効用があるものと思われ

ます。

　しかしながら、このさくは、道路構造令によ

りまして国道の歩道と車道との間に設けられた、

いわば歩行者を守るための防護さくでございま

して、その設置及び管理は国交省に帰属するも

のでございます。このことから、防護さくへの

工作等につきましては当然、国交省との協議が

不可欠でございます。

　通常は、防護さくへの占用物でありますとか、

工作物の設置等はできないこととされておりま

すけれども、ひいては国道車両通行の安全にも

寄与すると思われますので、その材質でありま

すとか構造、あるいは吹きたまった木の葉の処

理も含めまして、国交省との協議を検討してま

いりたいと考えております。

　以上でございます。

〇田平輝也議員　それでは、４回目は要望をし

ていきたいと思います。

　本市は、16年度以降、水迫市長のもと、職員、

そして市民一丸となって行財政改革を実施し、

人件費の削減などの歳出構造や改革、地方債の

残高削減に取り組まれました。先ほど財政課長

より答弁いただきましたが、その成果が出てい

ると思っております。

　また、財源であります地方交付税は、人口減

や国の動向などにより、今後減額される可能性

もあります。厳しい財政運営はこれからも続く

ことが予想されます。今後も引き続き健全な財

政運営に努められるよう要望いたします。

　宮脇公園の整備事業につきましては、先ほど

市長からもいろいろお聞きしました。本市の観

光地としては、牛根の道の駅を中心に、高峠つ

つじヶ丘、猿ヶ城森の駅などがあります。これ

に本市では、先ほど言われました車の交通量が

一番多い宮脇公園の中学校跡地の整備がされま

すと、さらにすばらしい観光ルートができると

期待をしております。

　宮脇公園整備事業がいろいろの面で今後、地

域そして本市のさらなる活性化を図るような整

備事業であることを要望いたしまして、私の質

問を終わります。

　ありがとうございました。

〇議長（川達志）次に、８番池山節夫議員

の質問を許可します。

　　　［池山節夫議員登壇］

〇池山節夫議員　午前中の川畑議員の質問で、

水迫市長が３選不出馬を表明されました。川畑

議員だけではなくて私も大変残念に思っており

ます。本日、水迫市長が３選出馬を表明されま

したら、高校の先輩として今回こそは全力で応

援しようと思っておったのですが、非常に残念

です。この上は、市長としての残りの任期を全

力で頑張っていただきたいと思います。

　それでは、議長に発言の許可をいただきまし

たので、さきの通告順に従いまして、一括方式

で質問をさせていただきます。市長、教育長並

びに関係課長の御答弁をよろしくお願いいたし

ます。

　交流人口の増加について。

　去る８月27日、商工会女性部の企画によりま

して、市議会議員と商工会女性部メンバーとが

語る会が開催されました。懇談会の中では、人

口の減少や不景気による商店街の厳しい現状の
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打開策について、あるいは空き店舗対策や垂水

高校の存続問題について意見交換がありました。

　商店街の活性化については、市内経済の根幹

である農業と養殖漁業の支えの上に、交流人口

による購買力増加を目指すのが解決への道筋で

はないかと思いますが、商店街の活性化につい

て伺います。

　森の駅たるみずについても、交流人口の増加

のためには、道の駅たるみずや垂水漁協が取り

組んでいる中学校修学旅行の受け入れとの連携

を図り、猿ヶ城渓谷への体験学習などを取り入

れるなどの対策も必要ではないかと考えますが、

今後の利活用についてお示しください。

　垂水フェリーについては、さきの本会議で市

長より諸般の報告の中で、要望活動について説

明がありました。原油の高騰を機に運賃の値上

げがされて以降、乗客数、乗船車両数ともに減

少しているのではないかと予想されますが、さ

らに、最近のダイヤ改正による減便によって市

民からは不満の声が聞かれます。垂水フェリー

への要望について詳しく教えてください。

　田平議員の質問にありましたが、垂水中央中

学校の開校に伴い、閉校となった中学校跡地利

用も交流人口の増加につながるような利用の仕

方を早急に検討し、実現すべきと考えますが、

見解を伺います。

　孤立化の防止について。

　高齢者の所在不明問題が相次いだ問題で、長

寿社会と言われながらも家族や地域との関係が

希薄な実態が浮き彫りになり、多くの自治体で

高齢者の安否確認が十分に行われていない現状

が明らかになりました。家族のきずなが薄れ、

年代を問わず孤独への不安がふえているのは、

血縁、地縁が薄れていることが挙げられます。

　高齢者の孤立化については持留議員の質問で

理解をいたしましたので、割愛いたします。

　子育ての孤立化について。

　出生後の訪問事業には、生後28日までの新生

児のもとに保健師や助産師が出向く新生児訪問

と、生後４カ月までの乳児のいるすべての家庭

を保健師などが訪問する乳児家庭全戸訪問事業、

これは「こんにちは赤ちゃん事業」というよう

ですが、それがあるようです。共働きや核家族

化などのライフスタイルの変化により地域と親

子のかかわりが薄れているのは、高齢者の場合

と同じであります。心身ともに不安定になりが

ちな子育て中の母親が、地域や行政の支援から

取り残されるのを防ぐための施策について伺い

ます。

　地域福祉計画についても理解をいたしました

ので、割愛いたします。

　学校教育について。

　小・中学校の不登校問題について、現状を教

えてください。

　小・中学校の携帯所持規制について。

　石川県はことし１月、「携帯持たせない条例」

を施行しましたが、中学生の中には、夜の消灯

後に携帯で通話やメールが習慣化して不眠にな

っているようです。健康への悪影響も危惧をさ

れます。携帯をめぐり、子供が巻き込まれる事

件や悪質ないじめが多発する中で、子供の安全

や教育環境を守る取り組みとして石川ルールの

問いかけについて、見解を伺います。

　小・中学校のクーラー設置についても割愛を

いたします。

　副教材の仕分けについて。

　南さつま市の内山田小は、副教材の自己評価

ノートを担任に配り、ドリルや単元テスト、プ

リントの使用状況、内容、価格ごとに３段階評

価をさせて、安易に前年度と同じものを踏襲し

ないで、十分に活用されたかどうかを確認して

必要か否かを判断する副教材の仕分けを行って

います。このような副教材の必要性を見直す仕

分けで保護者の負担を軽減しようとする試みに

ついて、教育長の考えをお聞かせください。

　アスペルガー症候群について。
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　社会性が未熟で対人関係をうまくつくれない、

相手の気持ちや考えを察するのが苦手で共感す

ることができないなど、知的水準は正常である

が、社会性と行動や感情コントロールの水準が

低下している児童生徒は、アスペルガー症候群

と疑われますが、このような子供たちは、スト

レスに対する抵抗力が弱いために不登校になり

やすいと言われます。アスペルガー症候群につ

いての認識をお聞かせください。

　ＯＳ2010年問題について。

　マイクロソフト社のウインドウズ2000は、ま

だ15万台以上が自治体や国内企業のコンピュー

ターで使用されており、ことし７月で10年間の

サポート期限が切れました。サポートが切れる

と無防備な状態でサイバー攻撃にさらされるこ

とになりますが、予算不足を理由に使い続ける

自治体も多いといいます。住民情報の漏えいの

危険性もありますが、対応について伺います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）交流人口の増加

についての御質問の１点目の商店街の活性化に

ついて、まずお答えいたします。

　商店街の空き店舗対策などの問題は、本市だ

けの特徴的な問題ではなく類似例の多い、なか

なか解決策の見出しにくい問題であると認識い

たしております。このような問題を抱える中、

先日、商工会女性部が開催されました市議会議

員と語る会は、商工会女性部においても問題意

識を共有し、課題について語り合う機会が設け

られましたことは大変有意義であったと思って

おります。また、商店街の皆さん自身が商店街

の活性化に向けての方向性を持たれることは非

常に大事なことであると思っております。

　市におきましても、国の緊急雇用対策による

重点分野雇用創造推進事業を活用しまして、商

工会との連携の上、中心市街地活性化調査及び

提案書の策定という作業を行っております。内

容は、既存の調査結果の分析や商店街の実態調

査などを行い、商店主や関係の皆さんを主体と

したワークショップを開催し、中心市街地活性

化に関する提案書を策定したり、１つの試みと

いたしまして、飲食店の皆さんと垂水の名物料

理として各店で提供できるようなものを開発す

るようなことも始めております。

　商工会においても、組織を充実させて各部会

の活動が活発になるよう取り組まれております

ので、市といたしましても、商工会との一層の

連携を図りながら、このような問題に取り組み

たいと考えております。

　次に、２点目の森の駅たるみずについてでご

ざいますが、まず、今後の利用を高めるための

方法についてでございますが、１つ目には、施

設のＰＲに努めることでございまして、10月か

らテレビＣＭや新聞での広告、イベントの開催

などを計画しております。２つには、体験型観

光の導入であります。このことは、地域雇用創

造実現事業を活用しまして体験型メニューの開

発、導入を行っております。３つ目には、グリー

ン・ツーリズム、ブルー・ツーリズム、エコ・

ツーリズムなどのツーリズムの推進による森の

駅の活用であります。

　ツーリズムにつきましては、教育旅行の誘致

などによる森の駅たるみずの活用は、議員御指

摘のとおり、積極的に取り組む課題でございま

す。ツーリズムの推進については、推進員の育

成や垂水市ツーリズム推進協議会の発足など、

昨年度から積極的に取り組んでおります。

　本市は、垂水市漁協のえさやり体験が注目を

集め、既に中・高校生の日帰り体験が昨年から

始まっており、今年度は民泊を含めた中学校の

教育旅行の予定が入るなど、思ったより早いテ

ンポで進んでおります。

　今年度は、森の駅たるみず宿泊と民泊を併用

したツーリズムのモニターツアーの実施や、教

育委員会の協力のもと、同じように森の駅たる

みず宿泊と民泊を併用したセカンドスクールの
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垂水市での実施など、始めております。

　森の駅たるみずでの教育旅行の受け入れは、

１～２クラス程度の収容能力であることなど制

限もありますが、活用できるよう進めてまいり

たいと思っております。

　議員が申されますように、商店街の活性化に

は交流人口の拡大がぜひ必要でありますので、

道の駅など本市の観光拠点とも連携した交流人

口の拡大に今後とも努めてまいりたいと考えて

おります。

〇市長（水迫順一）それでは、垂水フェリー

について、岩崎産業への要請のところでお尋ね

がございましたので、私のほうからお答えをし

たいと思います。

　実は岩崎産業さんとは、大隅の玄関口に位置

する垂水、そこに鹿児島への航路をお持ちとい

うことで非常に関係が深いから、こことはいろ

んな今までも訴訟問題ございましたけれども、

それ解決したから毎年１回か２回、これはトッ

プに会って、トップ会談をしなければ解決でき

ないなという思いで、１回から２回交渉してま

いりました。

　どういうような交渉をしたかといいますと、

３～４点ずつあるんですが、まず１点目はフェ

リーの駐車場ですが、ここが垂水市の所有だと

いうような一般の方々の認識があるもんですか

ら、市のほうへ大変苦情が来ております。御案

内のとおり、舗装がなくて大変な状況なんです

ね。雨が降ると水たまりだし、ほこりがするし、

そうすると昼間駐車して鹿児島に行きますと、

帰ってきたら、どこへとめているのか真っ暗で

わからないと、そういうような具体的な話をし

ながら、訴えをしてまいりました。

　ところが、この問題については、ちょうどあ

そこに１万坪あるというんですね。それで、舗

装をしますとちょうど１億円かかるということ

でございまして、なかなか舗装をしてすぐ金を

生む施設じゃないということ等も説明がある中

で、なかなか現状としてはできませんというよ

うな形でした。

　ところが、交渉を毎年重ねていく中で、何か

あそこに誘致しましょうと、量販店とかあるい

はいろんなものを誘致した形の中で、そこにも

負担してもらって舗装につなげていこうと。実

は２年ぐらい前からそういうような方向へ変わ

ってきました。それで、ここに交渉は既に始ま

っております。ですけど、まだ具体的な報告は

受けていませんが、毎年そのことも訴え続けて

おるというのが１点でございます。

　それから、海潟のなぎさ荘問題です。これも

海潟が今、漁協を中心にブルー・ツーリズム、

多分来年度あたりは学生が10校来ますので、行

く行く2,000～3,000人の子供たちが海潟に集中

するというような場所になるでしょうし、先ほ

ど来、説明がある垂水市のしおかぜ街道、宮脇

公園から道の駅まで防波堤をずっとつないで海

岸線を自転車で行き来できますよと、あるいは

徒歩でできますよということへの関連も実は出

てくるわけです。

　ですから、なぎさ荘はあのままにしておって

もらっては困ると、本当にあそこにもし高校生

でもたばこを吸って冬場に火事でも起こしたら、

海潟一円大変な災害になりますよと。あそこを

やはり何かの開発をしていただきたいし、観光

に関することならなお我々も本当にいいと思う

から、協力できる分は協力しますよというよう

な話等もしておるんですが、なかなか、あそこ

も約5,000坪ぐらいありますので、かなり広い場

所を買ってくれる人がいない、本当に売りに出

して交渉は２～３あったけど、具体的に話が進

まないという状況でございます。だけど、我々

はしおかぜ街道であの辺を中心にした開発をす

るから、あの状態では困るということを訴え続

けておるわけでございます。

　それと３つ目に、ずっと続けてやってきまし

た、咲花平の林道問題がございます。ですから、
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海潟から途中までつくってあるし、林道をつく

っておりますし、それから牛根麓からも途中ま

で林道をつくっておりますが、頂上がずっと岩

崎さんの持ち物ということで、林道の場合は御

案内のとおり５メートル幅で無償提供していた

だかなければなりません。そして立ち木は補償

しますけど、４メーターの道路を主体にするん

ですが、５メーター無償提供ということがあり

ますもんですから、前から垂水市はこの要望を

しておるんですが、トップのほうにこの話は行

っておりませんでした。無償提供というところ

が役員のところでとまった原因だろうと判断し

ておるんですが、トップで話をしましたところ、

これは解決しました。

　ですから、18年の12月に解決しましたので、

この林道開発は、今、市のほうも両方からまた

進めておるわけです。ですから、咲花平の上を

通って林道ができ上がりますので、これはまた

本当に一面、火口を斜めに見ますから、非常に

観光にとってもいいコースになるんじゃないか

なとそういうふうにも思っているんですが、そ

ういう状況です。

　もう１つやりましたのは、垂水のこの本港、

昔フェリーが出ておった本港から高速艇をボサ

ド桟橋に出してほしいという話をずっとしてき

ておりました。垂水市の市民が鹿児島の上町方

面に行くのに、おたくのフェリーに乗っていっ

た場合にバスを乗り継いで１時間半もかかりま

すよと、高速艇を走らせれば速い船は17分で行

くと言われますが、20分ぐらいでボサドと垂水

のこの本港をつなげると、そういう意味では、

フェリーはフェリーでやって、続けていただい

て、そういう高速艇でもって、短い時間に上町

方面に行きたい人、そういう人の需要にこたえ

ていただきたい。そのことを、やはりそういう

ような需要にこたえるそういう便がないもんだ

から、それで桜島まで走って、車をとめて桜島

フェリーを使っておるんですよと、そういう人

たちを垂水に駐車させて、おたくの高速艇でや

ったらどうですかという話をしまして、これは

一時、やりましょうかという話だったんです。

というのは、夜、クルーズ船を走らせたいと、

昼はそれで使っておって、というような話をト

ップがされまして、これはちょっと進むのかな

と思っておりましたら、やはり後でなかなか返

答が来なくなりまして、再三、その他、船の問

題やらあったんだろうと、そういうふうに思っ

ております。

　そういうことをしている中で、実は垂水フェ

リーの垂水発５時20分の便を欠便とするという

のを一方的に、市にも連絡がない中でありまし

たので、これはまた急いでこのことを中心に訴

えに行ったわけです。そうしたらもう発表した

後でございましたので、なかなかそういう情報

を我々も得ることがそれまではできませんでし

た。ですから、こういうことの、非常に垂水市

にとっては大変大事なことだと。通学生、それ

から通勤の人たちが1,000人前後いる中で、朝の

５時20分始発というのは、通学生にとっては予

習の時間に間に合う便であるし、それから就労

者につきましてはやはり早朝より仕事をするの

にどうしてもなければいけない便だと。

　それともう１つは、やはり垂水の農産物を鹿

児島市の朝の市場に競りに出すのにはこの便が

どうしても必要なんですね。ですから、60万人

いる鹿児島市の台所への野菜の供給、これは今

後、この便がないことで途絶える可能性がある。

ですから今後、鹿児島市が吉野を中心に軟弱野

菜を今、供給していますが、吉野も非常に高齢

化が進んで大隅半島にかわると、あるいは南薩

方面にかわる可能性は十分あるんです。その産

地としてのやはり確立にはこの便が必要だとい

う訴えをしました。このことについても、「あ

あ、そういう面があったんですか」というよう

なことでございまして、５時20分とはいわなく

ても、何とか５時台を出してほしいという要望
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を今、しておるところです。

　以上でございます。

〇教育総務課長（三浦敬志）池山議員の閉校

中学校の跡地利用に関する御質問についてお答

えいたします。

　閉校３中学校の跡地利用に関するお尋ねにつ

いては、以前にも何回かいただいたところでご

ざいます。６月議会において、６月の経営会議

の中で議論した結論といたしまして、跡地利用

に関する協議会を市役所内に設け、今後の跡地

問題を検討していきたいとの認識で一致を見ま

したと御報告、答弁をいたしております。

　その後、跡地問題につきましては、８月17日

に開かれた行政改革会議の中で議論され、この

会議の１部会となります民間活力部会の中で協

議していくことが決定されました。この民間活

力部会での推進項目の１つであります公共施設

の有効利用の充実という観点から、中学校跡地

利用活用調査研究を民間活力部会として最優先

事項として取り組むこととなりました。

　中学校跡地利用問題といたしましては、以上

のような推進計画が承認され、８月20日の経営

会議で決定を見たところであります。これを受

けまして、部会内の担当課となります教育総務

課で閉校後の学校跡地利用活用に関する全国の

資料を収集しているところであります。

　文部科学省等のホームページを見ますと、廃

校後の跡地利用のさまざまなデータが掲載され

ています。これらのデータが本市に適用できな

いか、データ等を整理し、民間活力部会へ提出

し、検討してもらおうと考えているところでご

ざいます。

　また、池山議員の質問の主題であります交流

人口の増加につながる起爆剤となるような跡地

利用のアイデアも早急に見つけたいと思ってお

ります。

　以上です。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）子育ての孤立

化についてお答えいたします。

　本市におきましても、子育ての孤立化を防ぐ

ために、母子保健法に基づきます新生児訪問指

導事業と、次世代育成支援対策推進法に基づく

乳児家庭全戸訪問事業を実施しております。新

生児訪問指導事業は、保健師が生後28日以内の

新生児の発育・発達等の状況把握と、指導・助

言を行う事業でございます。また、乳児家庭全

戸訪問事業は、保健師または母子保健推進員が

生後４カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪

問し、さまざまな不安や悩みを聞き、子育て支

援に関する情報提供を行うというものでござい

ます。

　両事業の法的な位置づけや目的は幾分異なり

ますが、ともに親子の心身の状況や養育環境等

の把握や助言を行うもので、それらを効果的に

運用しまして、近年頻発する痛ましい児童虐待

や育児放棄等を未然に防ぐよう努めていきたい

と考えているところでございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）では、池山議員

の小・中学校における不登校問題についての御

質問にお答えします。

　本市の平成21年度における年間30日以上欠席

した不登校の児童生徒は、小学校３人、中学校

12人の合計15人です。不登校になったきっかけ

及び不登校が継続している理由は、本人に関す

る問題、友人関係、家庭の問題等となっており

ます。

　続きまして、小・中学校の携帯所持規制につ

いての御質問にお答えします。

　石川県では、平成21年６月29日に「いしかわ

子ども総合条例」が改正され、小・中学生に携

帯電話を持たせない保護者の努力義務を全国で

初めて規定しました。

　携帯電話については、本市においては、文部

科学省や県教育委員会の「本来携帯電話が教育

活動に必要でない」という基本的な考え方を踏
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まえまして、小・中学校においては原則持ち込

み禁止を指導しております。

　携帯電話の所持については、鹿児島県におい

てそれを規制する条例などはありませんが、携

帯電話を児童生徒に持たせるに当たって、保護

者がしっかりと判断し、児童生徒に正しい使い

方などについて指導することが重要です。

　鹿児島県のＰＴＡ連合会は昨年度、「携帯電

話の使い方のルールをつくろう」というアピー

ル文を発表しました。ここでは、子供を育てる

最終責任は親にあるという認識に立ち、次の２

つを周知しています。１つ目は、保護者は、携

帯電話を買い与え、利用させているのは保護者

自身であるということを自覚すること、２つ目

は、学校や地域社会と連携して、携帯電話の弊

害から子供を守ること、このことを念頭に、携

帯電話の使い方について子供とよく話し合い、

具体的なルールをつくり、守らせるよう、家庭

教育を充実させることです。

　不登校との関連でも、消灯後の携帯での通話

やメールが習慣化することで生活のリズムが崩

れ、不登校に陥ることが考えられるため、家庭

内のルールをつくり、守らせることは極めて重

要です。

　本市の垂水中央中学校にも聞いてみましたが、

携帯電話について、保護者と連携して基本的な

ルールを設定している家庭はまだまだ少ない状

況でございます。議員のおっしゃるとおり、夜

の携帯電話によるメール使用などの実態を把握

しまして、指導してまいりたいと考えます。

　なお、県内では高校を中心に、アフター10と

いいまして、夜10時以降は携帯を使用させない

というＰＴＡの取り組みもございます。そのこ

とは今後、参考にしまして、取り入れていきた

いと考えております。

　以上でございます。

〇教育長（肥後昌幸）池山議員の副教材の仕

分けについてお答えいたします。

　８月22日付の南日本新聞、「副教材の仕分け、

共有化」の記事が出ましたけれども、私も興味

深く読みました。小学校の低学年で主に使用し

ている算数セットの公費負担についてでござい

ますけれども、本市では公費負担はしておりま

せん。また、今後、公費負担をしていく考えが

あるかということでございますけれども、御質

問の算数セットは、小学校入学説明会で保護者

に学校のほうで説明して、各自で購入をお願い

しております。これは、兄弟が使用していたも

のを使っても全然差し支えないわけでございま

す。

　現在、教育委員会では、学校備品や学校消耗

品などの予算化をしておりまして、補助教材の

予算化は行っておりません。算数セットを初め、

テストやドリル、副読本などの補助教材につい

ては、学校長が校内の教材選定委員会を開催し

て、補助教材の必要性や学習効果、保護者の経

済的負担にも考慮して、決定をしております。

　そこで、教育委員会では、今月の初めに開催

しました市の教頭研修会におきまして、算数セ

ットを初め、補助教材の見直しについて各学校

で検討するように指示をしたところでございま

す。そして、今後、２学期中をめどに、補助教

材のあり方について各学校の考えを取りまとめ

て、公費負担も含めて、適正な負担のあり方に

ついて検討してまいりたいと思っております。

　以上です。

〇学校教育課長（有馬勝広）続きまして、ア

スペルガー症候群についての御質問にお答えし

ます。

　まず、ここでは、特別支援教育ということに

つきまして全般的にお答えいたします。

　特別支援教育は、従来、特殊教育ということ

で行われておりましたが、そこから転換をいた

しまして、特殊教育の対象の障害だけでなく、

ＬＤ、学習障害ですね、ＡＤＨＤ、注意欠陥・

多動性障害、高機能自閉症を含めて、障害のあ
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る児童生徒の自立や社会参加に向けて、その一

人一人の教育的ニーズを把握して、その持てる

力を高め、生徒が持っています学習上の困難を

改善または克服するために、適切な教育や指導

を通じて必要な支援を行うということをねらい

としております。

　まず、本市の特別支援学級でございますが、

現在、小学校には知的障害の学級が１学級あり

まして、２名が在籍しています。垂水小学校は、

知的障害の学級と情緒障害の学級、それぞれ１

学級ずつの２学級ございまして、知的の学級に

は２名、情緒の学級に１名在籍しています。な

お、垂水中央中学校には知的障害の学級が１学

級ございまして、３名の生徒が在籍し、それぞ

れの担任が個別の指導をしております。

　また、先ほど言いましたとおり、特別支援学

級以外の通常の学級にも、発達障害などの疑い

のある児童生徒も在籍しているところでござい

ます。

　なお、御質問のアスペルガー症候群というの

は、先ほど議員がおっしゃったとおりのそうい

う特徴といいますか、症状を示す子供さんのこ

とでございますので、ここでは繰り返しません

が、アスペルガー症候群ということは広汎性発

達障害というものに分類されるというふうに言

われております。

　本市におきましては、特別支援学級はもちろ

んのことでございますが、先ほど申したとおり、

通常の学級においても、特別な教育的支援が必

要な児童生徒につきましても個別の指導計画や

支援計画を作成しまして、計画的に指導・支援

を進めております。

　そのために本市では、平成20年度から特別支

援教育支援員を各学校の実情に応じて配置して

おります。そこで、日常生活や学校行事での補

助とか、健康安全の確保、また周囲の児童の障

害の理解促進等についての支援を行っています。

昨年の21年度は小・中学校３校に４人、本年度

は小学校５校に６人を配置し、個別の支援体制

を進めております。

　なお、御質問の関連で、不登校ということの

関連におきましては、やはり学習障害などを正

しく理解しまして、その子にあった手だてをと

ることによりまして、学校生活上の不適応が発

生しないようにすることが大切であると、校長

会等で学校長を指導しております。

　以上でございます。

〇企画課長（山口親志）池山議員のＯＳ2010

年問題の対応についてお答えいたします。

　御質問のＯＳの2010年問題は、マイクロソフ

ト社が提供しているＯＳ、いわゆる基本ソフト

ウエアのうち、メーカーのサポートが終了した

サーバー並びにクライアント端末のウインドウ

ズ2000や、それ以前のＯＳ、例えばウインドウ

ズＭｅやウインドウズ98に対するセキュリティー

の脆弱性の問題と認識しております。一般的に

は、これらのＯＳがサーバー攻撃の標的になる

恐れがあることと考えられているため、早い更

新が求められております。

　本市においては９月３日現在、本庁、学校、

公民館等を含め、約700台のコンピューターがネ

ットワークに接続されておりますが、そのほと

んどのサーバーについては2003及び2008に、ク

ライアント端末についてはウインドウズＸＰに

更新を終えておりまして、2010年問題に対する

対策は既に講じているところであります。

　しかし、現在、庁舎内において、更新の対象

となるＯＳを使用しているものが３台稼働して

おります。内訳については、総務課の文書管理

システムがインストールされたサーバーが１台、

市民課の公的個人認証システムがインストール

されたクライアント２台がその対象となってお

ります。

　これらの更新対象の３台についての対策とい

たしまして、まず、総務課の文書管理システム

については、庁内ＬＡＮへの侵入に対し、昨年
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10月に組織内のコンピューターネットワークへ

の外部からの侵入を防ぐファイアーウォールと

いう監視システムを更新し、また、ウインドウ

ズ2000等にも対応したコンピューターウイルス

を除去するソフトウエア、いわゆるアンチウイ

ルスソフトのバージョンアップを行っており、

その対策は講じているところであります。また、

公的個人認証システムが稼働しているコンピュー

ターについては、霞ヶ関ＷＡＮにも接続された、

ＬＧ１回線のみに接続された限られたネットワー

クであることから、安全性は非常に高いと考え

ております。

　そのようなことから、2010年問題についての

対策は行っておりますが、機械の老朽化も進ん

でおりますことから、今後のさまざまな対応も

含め、情報管理の面からもセキュリティー対策

についての検討は積極的に行っていきたいと考

えております。

　以上であります。

〇市民課長（葛迫隆博）市民課におきまして

は、今、説明がありましたように、公的個人認

証サービスの機器が御指摘のマイクロソフト社

のウインドウズ2000Ｓであるために、対象とな

ります。

　このサービスは、電子政府、電子自治体の実

現の一環として、住民基本台帳カードのＩＣ内

に電子媒体における本人確認のための個人認証

情報データを記録する業務であります。

　御指摘のとおり、ウインドウズのサポート終

了により、外部からのサイバー攻撃にさらされ、

住民情報の漏えいの危険性も指摘されてはおり

ますが、企画課長の説明がありましたように、

総合行政ネットワーク、ＬＧ１と申しますが、

市民課と県、そして霞ヶ関ＷＡＮに接続が限ら

れており、容易には介入はできないものと考え

ております。

　そこで、今後の対策でございますが、ウイン

ドウズＸＰ等にバージョンアップするなど検討

してまいりましたが、認証サービスソフトに不

具合が生じる可能性があるなどの理由によりま

して、現在、町村会において機種選定の作業中

であります。機種が確定されましたら、設置に

向け、作業を進めていくこととしております。

　以上です。

〇池山節夫議員　では、一括で順番に質問をし

ていきます。

　まず、商店街の活性化について、これ婦人部

の皆さんとも、議員もほとんど出席していろい

ろ話し合ったんですが、妙案があればほかのど

このまちも、商店街、いろんなシャッター通り

になっていてなかなかで、妙案があればどこも

解決できていると思うんです。垂水に限ったこ

とではありませんで、これに関してはみんなで、

行政も議会も商工会と手を取り合って、少しず

つでも垂水の交流人口をふやしながら、活性化

をしていかないといけないという方向でしか解

決策はないんじゃないかと思います。

　森の駅とか道の駅とかフェリーの増便とか、

ここに並べた閉校中学校の跡地とか、質問のす

べてが商店街の活性化のために少しずつ、それ

が全部役割を担っているという意味でここに森

の駅から下のも全部入れたんですが、商工会の

活性化、スタンプ会とかいろいろあるんですけ

ど、今度、９月の県の補正予算で、地域活性化

販売促進緊急支援事業というのを、プレミアム

つき商品券を私、もうずっと前、まだ池田和弘

議員がおられたときに１回質問をされて、その

後、私も池田議員が県議に行かれた後、この議

会になってから私も１回、市長にプレミアムつ

きの商品券、１割ぐらい何とか、例えば300万円

つけたら3,000万円の購買が出るけど、そういう

ことは考えられませんかということで質問もし

たことがあるんですけど、今回、県のほうの９

月補正が予定されているんですけど、それで１

億8,200万円という、県が半分見るというような

案が出ているようなんですけど、これに対して、
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10％といわず、せっかく県のほうが半分補助を

見るというような話ですので、ここは思い切っ

て20％ぐらいのプレミアムつき商品券を発行し

て、不景気とか、垂水の活性化、景気浮揚につ

なげようというような考えはないのか、その辺

について市長に伺います。

　それから、森の駅なんですけど、先ほどいろ

いろ商工観光課長のほうからありました。漁協

の修学旅行のそういうものと連動して活性化し

ていく、そういう方向でいいと思います。ぜひ、

高峠もそうですけど、特に漁協が取り組んでお

られる修学旅行生、そういうものを、えさやり

体験だけで終わらせずに、その次の日かその残

りの時間を使って森の駅へ連れてくると、それ

で１時間でも２時間でも滞在してもらうと。そ

のことで、通り道になるような商店街を、何と

か弁当１個、ジュース１個でも買ってもらえる

ようなそういう方策を考えていただきたいと、

そういうふうに思います。

　垂水フェリーについて、一応いろいろ説明し

ていただきました。私、きょう、ちょっとダイ

ヤをもらってきたんですよ。市長おっしゃるよ

うに、鹿児島発は５時20分があるんですけど、

垂水からはないんですよね。というのは、私、

たまに朝歩いて見ていると、鹿児島発５時20分

が、それがそのまま帰っていくんですよね。だ

から、こっちからは人件費というか、そういう

ものが完全に削減されているわけですけど、や

はり市長も言われましたみたいに、５時何分が

いないというとやっぱり相当な不便があると思

うんですね。その辺に関しても要望をされてい

て、相手は民間会社ですから、なかなかそう強

くも言えないんでしょうけど、今後とも、ぜひ

朝の便を増便していただくように。

　それでないと、桜島の運賃、４メーター未満、

軽ですけど、それと垂水の４メーター未満をち

ょっと比べてみたんですけど、桜島が４メーター

未満、１人乗っていて1,070円かな。垂水フェリー

が1,580円となっているんですよ。それに、例え

ば女房と乗ったとすると、それに普通は150円、

桜島フェリーは足されるんですけど、例えばそ

このサンクスなりファミリーマートなりでパソ

コンで前もって購入すると、往復購入しちゃう

と、どうせ帰ってくるんだから、そうすると片

道1,070円が970円になるんです。そうすると、

往復で200円。それで、１人乗っている人に関し

て10円引かれるから、また20円と。そうすると、

220円引かれる。そうすると、2,000円ちょっと

で行って帰ってくるわけですよ。向こうに行っ

てタクシーに乗るとかバスに乗るとかいうこと

を考えると、乗せてしまえる。乗せて走り回っ

て帰ってきたほうが結構安くつくと。

　こっちからじゃ行こうかとすると、これが１

人乗せていたら1,580円に440円と、それが往復

になるわけですから、やっぱりなかなかこの不

景気の時代、ここから乗らずに向こうへ走って

しまうということになるんですよね。そのこと

が、やはり垂水フェリーだけに限らず、やはり

向こうへ走ってしまうのと、ここの垂水フェリー

で乗降するのとはやっぱり垂水での消費にかか

わると思うんですよ。そういう意味でも、今後

ともお願いをしておきます。

　なかなか民間の会社で、うちも大変だと言わ

れれば、そこから先、なかなか言えない部分も

あるんでしょうけど、さっき市長のほうからあ

りましたけど、例えば値上げを、ガソリン高騰

したときに値上げをされました。そのままなん

ですよね。それを値上げをまた元に戻す気はな

いのかというような聞かれ方はされなかったの

か。その辺について、聞かなかったら聞かなか

ったでいいんですけど、やはり値段をもう一遍

また南海郵船も見直されれば、また便数、それ

だけ乗る人もふえれば、またそれなりのものは

出てくると思うんですけど、これは経営戦略で

すからなかなか難しいんですけど。

　前は、柊原、新城へ仕事に行って帰ってくる
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と、お盆のころは浜平からずっと、増便されて

いても左側にずっと車がとまっていたんですよ。

お盆中の増便があってもそんな状態で、車が邪

魔になって走れないという苦情が来ていたんで

すよね。ところが、ことし見ていると、「ただ

いま増便中」と張ってあっても、全然左側に待

機の車が並ばないと、そのぐらい、それは不景

気のせいだけでもないと思うんですよね。だか

ら、その辺のことをまた今後、要望に行かれた

ときは、ぜひ見直していただくような要望活動

をぜひよろしくお願いします。そのことが中心

市街地、商店街の活性化にもまた一助になると

思いますので、よろしくお願いします。

　それから、閉校中学校の跡地利用については、

南中の跡地については先ほど田平議員のほうで

いろいろ質問ありました。私、この質問を入れ

たのは、大薗議員が先般、垂水中央中学校の開

校にあてて、開校と同時に閉校跡地の利用も計

画すべきだったんだと、それが遅いというよう

な質問をされているんですよ。私はその議事録

を読みまして、確かにそうだったんじゃないか

なという思いもあってここに入れたんですけど、

さっき総務課長のほうから答弁ありました。で

きるだけこのことに関しては早急に、やはり私

の趣旨であります交流人口がふえるような形で

検討をしていただきたいと思います。

　子育ての孤立化についてなんですけど、垂水

で相談も、とにかく保健師さんが回っていろい

ろケアされていて、ほとんどさっきの答弁で大

丈夫かなという思いはあるんですけど、そうい

う中で漏れとか、要するにそれでも出てこない

お母さんとか、例えば育児ノイローゼ気味にな

っているお母さんとか、そんなことは垂水では

起こっていないのか、その辺について答えられ

る範囲で教えてください。

　そういうことがあって、例えば最近でもいい

んですけど、幼児虐待・児童虐待みたいなこと

は起こっていないのか、データがあったらちょ

っとだけ教えてください。

　次の学校教育ですけど、小・中学校の不登校

問題については、これも副教材とか携帯の所持、

これが全部不登校につながるんじゃないかとい

う趣旨の質問なんですよ。携帯の所持というの

を規制する、携帯というのは財産ですから、財

産権の侵害になるという議論があって、なかな

かできないと思うんです。

　それをここで質問したのは、携帯を先ほども

10時以降はどうのこうのというのはあったんで

すけど、寝たかなと思って電気を消してから、

やっぱり布団の中で明かりがつくからメールを

やっていると、そんな子が結構いるらしいんで

すよ。それが社会問題になっていると。それで、

垂水に関してはそれほどでもないんですけど、

携帯をそういうふうに寝床に入って布団をかぶ

ってからやっている子が今相当いると。それが

１時間、２時間続くもんだから、そのせいで不

眠になって、それが体調も悪くすると、そうい

うような問題が起きているというのでこの質問

なんですけど、携帯を１日２時間以上使用する

子供が中学１年からふえ始めて、高校２年がピー

クになる。男の子で35％、女の子は46％もいる

と、２時間以上使用する子がですね。２時間と

いうのは実質なんでしょうから、相当ですよね、

24時間のうちの２時間だから。

　それで、さっき言ったみたいに家族が知らな

い消灯後の暗闇で使用すると、そういうことが

相当起きていて、その携帯をそういうふうに使

わない子と比べると、不眠のリスクというのが

1.5倍ぐらいあると。そのことが結局、寝不足、

遅刻、不登校につながるという問題が発生して

いるということですね。学校教育課長のほうか

ら、家庭内のルールをつくってしっかり対応し

たいということがあったんですけど、この辺の

ことを念頭に置いて指導をしていってもらえば

いいということで、これに関してはいいでしょ

う。
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　副教材の仕分けについては教育長言われたと

おりなんですけど、結構あるんですね。書写ノー

トが640円、計算ドリルが990円、各いろんな教

科の算数、国語とかいうのの単元テストのその

テストのあれが700円から930円、それで実習材

料、アサガオをつくったり、そういうのが820円、

それで何に使うのかわからないんですけど、豆

電球が210円とかいろいろあるんですよね、カス

タネットとかね。

　先ほど答弁にありました算数セットに関して

は、薩摩川内市は、新聞に載っていたんですけ

ど、学校予算で買って使い回すと。この辺のこ

とも、子ども手当があったり高校無償化があっ

たりしてちょっとはいいんでしょうけど、やっ

ぱり経済、大変なときに年間やっぱり１万円ぐ

らいかかっていると。それを何とかしたいとい

うことでこういう取り組みがあるんですけど、

今後とも、先ほどの教育長の答弁がありました

けど、いろいろ検討されて、なるべくそういう

方向へ進んでいただきたいと思います。

　アスペルガー症候群についてなんですけど、

見た目は知的水準も普通にあると、ただ落ちつ

きがなかったりと、そういうことだと思うんで

すよ。そのような、昔なら「おまえは落ちつっ

がないが」ということで済まされていた子が、

本当はある種、発達障害だったんじゃないかと

いうようなことですよね。

　そのようなことに対して、さっき、小学校に

も置いていると、３人、４人ということ。十分

な対応かなとは思いますけど、やはりそういう

子供さんを何と言えばいいのかな、傷つけない

ようにというんですかね、こういう子供に限っ

て特にストレスに対する抵抗力が弱いと。大概

のことには耐えられる、それが普通なんだけど、

頭も結構よくてあれなんだけど、何かちょっと

言われたことで、そのことに弱いと。だから、

すぐ学校に行かなくなると、そういうことが結

構起こるみたいですね。だから、その辺のこと

をよく、個別の指導計画をつくって指導してい

きたいということでしたので、これも今回はい

いでしょう。

　庁舎内のパソコンについてですけど、先ほど

市民課長のほうから、なかなか容易には侵入で

きないと。この容易というのがちょっと、容易

には侵入できないけど、困難には侵入できるの

かなという気がしないでもないわけだな。だか

ら、いろんな接続して、あの説明で大丈夫だと

は思いますけど、一足飛びに端末にぽとんとウ

イルス、そういうものが入れることはあり得な

いのかなと、そのことに対してだけ企画課長、

答弁をください。先ほどの市長に対する質問と、

その２つだけお願いします。

〇市長（水迫順一）まず、私のほうから、交

流人口増加対策、いろいろと御提案、また思い

を話していただきまして、たくさんの参考をい

ただいたような気もしますが、まず、ありがと

うございます。

　商店街、御案内のとおり、シャッター率が今、

垂水市26％になっております。商工会の婦人部

の方々とのこの間、議員の皆さんが13名ですか、

出席されて、いろんな議論をされた由、その辺

の報告も受けておりまして、非常にいいことだ

なと思っておりました。実は市長と語る会、婦

人部と、それも何回かはございましたし、副市

長とも話をしていただきました。

　我々としましても、商店街がどんどん寂れて

いく、本当にシャッターがおりていくことには

非常に寂しい思いがしておりますし、このこと

にやはり努力をしていかなければいけないとい

う気持ちは十分持っております。だけど、一方

では、問題が非常に大きいだけに、なかなか我々

が商工会と連携しながらいろんなことをやりた

いということ、いろんな利子補給とか、いろん

なこともやっておるわけですが、だけど、一方

では、商店街のほうもやはりやる気を出してい

ただく商店でないと、なかなかその対応を受け
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てもらえないという面がございます。

　ですから、後継者がしっかりしておって、今

後も商店を続けていくよというようなところは

非常に積極的なんですが、私一代でもう終わる

んだというようなところはどうしても前向きな

協力を得られない面もございます。そういうも

のもひっくるめて、いろんな対策は当然とって

いかなければいけませんし、まちの顔であると

いうことをやはり認識しながら、商工会との連

携でいろんなことで対処していきたい、そうい

うふうに思っております。

　御提案のプレミアム商品券、これは私どもも

県のほうが２分の１出してくれるという情報を

察知いたしました。実は議会の皆さんにあした、

７号補正で、１億円で15％ということで1,600万

円の補正を組ませていただきたい。商店街の口

蹄疫にかかわるその後の疲弊した状況の回復に

一助となればと、そういうふうに思っておりま

す。

　今後も、議員の方々もいろいろスタンプ会の

商品券を買っていただいたり、役所の職員もそ

うなんですが、ボーナス時は夏・冬、大体200万

円を超すそういう商品券を買っております。そ

してまた夏場、お歳暮、お中元のときはカンパ

チその他、魚も購入していると、そういうよう

な状況でございますので、市の職員のそういう

努力もぜひ今後も理解もらって続けていきたい、

そのように思います。

　それから、岩崎さんとの交渉の件、これはい

ろんなことをもう言い合っておりまして、議員

おっしゃるように値段が高いよという話もして

おります。それで、例えばこういう提案もこの

間もしたんですね。垂水市内の65歳以上を半額

にしてくれんですかという話もしました。まあ

検討はしてみるというような言葉に終わってお

るんですが、おっしゃるとおり民間ですので、

それとあそこの一番問題は、話の中で察しをし

ているのは、４杯、今、船が就航しております。

１杯が25億円ずつで100億円でつくっておるんで

すね。それが、船の耐用年数は大体25年ですか

ら、もう20年ぐらいなろうとしておるんじゃな

いでしょうか。５年後にはまた大変な出費を伴

うということでございまして、経営的には、非

常に利用客が減っているので厳しいという説明

は受けております。それがあるがために、でき

るだけ、本当に利用のやり方をもうちょっと見

直したらどうですかと、割引その他もそうやっ

て提案をしているところでございます。

〇企画課長（山口親志）コンピューターネッ

トワークへのハッカーの侵入ですが、完全に100

％大丈夫かということですが、先ほども言いま

したファイアーウォールという監視システムを

更新したり、それからアンチウイルスソフトの

バージョンアップをしましても、ハッカーの技

術に果たして市のほうが対処できるかというこ

とに関しては、確実に100％という答えは、今の

ところ、出されないところです。十分にその対

策だけは検討していかないといけないというこ

とに、対策を講じているところであります。

〇池山節夫議員　はい、ありがとうございまし

た。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　次は、３時から再開します。

　　　　　午後２時48分休憩

　　　　　午後３時　　開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　一般質問の前に、商工観光課長より発言の申

し出がありますので、これを許可します。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）先ほどの池山議

員の交流人口の増加についての商店街の活性化

についての御質問に、市長が、プレミアム商品

券について県が補助制度を設け、２分の１の補

助をするようなことの情報を得ているというよ

うな発言をされましたが、この発言につきまし
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ては、確かに県のほうが地域活性化販売促進緊

急支援事業という補助事業をこの９月議会に提

案されまして、その中でプレミアム商品券の発

行についての支援をするということを発表され

ております。

　このことにつきまして、市長のほうに私のほ

うが、こういう事業を県のほうで取り組まれて

おりますということを御報告いたしまして、そ

の折に、補助制度があるとすればこれぐらいの

２分の１程度があるんではなかろうかというこ

とを言ってしまいましたことで、市長がそのこ

とが頭にあられて、そのことを申されたと思い

ますが、この点について訂正しておわび申し上

げます。

〇議長（川達志）次に、９番森正勝議員の

質問を許可します。

　　　［森　正勝議員登壇］

〇森　正勝議員　皆さん、御苦労さまです。き

ょうは、前輝北町の議長であられました花牟礼

議員、今の鹿屋市の議員も最後まで傍聴いただ

いております。ありがとうございます。

　参議院選後数日したあるテレビ局で、参議院

議員に支払われる１年間の歳費とか、すべてトー

タルにした数字が算出されておりました。国民

の血税から支払われるお金が参議院議員１人当

たり年間１億1,357万4,000円、６年間で６億8,

144万4,000円でした。この数字は、政党助成金

とか、秘書の給与とか、いろいろな手当を含め

た数字です。唖然として、あいた口がふさがり

ませんでした。候補者が必死になる気持ちがわ

かりました。それにしても我々とはかなりかけ

離れているようでございます。テレビに映る当

選した女性議員の顔を見ていますと、血圧が一

気に上昇するのがわかります。民主党も党首争

いをやっている場合じゃないのではないでしょ

うか。今回は党首選挙を回避して、国政に精を

出すべきだったのではないでしょうか。暑さと

この両方で血圧は上がりっぱなしの毎日です。

皆さんはどうでしょうか。

　それでは、早速質問に入ります。

　まず、九州新幹線についてでございますけれ

ども、九州新幹線が来年３月12日に全線開業の

予定で、９月中に決定するとのことでございま

す。垂水市としてはこれをどのようにとらえ、

観光の振興につなげようとされているか、お聞

きいたします。

　次に、スポーツ競技施設の大規模改修につい

てでございますけれども、体育施設管理運営事

業、野球場フェンス張りかえ、防球ネット設置

事業等は平成26年度に計画となっているようで

ございますが、トト、サッカーくじの助成金に

申請してみたらどうでしょうか。よろしくお願

いをいたします。

　３つ目は、公共施設に地元産材、国内産材の

活用についてでございます。

　第174回通常国会において、公共建物等におけ

る木材の利用の促進に関する法律が成立し、５

月26日に公布されました。この法律の目的と垂

水市の考え方をお聞きいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）九州新幹線につ

いての御質問にお答えいたします。

　垂水市は大隅の玄関口の位置にあり、大隅の

観光の振興に垂水市の果たす役割は大きいもの

があると思っております。来年の春の九州新幹

線開業は、本市の観光振興に役立てるに非常に

よい機会だと思っております。

　このため、本市は、道の駅たるみずの増改築

や猿ヶ城渓谷森の駅たるみずの開設など、九州

新幹線全線開業を見込んだ施策を行っておりま

す。今年度も、県の御協力を得て、魅力ある観

光地づくり事業による海潟漁協周辺の整備を行

ってもらっており、本市においてはこの事業を

垂水しおかぜ街道構想と位置づけ、今後も推進

する考えでおります。

　このような観光拠点整備と並行して、今、国
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を挙げて推進されている着地型観光に取り組む

ために、体験型観光メニューの開発やツーリズ

ムの推進に取り組んでおります。

　また、九州新幹線開業に関する取り組みは、

御承知のとおり鹿児島県を挙げての取り組みが

進んでおり、第28回全国都市緑化かごしまフェ

アへの参加など、関係機関との連携にも努めて

おります。このようなことで、九州新幹線開業

を契機とした交流人口の拡大に努めたいと考え

ております。

〇社会教育課長（瀬角龍平）森議員のスポー

ツ競技施設の大規模改造についての御質問にお

答えいたします。

　社会教育課の所管であります市民スポーツ係

では、市民の体力や年齢、技術、興味、目的に

応じて継続的にスポーツに親しむことのできる

生涯スポーツ社会の実現を目指して、事業を展

開しております。しかしながら、体育施設であ

る市陸上競技場の完成が昭和52年、市野球場が

昭和54年、市体育館が昭和56年、市の庭球場が

昭和58年完成と、設備は備わっておりますもの

の、それぞれ約30年前後の年数を経て、施設の

老朽化が目立ってきており、早急な改善を要す

るものも発生しつつあります。

　そのため、例えば今年度は現在、きめ細かな

臨時交付金事業で陸上競技場の壁補修工事を実

施しておりますが、これまでも必要に応じて修

理・修繕を加えてきておるところであります。

ただ、それぞれの施設自体が大きなものである

だけに財政的な負担が大きく、大がかりな修繕

や改良工事ができていないのが実情であります。

　さて、そこで、森議員の御質問にありました

野球場フェンス張りかえ、防球ネット設置事業

について、サッカーくじ、トトの助成金事業に

ついて調べてみましたところ、地域スポーツ施

設助成、地方公共団体スポーツ活動助成など６

つの助成事業がございます。そして、地域スポー

ツ施設助成が体育施設の助成にかかわっており

ます。

　かいつまんで申し上げますが、その中で、ス

ポーツ施設等整備事業が該当すると思われます

けれども、「建築後20年以上を経過したもので

老朽化したスポーツ競技施設について、建物を

全面的に改修もしくは改造するもの、またはス

ポーツ競技施設の高機能化のために建物を改造

するものであること」とあります。

　そこで、トトの事務局に直接電話で問い合わ

せをいたしましたところ、要綱では、助成対象

経費の合計額が3,000万円以上で、助成額が2,000

万円という回答を得たところであります。野球

フェンスの張りかえや防球ネット設置が助成に

該当するかどうかもあわせて担当者にお聞きを

しましたけれども、体育施設の本体ではない附

属施設、防球ネット、外野フェンスラバーを新

たに工事する場合は該当しないとのことであり

ます。ただし、既設の施設は、工事の内容にも

よりますけれども、「軽微な修理でなく土台か

らの大がかりな工事であれば可能と思われます」

とのことでありました。

　したがいまして、体育施設の今後の修理、改

善等につきましては、議員の言われましたトト

の助成制度をさらに研究し、先ほど申し上げま

した施設等がトトの助成制度に該当するかどう

かを精査をしてまいりたいと考えております。

　以上であります。

〇農林課長（森下利行）森議員の公共建築物

等における木材の利用の促進に関する法律につ

いての御質問にお答えいたします。

　この法律の目的でございますが、我が国では

戦後造林された人工林が資源として利用可能な

時期を迎える一方、木材価格の下落などの影響

により森林の手入れが十分に行われず、国土保

全など、森林の持つ多面的機能の低下が大いに

懸念される事態となっております。

　このような厳しい状況を克服するためには、

木を使うことにより、森を育て、林業の再生を
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図ることが急務となっています。この法律は、

こうした状況を踏まえ、現在、木造率が低く、

今後の需要が期待できる公共建築物にターゲッ

トを絞って、国が率先して木材利用に取り組む

とともに、地方公共団体や民間事業者にも国の

方針に則して主体的な取り組みを促し、住宅な

ど一般建築物への波及効果を含め、木材全体の

需要を拡大することをねらいとしております。

　また、この法律の公布に伴う市または農林課

としての考え方でありますが、本市はこれまで、

地元産材の集積材をフルに活用しましたキララ

ドームの建設や、ことし４月に開設しました猿

ヶ城森の駅の活性化施設の建設など、木材の需

要拡大に取り組んでまいったところであります。

林業の再生や振興を図るためには木材の需要拡

大を図ることが一番大切なことでありますので、

今後も、公共事業等における建築に当たりまし

ては、施設の用途を踏まえながら、できるだけ

地元産材の活用を働きかけてまいりたいと思い

ます。

　以上です。

〇森　正勝議員　一問一答方式で質問をいたし

ます。

　九州新幹線についてでございますけれども、

やはりこれは波及効果を県内全域というのが関

係者の方の望みだろうと思います。その取り組

みとして、奄美・沖縄航路への乗り継ぎのため

鹿児島中央駅から新港へバス運行がスタートし、

鹿屋市は12月から、同市と中央駅を結ぶ直行バ

スを走らせるなど、大隅半島への送客手段の確

保を進めるとのことでございます。新幹線をお

りた後の２次交通といいますか、これを充実す

ることが必要だと思います。

　そこで提案なんですけれども、垂水フェリー

を起点として、歴史資料「文行館」、八木酒造、

森の駅、それから海潟漁港、道の駅を結んだ観

光ルートを設けて、マイクロで周回するような

計画は立てられないか、お聞きいたします。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）九州新幹線につ

いての２回目の御質問にお答えいたします。

　現在、各地で域内の主要地を巡回するバスの

運行が行われており、鹿児島市等から大隅半島

へ渡ってからの交通アクセスの悪い点は大きな

課題であり、議員御提案の観光地を周遊する観

光バスの運行は大変魅力のある新しい施策であ

ると思います。

　しかしながら、バスの運行には多大な経費を

伴いますことから、現在、巡回バスを運行して

いる自治体も経費問題に苦慮されているように

聞いております。本市が仮に運行を実施するに

もこのことがネックになろうと思いますので、

十分な検討が必要であり、現状では難しい課題

であろうと想定されます。

〇森　正勝議員　再々質問をいたします。

　現状ではやはり費用がかかって無理というよ

うなことでございますけれども、バス会社とか

タクシー会社と協力して何かそういった集客の

ルートは考えられないのか、再度お聞きします。

　課長の後でいいんですが、市長にお答えをも

らいたいんですけれども、市長はこの観光の分

野というのは得意な分野でございます。新幹線

が全面開通するということにつきまして市長の

何かアイデアがございましたら、ちょっと述べ

ていただければと思うんですが、先に商工観光

課長のほうに。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）３回目の御質問

にお答えいたします。

　例えば、鹿児島市交通局の観光スポットを巡

回するシティバスなどが事例で、県外の観光客

などに喜ばれているようでありますが、本市の

都市規模では運営は難しいであろうと思ってお

ります。民間事業者におかれても運営環境は厳

しいと聞いており、新たな事業計画も策定され

ているようでございますが、現時点では、市内

の観光地めぐりなどを運行する運行計画がある

ようには聞いておりません。
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　一方、交通手段としてマイカーの利用が便利

なことから、マイカーによる観光が依然として

多く、そういった観光客を対象としたドライブ

コースについて、大隅管内の主要な観光地や新

たな観光スポットをめぐるコースの紹介が昨年

から大隅地域振興局で行われており、昨年は、

垂水新港を発着点に、かのやばら園から南へ下

り、田代、内之浦地区の名所を観光して鹿屋市

街地経由で帰る、大隅半島東回りルートが設定

されております。今年度は、垂水新港を出発点

に、高峠、大隅湖、輝北地区を観光して、国道

10号線から国道220号を経て桜島の袴腰港に帰る

西回りルートの設定も進められているところで

ございます。

〇市長（水迫順一）新幹線全線開業に当たり

ましては、いろんなところでいろんな施策があ

ると思うんですが、やはり個々のまちでやるこ

とと地域全体でやること、その２つに分けて考

えることが必要だろうと、そういうふうに思っ

ておるんですね。

　ですから、大隅半島として何をやるべきかと

いうことをやはり真剣に考えなければいけませ

んし、そのことの１つが、これは垂水市の提案

で午前中も回答しましたように、山川・根占フ

ェリーをやはり利便性のいい、今までの１日何

便じゃなくて、もうちょっと頻繁に船便がある

船に、そういう会社ですか、そういうところに

かえて、南からもやはりどんどん大隅半島に入

ってくるというルートをつくらなければいけな

いということと、それから志布志港のやはり利

活用、「さんふらわあ」と新幹線利用と、ある

いは空港と、飛行機と新幹線利用と、そういう

ような視点も非常に必要だろうと、全体ではで

すね、そういうふうに思います。

　さっきの山川・根占フェリーは、やっぱり南

大隅町と指宿市、それから鹿児島県だけに任せ

るんじゃなくて、新幹線でおりた方々が指宿は

かなりのまたお客さんが行くだろうと、行った

道を逆走する抵抗がございますので、やはり大

隅半島へ引き込んでいくと、そういう非常に便

利な船便があるんだというルートを早急につく

らなければいけないということで、大隅総合開

発期成会で要望項目に挙げていただきました。

これは大隅全体で取り上げたいと。

　個々の垂水市内のことに関しましては、観光

課長が話したように、いろんな施策を新幹線全

線開通に合わせましてやっております。森の駅

がそうでありますし、道の駅もそうであります。

それから、しおかぜ街道で本当にブルー・ツー

リズムを拠点とした海潟がことしから事業が始

まりますが、そのことをつないでいく、そのこ

とも非常に新幹線利用の修学旅行生を呼び込む

という意味では大きな要素になると、そういう

ふうに思っております。

　それと、もう１つ言わせていただきますと、

ここのバスを巡回したらどうかという議員の提

案がございましたから、やはりこの辺はいろん

なバスが経費的に非常に苦労しておるという話

を観光課長がしたとおりでございまして、これ

はやはり民活を入れなければいけないと、そう

いうふうに思うんですね。

　ですから、旅行が団体客から個々の本当に小

さいグループ、非常に親しいグループであった

り、家族であったり、そういうようなグループ

に変わってきました。そうなりますと、ジャン

ボタクシーとか、あるいはそういうものを持っ

た会社との連携、それをやらなければいけませ

んし、垂水の場合はそういうことが今までもう

到底考えられませんでしたが、桜島もひっくる

めた中でこれはやらなければいけない、そうい

うふうに思います。

　それと、鹿児島のクルーズ船をですね、垂水

は浮き桟橋が２つございます。海潟には大きな

浮き桟橋ができました。それと、この本港に浮

き桟橋がことしでき上がります。この２つの浮

き桟橋を利用してクルーズ船をですね、桜島を
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外から見た観光で垂水へ寄港すると、それで猿

ヶ城あたりとつなぐということ等も考えていか

なければいけない、そのように思っております。

〇森　正勝議員　九州新幹線につきましては、

クルーザーを利用するという、城山ストアーで

すか、あれ、社長、私、知り合いですので、も

し使われるときはおっしゃってくだされば私も

交渉に行きますので。九州新幹線についてはそ

のぐらいにしておきます。

　それから次に、スポーツ競技施設の改修でご

ざいますけれども、１件当たりの助成額が上限

１億円で、今年度は15自治体に９億4,600万円の

助成が決まり、ほかにもグラウンドの芝生化、

スポーツ大会への助成など、全体で180自治体、

計35億円の助成が決まっているようでございま

す。

　トトは、2001年の販売開始後、売上高が100億

円台に低迷しておりましたけれども、コンピュー

ターが無作為に勝負を選ぶＢＩＧを６年に販売

したところ、売り上げは急増いたしまして、６

年に135億円だった売り上げが、８年度最高897

億円、９年度785億円と好調で、助成金も７年度

9,700万円、８年度14億5,600万円、９年度は127

億円、今年度は160億円だそうでございます。こ

のトトを利用されて、活用できるものなら取り

入れて、いろいろな事業に取り組んでいただけ

ればというふうに考えますので、いろいろ精査

していただきたいというふうに思います。お答

えがあれば、お答えをお願いします。

〇社会教育課長（瀬角龍平）森議員の２回目

の御質問にお答えをいたします。

　社会教育課といたしましても、先ほど申し上

げましたとおり、生涯スポーツ社会を実現し、

市民の健康促進等の事業展開をするためには、

森議員のおっしゃいましたトトの助成制度の検

討もあわせて行わせていただきたいと思います。

さらに、そのほかに有利な制度がないかどうか

も今後、調査をしてまいります。そして、市長

や財政課等と協議を重ねて、施設整備に努めて

まいらねばならないと考えております。どうか

よろしくお願いします。

〇森　正勝議員　スポーツ施設については以上

で終わりたいと思います。

　それから、地元産材の活用についてでござい

ますけれども、過疎地域自立促進計画に木材需

要拡大を図るための事業を導入して地域木材の

ＰＲを図る考えはないのか、お聞きしたいと思

います。

〇農林課長（森下利行）森議員の２回目の質

問にお答えいたします。

　木材の需要拡大のためのＰＲ等の事業導入に

つきましては、各自治体での取り組みではなか

なか効果が得られないものがあり、肝属地区あ

るいは大隅地域など、広域でのＰＲ活動の取り

組みがより効果的であるのではないかと考えて

おりますことから、今回の過疎地域自立促進計

画での事業導入は行っておりません。

　以上です。

〇森　正勝議員　過疎地域自立促進計画の中に

は導入していないということでございますが、

今現在、中学校の大幅改修をやっているわけで

すけれども、先ほど課長も言われましたように

キララドームで牛根松を使って、腰壁に使った

と。それからもう１つ、森の駅にも使っている

ということでございました。

　学校等の廊下の張りかえあたりに地元産材を

使えば、私は使えるんじゃないかと思うんです

が、その辺のお考えはないか、課長、お聞きし

ます。

〇土木課長（深港　渉）学校の改修等の発注

及びその工事管理につきましては土木課建築係

で行っておりますので、私のほうでお答えさせ

ていただきます。

　もとより垂水市が発注する公共施設における

改修等での木材につきましては、県の建築工事

における仕様書におきましても、鹿児島県産材
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の最優先といいますか、優先使用を指導してお

りますことから、本市の仕様書においてもこれ

を準用しているところでございます。

　特に学校関係の改修につきましては、御案内

のとおり、今年度からは垂水中央中学校の大規

模改造工事を主体として発注してまいりますの

は御案内のとおりでございます。この工事にお

いても、床や腰壁等に相当量の木材を使用する

こととしておりますが、県産材の優先使用を指

導しているところでございます。

　ただし、議員のおっしゃられたような、以前

のキララドームで使用したような純地元産材と

いうことでの垂水産の製品使用となりますと、

現在におきましては市内の製材所そのものがほ

とんど閉鎖されているような状況でございまし

て、市内での直接的入手は困難な状況でござい

ます。

　このようなことから、垂水産材は、ほとんど

市外の製材業者でありますとか、卸問屋とか木

材問屋で流通しているような状況でございまし

て、その量も少ないことから、明確な建設年度

といいますか、使用年度を示した上で、計画的

な伐採及び製品への工程を確立してからでない

と、使用の指定というのはなかなか困難である

と思っております。

　以上でございます。

〇森　正勝議員　余り前向きな回答は得られな

かったんですが、今の段階では仕方がないのか

もしれません。しかしながら、やはりせっかく

このような法律が成立しているわけでございま

すので、行政が率先して公共事業等に活用し、

森を育て、林業の再生を図ることが大事だと思

います。

　たびたび市長に振りますが、市長にお答えを

願いたいんですけれども、私、月曜日の「クロー

ズアップ現代」でしたですかね、あれを見てお

りましたら、北海道の山林が中国人の投資家に

買われているんですね。それから九州では宮崎

と大分、佐賀もそうだったと思うんですけれど

も、外国人のそういう投資家に山林とか森林が

買われているんです。

　私、これは非常にゆゆしき状況だと思うんで

すけれども、鹿児島県はまだそこまで、鹿児島

県の山林は買われておりませんでしたけれども、

本当に大変なことだと思うんですが、市長はそ

の辺のことについて、これは市町村で話をする

問題ではないんですけれども、ちょっと市長に

お答えを願いたいんですが、その辺のことにつ

いて。

〇市長（水迫順一）先日の「クローズアップ

現代」、私も一部ちょっと見まして、非常にゆ

ゆしきことだなと大変ショックを受けたニュー

スであったと、そういうふうに思っております。

外国の投資マネーが日本の森をねらっている、

森林をねらっているということでございまして、

日本のこの狭い国土の中でやはり森林が果たし

ている役割が非常に大きいだけに、例えば本当

に国土の保全とか水源の涵養とか、それから垂

水みたいな養殖、海を非常に利用して水産業を

立ち上げているところは、森は海の恋人と言わ

れるとおり、海をつくるためには森がどうして

も必要でございます。そういう意味からも、こ

れは大変なことだという思いで見させていただ

きました。

　このことは今後、いろんな対応の仕方が出て、

意見が出てくるだろうと、そういうふうに思っ

ておりますし、しっかりと、やはり外材がだん

だん減ってくる環境の中で、国産材の果たす役

割がますます大きくなってくると。その中で今、

本当に木材産業が疲弊しておりますので、これ

を何かやはり政策的にも振興する対策を講じて

いくのがやはり行政の仕事でもあろうと、そう

いうふうにも思っております。

　以上です。

〇森　正勝議員　終わります。ありがとうござ

いました。
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〇議長（川達志）本日は、以上で終了しま

す。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）次は、明日午前９時30分

から本会議を開き、質問を続行します。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これにて散会し

ます。

　　　　　午後３時31分散会
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平成22年９月10日午前９時30分開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから本日の会議を開きま

す。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△議案第61号上程

〇議長（川達志）日程第１、議案第61号平成

22年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案を

議題とします。

　説明を求めます。

〇財政課長（北迫睦男）おはようございます。

　議案第61号平成22年度垂水市一般会計補正予

算（第７号）案を御説明申し上げます。

　補正の理由は、公益対策として肉用牛繁殖経

営緊急支援事業とプレミアム付商品券発行補助

事業の経費について追加措置しようとするもの

でございます。

　今回、歳入歳出とも1,763万6,000円を増額し

ますので、これによる補正後の歳入歳出予算総

額は92億7,722万円になります。

　補正の款項の区分及び区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳

出予算補正に掲げてあるとおりでございます。

　事項別明細でございますが、歳出から申し上

げます。

　５ページをお開きください。

　農業費、９目畜産業費の負担金、補助及び交

付金は、肉用牛繁殖経営緊急支援事業補助金で

ございます。

　この事業は、子牛競り市が再開されておりま

すが、子牛価格が低落した場合、畜産農家への

低落分の一部を補てんし、畜産農家への影響を

緩和しようとするもので、国・県で90％を助成

し、市は10％相当分について補助するものでご

ざいます。

　同じページの商工業振興費のプレミアム付商

品券発行補助事業は、市内の商工業者や観光業

者が口蹄疫により大きな影響を受けたことから、

商工会にプレミアム付商品券を発行してもらい、

その支援をすることにより、市内における個人

消費を喚起し、商店街を初めとする地域経済の

活性化を図ろうとするものでございます。

　これらに対する歳入は、４ページでございま

すが、一般財源の前年度繰越金を充てて収支の

均衡を図っているところでございます。

　なお、肉用牛繁殖経営緊急支援事業の国の交

付金、県の助成金は、市の予算を通らず直接農

家へ交付されますので、歳入に計上しておりま

せん。

　以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。

〇議長（川達志）ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

〇大薗藤幸議員　このプレミアム付商品券、繰

越金を充当ということでございますが、過去に

も同じような制度で５％、10％という予算措置

がされております。

　ただ、懸念されることは、現実にはこの商品

券の発行で一般財源を投入して、垂水市の商店

街にいかほどの効果があるのか。否定するもの

ではございませんが、現実的にはガソリンスタ

ンド等に相当数流れているような気がいたしま

す。商工会に対してそれなりの購買力を誘うよ

うな対策がなされているのかをお聞きをいたし

ます。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）プレミアム商品

券を購入していただき、市民に消費していただ

くわけですけれども、この流れがどのようなこ

とで効果をあらわすかということは、これまで

も大きな商店へ流れたりとか、個人商店への流

れがどうだろうかということもございましたけ
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れども、今回計画しておりますのは、商工会で

このプレミアム商品券の取り扱いをする店舗を

まず募集していただき、その募集された方に取

り扱いをされるということで、広く店舗の候補

はあるかと思います。

　確かに、その中で例えば大型店舗が対象とな

りました場合にそちらへということもございま

すけれども、それでもやっぱり地域の商店街へ

流れる効果というのは当然期待できるものと思

っておりますし、また、商店街においてもそれ

なりの努力をしていただかなきゃならないと思

っております。

　そこで、商工会のほうにも、商工会でスタン

プ会の商品券を取り扱っておられますので、こ

のスタンプ会の商品券について、今回の商品券

の発行とあわせて、より効果的な方法を御検討

いただけないかということでお願いをしている

ところでございます。

〇議長（川達志）ほかにございませんか。

〇持留良一議員　今、大薗議員の関連して、２

点なんですけれども、これは基本的には、商工

会に加入しているお店が基本的には対象だろう

というふうに思うんですけれども、この間いろ

んないきさつがあって商工会を脱退された方も、

店にはあるかと思うんですよね。そういうとこ

ろからもいろんな声もあるんですけれども、そ

のあたりで工夫と、いわゆる広く地元に落ちる

工夫というのをどうするかというのも１つのや

っぱり課題だろうと思うんですよね。そのあた

りで、やっぱり商工会等も含めてそのあたりを

どうするのかというのも、この間のいろんな経

過も踏まえての私は対策の１つだと思うんです

よね。

　そういうこともしないと、逆にまたそのこと

を機にして、機にしてというのは基点にして今

度は商工会に改めて加入するということなんか

も私は考えられると思うんですよ。そういう意

味での相乗効果的な中身もしっかり検討してい

く必要が、１点はあるのかなというふうに思い

ます。

　それをお聞きしたいんですけれども、もう１

つは、市町村によってばらつきがありますね、

20％から10％とかいろいろあるかというふうに

思うんですけれども、この16％の、16％でした

よね、たしかね。（発言する者あり）そうか、

そうか、わかりました。その根拠について教え

ていただきたいと思います。

〇商工観光課長（倉岡孝昌）15％の根拠でご

ざいますが、１つには、これまで垂水市商工会

がスタンプ会の発行をいたしております。今ま

で10％というのがたしか大きいプレミアだと思

っております。この発行の反応がいかがであっ

たかと申しますと、10％というプレミアムに対

して余り大きな、購入はもちろん５％、10％に

比べましてふえたことではありますけれども、

大きな反響はなかったように聞いております。

　それともう１点は、これは今回のプレミアム

商品券の１つの参考にしたことでありますけれ

ども、志布志市が昨年からプレミアム商品券の

販売をされておりまして、実は昨年10％のプレ

ミアム商品券を発行されました。その反応が芳

しくなく、20％に改変されたところ、大きな反

響を呼んで効果を出したということをお聞きし

ております。志布志市におかれましては、この

６月議会で同じようにまた20％のプレミアをつ

けて出されたということをお聞きしておりまし

て、このようなことを参考に、20％というプレ

ミアのつけ方もあるんですが、本市においては

これまで10％という商品券を出し、それに５％

というプレミアで、消費者の皆さんにはそれな

りの期待をしていただけるんじゃないかという

ことで15％といたしております。

　また、このようなことでの反響というのがど

うなんだろうかということもございまして、試

しに私、商工課の単独でございますけれども、

ちょっといろんな方に聞いてみました。反応と
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いたしまして、20％の商品券であれば非常にう

れしいということで、まあそれは当然だと思い

ます。ただ、10％というお話をしますと、ちょ

っと考えるなというようなところで、15％、「あ

あ、それなら購入したい」という意向も示され

たことなども参考にいたしまして、今回、15％

という提示をいたしたところでございます。

〇議長（川達志）ほかに質疑はありません

か。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　本案は、所管の各常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第61号は、所管の各常任委員会

に付託することに決定しました。

　　　△一般質問

〇議長（川達志）日程第２、これより一般

質問を行います。

　それでは、通告に従って順次質問を許可しま

す。

　最初に、７番北方貞明議員の質問を許可しま

す。

　　　［北方貞明議員登壇］

〇北方貞明議員　皆さん、おはようございます。

　それでは、早速質問に入らせていただきます。

　未収金滞納について。

　これまで滞納については多くの同僚議員が質

問していますが、今回私も質問いたしますので、

よろしくお願いいたします。

　最近の景気低迷の中、企業の業績悪化により

人員整理や就職難など、日常生活が脅かされて

いる人が多いと聞いております。そのような中、

行政においては市税を初め、収納業務を扱う機

関への滞納が発生していると思われます。

　市の未収金滞納について。

　元市長の退職金返納、市税、介護保険料、住

宅使用料及び水道料金など、また、教育委員会

では給食費横領返納、給食費、奨学金など、か

なりの滞納があると思われますが、すべての総

額幾らあるのか、お聞かせください。また、そ

れぞれの内訳、すなわち件数と金額について、

１回目の質問を終わります。

〇副市長（小島憲男）北方議員の御質問の１

番目、市の未収金の総額の中の過年度分の滞納

額につきましては関係各課にわたっております

ので、私のほうからお答え申し上げます。

　所管課と費目ごとに申し上げますが、件数は

実員とは違うということを事前にお断りしてお

きます。

　まず、税務課の市税でございますが、６月１

日現在でございますが、市県民税、軽自動車税、

固定資産税合計で4,828件、１億6,977万3,880円

となっております。

　次に、市民課の国民健康保険税は1,203件、１

億707万8,331円、後期高齢者医療保険料が78件、

157万1,200円でございます。

　次に、保健福祉課所管では、保育料が12件で

76万6,750円、介護保険料が519件、1,333万6,929

円でございます。それから、災害援護資金だけ

が３月31日現在でございますが、６件で307万7

,200円でございます。

　次に、土木課の住宅使用料は、市営住宅と定

住促進住宅合わせまして217件、3,912万9,097円

でございます。

　次に、水道課ですが、簡易水道料金が15世帯、

６万3,294円、公営企業会計の上水道料金が331

世帯、225万5,063円でございます。

　次に、学校教育課所管では、奨学金が30件、

900万3,000円、給食費は市の会計ではございま

せんけれども、小・中学校分合わせまして48件、

118万7,030円でございます。
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　次に、生活環境課所管の潮彩町排水処理施設

使用料が５件、５万3,600円となっております。

　それから、その他、未納返還金としまして元

市長の退職金返還金が950万円、給食費横領事件

の返還金が2,307万8,291円、農林課所管の特別

導入事業基金貸付金の返還金が１件、138万3,255

円ですが、ただいま申し上げました中には一般

会計に属するもの、特別会計や公営企業会計に

属するもの、それから基金運用でしているもの、

さらには私の会計、私会計に位置づけられる給

食費などさまざまでありましたけれども、総合

計で約３億8,100万円程度になるようでございま

す。

　滞納額は、以上のような状況でございます。

〇北方貞明議員　ありがとうございました。

　今、未収金、滞納金をお聞きしました。総額

で３億8,100万円、実際驚いております。この額

をここにおられる方が本当にこれぐらいあると

認識されておったか。皆さんも本当にこれはび

っくりされておるんじゃないかと思っておりま

す。

　そこでお聞きします。２回目の質問をいたし

ますが、市税、保育料、元市長の退職金返還、

返納、そして教育委員会の給食費の横領返納、

奨学金について、これに絞って質問いたします。

　なぜこのような滞納が発生しているか、まず

１点。主な理由として、どのようなのがあるの

か。また、その検討、実施をしている内容をお

聞かせください。

　この滞納金については皆さん今までの質問に

対して、努力していくからというような答弁が

繰り返されておるわけなんですけれども、依然

として解決が見られない。そして今、副市長か

ら言われたように３億8,000万円の滞納金がある

と。そのようなことで、関係各課、このような

情報を前は滞納対策室でしたかね、そういう機

関があったと思うんですけれども、現在もそれ

があるのか。そういうような情報をお互いが情

報交換をしているのか。そして、その結果を市

長並びに副市長に状況の結果報告がなされてお

るのか。その点をお聞きします。

〇税務課長（川井田志郎）北方議員御質問の

市税等を滞納している主な理由、それに対する

今年度の取り組みについてお答えいたします。

　市税等を滞納されている主な理由としまして

は、さまざまな理由が考えられますが、主なも

のとしましては、不況の影響によります非自発

的失業の増加、主要産業であります水産業等の

長期事業不振、倒産、納税意識の希薄化、他の

公共料金等にも共通する社会的全体の風潮等が

考えられます。

　それに対する取り組みでございますが、税務

課としましては、徹底した訪問、面接相談、催

告等を行い、相談に応じていただけないケース

につきましては各種調査等を行い、法に基づく

法律的、効果的な滞納整理を心がけてまいりた

いと考えております。

　あと続きまして、情報の共有化のことでござ

いますが、個人情報の保護義務は税務課職員に

とって非常に慎重に行う必要がありますが、国

保税につきましてはお互い連携をとる必要がご

ざいますので、保険証の発行、納税相談などの

事務処理につきまして国保係と情報を共有し、

対策を講じております。それから、重要案件に

つきましてその都度、副市長、市長に報告し、

結果においても迅速に報告をいたしております。

　以上でございます。

〇総務課長（今井文弘）それでは、北方議員

の御質問にお答えいたします。

　元市長の退職金の返納額は、当初年額100万円

でしたが、平成12年度から返納額が減額となっ

てきておりまして、そのため毎年確実な定額返

済をしてもらわないといけないということから、

双方の弁護士を通じて覚書を締結しようとしま

したが、合意に至りませんでした。

　その後は、毎年年度末に双方の弁護士の協議
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結果について、市の顧問弁護士を通して本市へ

連絡をいただきまして、決定した当該年度の返

納額を元市長から納付してもらっております。

　毎年の返納額に違いがありますのは、元市長

の年間の収入に対して、生活に必要な経費等を

考慮しての決定であるためでございます。

　ただ、返納額は少額となっておりますが、毎

年定期的に納入されていることから、返納の意

思はあるものと思っております。

　それから、情報の共有化ということでござい

ますけれども、このことについては総務課のほ

うで処理をしてきているところでございます。

それと、状況についての市長への報告は毎年行

っているところでございます。

　以上でございます。

〇保健福祉課長（城ノ下　剛）保健福祉課所

管の保育料の滞納発生理由と対策についてでご

ざいますが、滞納理由につきましては、生活困

窮によるものなどさまざまであると考えており

ます。

　対策につきましては、滞納が２カ月程度続き

ますと、子ども手当等からの納付をお願いいた

しまして滞納が発生しないよう努めているとこ

ろでございます。そのような状況で、現年度の

納付漏れはない状況でございます。また、過年

度分につきましても同様のお願いをしておりま

すので、毎年減少している状況でございます。

　以上でございます。

〇学校教育課長（有馬勝広）北方議員の給食

費、奨学金の滞納の原因とその対策についての

御質問にお答えします。

　まず、給食費の滞納の原因としまして、経済

的な理由や保護者としての責任感や規範意識の

問題があるということが挙げられます。

　給食費の滞納対策としましては、学級担任や

校長、教頭、学校事務職員等や、場合によりま

してはＰＴＡ役員の方々の協力も得ながら督促

などを行っています。また、平成22年５月14日

付文部科学省から出されました通知、「平成22

年度における子ども手当の支給に関する法律等

の施行と学校給食費の未納問題への対応につい

て」で示されたとおり、子ども手当の支給に合

わせ、子ども手当の支給が行われる口座と学校

給食費の引き落としを行う口座とを同一のもの

とするよう保護者に協力を求めることを計画し

ております。

　奨学金につきましては、卒業後２年目から返

還を開始し、大学の場合は貸与期間の２倍、す

なわち８年で返還を終えることになっておりま

す。奨学金の返還については、奨学金を貸与す

る際に保証人も報告してもらい、返還の義務に

ついて指導しておりますが、給食費の場合と同

様に、経済状態の理由、責任感や規範意識の問

題により返還が滞るケースも見られます。

　そこで、滞納については、郵送や電話、家庭

訪問による督促など、保証人も含め行っていま

す。

　また、給食費の横領事件については、返済が

滞っているところでございます。このことにつ

きましては何らかの対策を講じていきたいと考

えております。

　以上でございます。

〇副市長（小島憲男）公金すべての未収金に

ついて関係各課の連絡体制をとり、各課の取り

組み状況など、情報交換を取り合うべきではな

いかということでございましたが、まことに議

員の御指摘のとおりであります。

　数年前までは年数回でございましたけれども、

滞納対策会議なるものがありまして、各課滞納

状況や滞納者リストなどを持ち寄りまして徴収

率のアップについて協議されてきたところであ

りましたけれども、現在、中断しているようで

ございますので、中断した理由もいろいろあろ

うかと思いますが、何らかの形で復活させたい

と思っております。

　以上でございます。
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〇北方貞明議員　今、２回目のお答えをいただ

きました。

　その中で、元市長は返済する意思があるとい

うことで毎年返済されておるわけなんですけれ

ども、当初は、１回目の初年度は100万円、そし

て２年度は50万円台で維持しておったわけです

けれども、ここ数年10万円ずつ、景気等もある

でしょうけど、生活の関係もあるでしょうけれ

ども、ここ数年は10万円ずつと。これを残額が

950万円あるわけですから、単純計算すれば、10

万円でしたら95年かかるわけですよね。これを

もうちょっと弁護士さんとかいろんなのと相談

して、できるだけこれを短縮するような方向で

いっていただきたいと思っております。

　それから、給食費横領なんですけれども、こ

れは2,300万円ほど今、残が残っておるわけなん

ですけれども、これは当初から全然変化がない

と思うんですよね。全然手がつけられていない

状況だと私は思っております。

　そこで、教育委員会はこういう横領金の取り

立て屋じゃないわけですから、学校教育は教育

をする場なんですから、そっちのほうに力を入

れていただいて、この未納金は市当局で扱えな

いものか。その辺をひとつお聞きします。だか

ら、そういうことで教育委員会はもうちょっと

学習、そっちのほうに力を入れていくからお願

いしますということで、市当局、部局に申し入

れしたらどうなんですかね。私はそのように考

えております。

　それで、滞納なんですけれども、借りて一銭

も払われていない人がかなりというか、数名と

いうか、どしこやったかな、何名中やったかな、

32名中の滞納がありまして11人が返納しており

ます。そういうような状況で、全然返納されて

いない方が、10年たっても５人ほどおられるわ

けですけど、こういう方々にも、本人はわかっ

たけど、そこには保護者もおるわけですから、

また連帯保証人もおるわけですから、その辺の

ほうもやっぱりつついて、少しでも返納される

ように努力を双方でお願いいたします。

　それでは関連といたしまして、未収金、滞納

問題の関連としまして、このような未収金とか

滞納があるわけですけど、指名願の提出に対し

て、建設工事または物品購入などでされるとき

は、市の要綱がありまして納税証明を添付する

ということに一応なっているわけですよね。こ

れは当然と思います。

　それで、その中で奨学金、これも公の金、公

金です。税金です。こういうのを滞納しておる

方がこういうような指名業者におられるのかと。

また、そういう方を指名して、物品あるいは工

事が受けられるもんか。大変これはちょっと疑

問に思うんですけれども、その辺のほうのひと

つ説明をお願いいたします。

　だから、納税証明書だけじゃなくして、その

ような関係機関で納付証明書というんですかね、

どういう形か知りませんけど、そういうのをや

はり確認する必要があるんじゃないかと思って

います。それで、納付証明書が今のところ必要

ない理由と根拠は何なのか。それをまず３回目

でお伺いいたします。

〇副市長（小島憲男）奨学金等のことで、奨

学金の滞納者に指名願を出している人がいるの

かということでございましたけれども、本人そ

のものはいませんけれども、保護者に１人該当

があるようでございます。

　それから、奨学金等の滞納等を理由に指名願

を不受理にできるような方策は考えられないか

ということでございましたけれども、確かにそ

うなんですけれども、本人が所有する債権とし

ましてはいろいろございまして、地方税法の規

定に基づく市税や、それから地方自治法上等の

規定に基づく使用料等の公の法であります公法

上の債権のほか、市営住宅料、それから水道使

用料とか学校給食費等の私の法である私法上の

債権まで多種に及んでいるわけでございます。
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　そこで、入札等の参加資格及び指名基準につ

きましては、私法上の債権を実務上どのように

扱っていくのか難しいところがございまして、

指名願の提出に当たっては私法上の債権までを

もって不受理にすることを条例及び規則等で規

制することはなかなか難しいようでございます。

　しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、

私法上の債権までを指名願の申請に、また指名

基準要綱等に盛り込むことは難しいですので、

今後は、指名委員会の内規、いわゆる内部規定

等で運用はできないものか現在、検討を進めて

おりまして、実施の方向で取り組んでいきたい

と考えているところでございます。

〇北方貞明議員　今、実施の方向へというのを

聞きましたけれども、こういう滞納者はある程

度の行政サービスの制限があってもいいんじゃ

ないかと思うんですよね。ということは、皆、

納税義務はあるわけですよね。そして一方で、

納める人、また滞納をしておる人に平等な、納

税者として公平に扱うのが一番いいと思うんで

すけれども、そういうふうにして滞納者に仮に

入札が、落札といいますかね、できた場合、そ

のサービスの公平さにちょっと欠けておるんじ

ゃないかなと僕は思います。

　仮に、給食費あるいはまた奨学金のほか、使

用料など滞納している業者の場合、結果として

納入業者を指名したとき、行政としてはいいの

か、許されるものか、それをちょっと私は疑問

に思うんですけど、市長、この１点だけをお答

えいただけませんでしょうか。そういうことで

市長にはそれをお願いいたします。

　だから、こういう公金のすべての納付状況を

確認できるやはり体制づくりが必要じゃないか

と私は思っておるんですけど、これをまた副市

長なりお答えください。

　そういうことで、実態調査をする必要がある

と思われるか思われないか。また、指名業者を

選定する委員会で審査項目に入れるべきと考え

るんですけど、これをひとつ説明をお願いいた

します。

　また、今さっき説明ありましたように、他の

自治体がそういうような事例がないと思います

よね。私もこの間調べてくださいと言ったら、

事例がないということでありましたけれども、

奨学金等の納付証明書の添付業務については垂

水市独自の規則なんかを検討する考えはないの

か、もう一遍お聞かせください。

〇市長（水迫順一）北方議員にお答えをした

いと思いますが、税の納税は国民の義務でござ

いますし、総額で本市の滞納額が３億8,000万円

と、この数字は議員おっしゃるように、トータ

ル合わせてみると大変な額だなということはも

う本当に実感としてみんな驚く数字だろうと思

っております。

　私が就任しまして、まず税の公平性、それか

ら歳入の確保、このためには差し押さえも悪質

な分につきまして、納めることができるのに納

めない方に対しては徹底して差し押さえをやろ

うということで今も実施しております。そうい

うことをやっていかないといけませんし、その

方向で今後も任期中は続けたいと思っておりま

すが、そして一方で、本当にサービス、滞納者

のサービス云々というようなことになれば、こ

れは市民感情としてもなかなか納得がいかない

と思うんですね、議員おっしゃるとおりだと思

います。

　ですから、私どもも執行部としましても、副

市長が先ほど言いましたように、いろんな規約、

規制がある中で、内規でもってその辺を変えて

いくと、そして市民感情としても納得いけるよ

うな形をとるのが必要だと、そういうふうに思

っております。

〇副市長（小島憲男）先ほどの北方議員の質

問でございますが、確かに公法上の市税等につ

きましては、行政サービス等の制限措置に関す

る条例というものをつくりまして、いろいろな
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行政サービスを停止するとか、そういう条例を

つくっているところもあるようでございます。

しかしながら、先ほど申し上げましたとおり、

私法上の債権、いわゆる給食費とか、それから

住宅使用料もろもろ、その他につきましては、

条例等で規制することはなかなか厳しいようで

ございますので、内部規定、そういうところで

対処していかざるを得ないのかなというふうに

思っておりまして、独自の要綱なるものもつく

ることも非常に厳しいんじゃないかということ

でございまして、内部規定等で運用していかざ

るを得ないんじゃないかと思っているところで

ございます。

〇北方貞明議員　ありがとうございました。

〇議長（川達志）次に、５番池之上誠議員

の質問を許可します。

　　　［池之上　誠議員登壇］

〇池之上　誠議員　皆さん、おはようござい

ます。９月議会一般質問のしんがりを務めさせ

ていただきます。

　きのうの水迫市長の不出馬、引退表明、予想

だにしない出来事でございました。私も次期市

長選挙は、この８年間の実績を見まして、３選

目出馬と確信しておりました。今回は鹿児島高

校の隣の学校を出たよしみで静かに応援しよう

と、ひそかに思っておりました。後継者を立て

ないというけさの新聞報道は、若い市長のもと

で市民一体となった新しい垂水市を築いていた

だきたいという水迫市長の思いであり、真意で

はないかと推察いたします。その意味でも、あ

と少し頑張っていただけたらという思いが強く、

引退表明は本当に残念と言うほかありません。

　きのう川畑議員、池山議員の質問で思いのた

けを述べられておりましたが、後ほど、９月議

会最後の一般質問でございますので、市政、議

会、市民に対しての思いがあればお話し願えれ

ばと思っております。よろしくお願いします。

　水迫市政継続を念頭に今回の質問を考えてお

りましたので、幾分ちぐはぐな質問にもなろう

かと思いますが、議長より許可をいただいてお

ります。通告に従い、順次質問していきます。

　まず、消防広域化についてお伺いいたします。

　大隅肝属地区消防組合、大隅曽於地区消防組

合及び本市の垂水市消防本部の消防広域化に向

けた取り組みが説明され、平成21年４月に準備

事務局が鹿屋市に設置されております。いまひ

とつ動きが見えない感じがいたしますが、その

協議事務局の協議会の進捗状況等についてお伺

いをいたします。

　次に、教育環境の充実についてお伺いいたし

ます。

　事業計画を見ますと、学校教育関連施設の校

舎等の改修工事は、国の施策にのっとりまして

耐震診断、耐震補強工事等が順調に進んでおり

ます。また、垂水中央中学校の大規模改造も順

次発注されまして、年次的な取り組みが目に見

えております。そして今回は桜島のおかげをも

ちまして、市内小・中学校普通教室への空調設

備設置も決定し、教育環境の充実が着実に前進

していることを素直に喜びたいと思います。

　その中で、垂水中央中学校の運動場整備事業

とプール改修事業が24年度に含まれております。

マイロードまで拡幅して一体的な整備をすると

言われたのは６月議会でございました。財政課

長も当時の担当課長として善処していきたいと

答弁されたかに記憶しております。プール改修

に関しては、武道館、部室等を含めた複合建屋

をイメージし、質問した記憶がありますが、事

業費1,400万円では大きく後退している感じがし

ます。

　そこで質問いたしますが、整備計画に当初の

計画案が反映されていない理由について、教育

総務課に見解を求めます。

　また、体育施設を見ますと、26年に野球場防

球ネット、27年に庭球場人工芝改修事業がそれ

ぞれ3,000万円ぐらいの事業計画になっておりま
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す。本市が抱える施設はいずれも老朽化が進み、

維持管理が大変なことは理解しております。本

来あるべき陸上競技場スタンドの屋根がなく、

最初違和感を覚えておりましたが、今ではなじ

んでいると、なじんで視野に入る状況に、はっ

とすることがあります。中央運動公園に関して

は数年来、年次的な改修の必要性があります。

　そこで質問いたしますが、今回の計画以外に

考えられる改修工事等はどのようなものを把握

し、改修計画をされてきたのか。そして、なぜ

今後、年次的な改修ができない状況にあるのか。

教育委員会社会教育課に見解を求めます。

　次に、道路網の整備についてお伺いいたしま

す。

　国道220号、県道については、緩急の差はあり

ますが、年次的にこれも着々と整備が進んでお

ります。「熱意のある地域にお金は落ちる」と

よく言われますが、まさにそのとおりで、生活

向上のために絶え間なく陳情、要望活動を続け

てきたたまものと思います。「コンクリートか

ら人へ」の民主党政権ですが、地方にはまだま

だコンクリートが必要な場所が数多く残されて

おり、インフラの整備を提唱される地方自治体

の首長が多いのも当然かと思います。交通通信

体系の整備計画を見ましても、市道改良、橋梁

長寿化事業が計画されております。市民からの

多くの要望、陳情等にこたえる形で費用対効果

を精査され、事業決定をされていると思います。

　そこで質問しますが、どのような要素を検討

し、優先順位を決定されていくのかお伺いいた

します。

　最後に、循環型社会「垂水モデル」の構築に

関連して、堆肥センターについてお伺いいたし

ます。

　26品目分別収集による生ごみの堆肥化、そし

て家畜排せつ物の適正化及び利用の促進に関す

る法律によるふん尿の堆肥化の目的のために、

堆肥センターが平成14年に完成し、運営されて

きております。循環型社会の構築としての所期

の目的は達成されているだろうとは思いますが、

過疎計画の事業費を見ますと、６年間で２億5,

000万円程度計上してあります。年間4,000万円

ぐらいと思いますが、どのような事業内容なの

かお伺いいたします。

　また、費用対効果を考えますと果たしてどう

なのかなという思いもございますが、それらを

含んだ上で、堆肥センターが循環型社会「垂水

モデル」の構築に果たす役割についての見解を

お伺いいたします。

　以上で、１回目の質問を終わります。

〇消防長（宮迫義秀）池之上議員の御質問に

お答えいたします。

　大隅地域の消防広域化の進捗状況でございま

すが、昨年の４月30日に大隅地域消防広域化運

営協議会を設立するための準備事務局を鹿屋に

設置したことなどを、昨年６月議会で皆様にも

説明したところであります。

　その後、３回の係長レベルの事前打ち合わせ

会と２回の総務課長会議を開催し、協議をして

きたところでございます。

　予定としましては、来年１月に大隅地域消防

広域化運営協議会を設置することとして、現在、

事前協議しているところです。当初は任意の運

営協議会となりますが、運営協議会が設置され

ますと、幹事会や専門部会等の組織体制の中で、

大隅地域の３つの消防本部の統合ができるかど

うかも含めて具体的な協議をしていくことにな

ります。

　仮に、設立した運営協議会の中で統合すると

いう方針が決まりますと、消防広域化運営計画

を策定することになり、この時点で具体的な内

容等を議会に報告できるものと考えております。

　また、全構成市町４市５町の議会の議決をい

ただきました後は、任意の協議会から法定の協

議会に移行することになり、広域化の実現に向

けて新たにスタートすることになります。
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　以上でございます。

〇教育総務課長（三浦敬志）池之上議員の過

疎計画に関する垂水中央中学校の施設整備につ

いてのお尋ねについてお答えいたします。

　過疎計画に武道館建設が計画されていないの

はなぜかのお尋ねでありますが、企画課が過疎

計画のヒアリングを行う時点では、事業名を中

央中プール武道館新築事業として、企画課へは

個別事業別調書を教育総務課としては提出、要

望いたしました。

　事業内容としては、平成24年度より武道が中

学校の必須科目となるために、老朽化している

プールを解体し、プール、武道館を一体とした

施設としたいという計画でありました。中学校

の必須科目となる武道でありますので、当然に

計画に入っているものと考えておりましたが、

３億円を超す総事業費は最終ヒアリングにおい

て過疎計画へ入れられなかったとのことであり

ます。

〇社会教育課長（瀬角龍平）池之上議員の御

質問にお答えをいたします。

　社会教育課は、市民の健康の保持増進、生涯

スポーツ社会の実現、スポーツ合宿の誘致など

を念頭に置きながら、体育施設の整備を検討し

てまいったところであります。

　これまでの取り組みとしましては、平成20年

度の工事の予算要求は、陸上競技場屋根改修工

事480万4,000円、陸上競技場防水工事349万1,000

円、陸上競技場グラウンド張り芝工事553万円、

陸上競技場壁補修工事229万2,000円、運動公園

水銀灯４基設置工事127万4,000円、合計1,739万

3,000円を予算要求いたしたところですけれども、

そのうち陸上競技場壁補修工事は臨時交付金で

対応し、他の項目については未整備のままでご

ざいます。

　そのほか、平成20年度補正で陸上競技場４種

公認を計上しましたが、見送りとなりました。

平成21年度は陸上競技場４種公認延長の申請を

して、当初予算での要求は見送りとなりました。

また、平成22年度は庭球場人工芝改修工事を要

求いたしましたが、見送りとなったところでご

ざいます。

　今後は、陸上競技場４種公認は公認切れのた

めに、陸上競技場フィールド内の芝生化事業を

目指してまいります。

　なお、今回、過疎地域自立促進計画の策定に

際しては、スポーツ合宿で交流人口増加を図る

ためにも、硬式野球対策による野球場外壁に高

さ７メートル、長さ192メートルの防球ネットを

設置をする野球場防球ネット設置事業3,500万円

と、庭球場８面を人工芝に張りかえる庭球場人

工芝改修工事3,299万7,000円を組み込ませてい

ただいておりますけれども、社会教育課としま

しては、今後、陸上競技場のグラウンド整備、

それと野球場の外野フェンスのラバー設置など

も検討しなければならない課題になってくるも

のと考えております。

　以上であります。

〇土木課長（深港　渉）今般の過疎地域自立

促進計画における市道整備の改良や改修等の優

先順位についてお答えいたします。

　なお、優先順位の要素につきましてでござい

ますけれども、路面や道路施設の傷みが激しい

などの緊急度でありますとか、交通量などによ

り判断しておりまして、今般の計画では１級、

２級市道を主体に計画しているところでござい

ます。優先順位そのものは、その着手年度が若

いほうから順であるととらえていただければと

思います。

　まず、現在推進中である２路線の完成が最優

先と言えるところでございます。１つが内ノ野

線でございまして、県道南之郷線上原田地区か

ら上ノ宮地区までの約1,800メートルを平成26年

度完成予定としております。同時に、元垂水原

田線の県道南之郷線から野久妻地区までの残り

約1,000メートルについて、24年度以内の完成を
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予定をしているところでございます。

　なお、その後、この路線につきましては、国

道の市木地区から野久妻までを２期地区としま

して、24年度には測量設計を実施いたしまして、

25年度より工事の着手を国道側より行う計画で

ございます。

　前後いたしますけれども、23年度には中須線

改修のための測量設計を行い、24年度から図書

館から中須橋までの約630メートルについて工事

着手の計画でございます。

　また、道路線は、24年度から中須橋の長寿命

化工事も着手する計画でございます。

　26年度からは、今言いました中須橋以外の橋

梁の長寿化事業の工事着手、27年度からは潮彩

町への国道交差点から上本城付近までの約２キ

ロ区間の浜平大都線の改修、同じく同年度には

垂水１号線について、残り区間のうち国道、坂

元家具さんのところから図書館の交差点までの

約300メートルを着手する計画でございます。

　以上でございます。

〇農林課長（森下利行）池之上議員の堆肥セ

ンターについての質問にお答えいたします。

　まず、概算事業費の内訳でありますが、今回

の過疎計画に計上しました概算事業費は堆肥セ

ンターの管理運営費で、センター職員の人件費

や電気料、脱臭用の薬品代が主なものでありま

す。

　また、23年度より概算事業費が増額されてい

る理由につきましては、堆肥センターも建設か

ら８年が経過していることから、機械器具等の

修繕が必要になることを考慮しまして、修繕費

を多目に計上しているところであります。

　６年間で２億5,000万円程度の事業費を投入す

ることになっているが、その費用対効果はとい

うことでありますが、本市の堆肥センターは、

議員も先ほども言われたとおり、畜ふんに加え

まして生ごみやし尿汚泥など地域の有機質資源

も原料とし、良質堆肥生産を行い、耕種農家へ

の供給することにより、土づくりなど環境保全

型農業の一役を担っているところでございます。

　また、収支の面におきましても、確かに堆肥

センターのみでの収支からしますと、とても採

算性は厳しいものがありますが、当センターで

原料としております生ごみ等を肝属清掃センター

で処理するとしたときの費用を勘案しますと、

十分に採算はとれており、また、本市の重点作

物でありますサヤインゲン等の作付時期になり

ますと、堆肥の製造も追いつかないほどの需要

があることから、費用対効果につきましては大

きいものと思われます。

　次に、堆肥センターの役割でございますが、

垂水市堆肥センターは、家畜ふんの堆肥化によ

る有効活用を図るとともに、地域の有機質資源

である生ごみやし尿汚泥等を活用した良質堆肥

の生産を行い、畜産農家と耕種農家の連携を促

進しながら、環境保全型農業の確立並びにリサ

イクルの推進による環境保全型農業の実現を図

ることを目的に設置されていることから、これ

からも、地域の循環型農業の拠点基地としまし

て畜産農家と連携を図り、耕種農家への安定的

な良質堆肥の供給と確保に努めていくことであ

り、現在、当市の農業振興には欠かせない施設

ではないかと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　一問一答式でお願いいたし

ます。

　まず、消防広域化からまいりたいと思います。

　広域化につきましては前々消防長のころから

話がございまして、その中で、昭和27年だった

かな、消防救急無線のデジタル方式にしないと

いけないということで、そういう無線化事業が

単独の垂水市本部ではできないということで、

どうしても組合に入らないかんたっというよう

なことを言われて消防広域化が始まったと思っ

ております。

　そういう中で、事業費を見ますと、デジタル
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方式への転換事業として４億8,700万円ばかり入

っているわけですね。そうしますと、単独では

できないと言われたその言葉がどうなのかなと

思いまして、このことについて、協議会も発足

していないわけですけれども、これは組合での

負担割合なのか、それとも単独で整備しないと

いけない費用なのか、その点についてお聞きい

たします。

〇消防長（宮迫義秀）２回目の御質問にお答

えいたします。

　消防救急デジタル無線につきましては、平成

15年10月15日付で電波法の一部が改正され、現

在のアナログ無線が平成28年６月からデジタル

化に移行されることになりました。これに伴い、

県は平成19年３月に、デジタル化に向けた整備

計画が策定されております。この段階では、単

独で整備するには高額なため、広域化の中での

整備が計画されていたところであります。

　その後、鹿児島県消防救急デジタル化等推進

協議会、その下部組織としまして幹事会、研修

会が設置され、検討がなされてきました。県域

７消防本部の広域化のエリアとした整備につき

ましては、広域化の進捗状況及び各消防本部の

整備体制に大きな違いが生じたために、平成22

年６月に推進協議会において、広域化エリア内

での整備は不可能であると承認がなされており

ます。そのため、今後のデジタル化に向けた整

備は各消防本部で対応することになっておりま

す。

　今後の整備計画でありますが、来年度は電波

伝搬調査及び伝播調査をもとに基本構想計画を

作成し、平成26年度に基地局の整備に着手し、

27年度には移動局の整備を終え、試験運用等を

実施する計画であります。

　現在、大隅地域の消防広域化が協議されてお

りますが、現段階では広域化とデジタル無線の

整備については個々に検討していきます。また、

広域化が決定いたしましても、整備費につきま

しては本市の負担になると思われます。今後も、

デジタル研修会が毎月開催されますので、各本

部の意見等を参考にして、本市にとって安価で

効率のよい整備をしたいと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　当初の思惑とちょっと違っ

てきたのかなと思います。そういう中で、もし

広域化した場合に、今言われましたようにさま

ざまな負担が発生すると思います。そういう中

で、デジタルは自分たちでしないといけないと

いうことですので、予算を取るのも大変だろう

なと。果たして広域と、広域になるメリットが

そこで出てくるのか出てこないのか、その一事

でもちょっと違うなという思いもしますけれど

も、あと運営協議会の中で詰められていくと思

いますけれども、あと消防職員の給与体系とか、

あと消防職員の採用方法とか資機材の更新方法

とか、その辺をまた運営協議会の中で決められ

ると思いますけれども、わかっている範囲でど

のようになっていくのか、わかる範囲で結構で

ございます、ちょっと説明を願いたいと思いま

す。

〇消防長（宮迫義秀）３回目の御質問にお答

えいたします。

　消防広域化の体制でございますが、大隅地域

消防広域化運営協議会が設置されますと、現在

の予定では、幹事会、専門部会や分科会などの

組織体制をつくり、その中で消防の現状と課題

の分析や重点分野等の方向性の整理をしていく

ことになります。大まかな協議事項としまして、

負担金、組織、人事、給与、財政、警防、救急、

通信、予防、多岐にわたりますが、議員御指摘

の採用、車両等の更新につきましても、すべて

具体的な方向性は運営協議会が設置されてから

協議していくことになりますことから、現状で

具体的に御説明できる事項はございません。

　今後は、平成23年１月の設置を予定しており

ます大隅地域消防広域化運営協議会で各種の協
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議がなされ、消防広域化運営計画が策定されま

すと、具体的な方針等につきまして御提示でき

るものと考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　ありがとうございました。

　運営協議会を待たないと詳細はわからないと

いうことでございまして、法定協議会を立ち上

げる前に議会にも具体的な内容が出てくるだろ

うと思います。その中でコスト、いろんなこと

を考えて、広域化のメリットがあるのか、ある

いは単独で行ったほうがいいのか、その辺の判

断をしないといけないだろうという時が来るだ

ろうと思いますが、今、行政は「広域行政」と

いうのが非常に叫ばれております。

　もう１回、消防広域化に対するメリット、デ

メリットがないのがメリットだというのが前消

防長の見解でございましたけれども、そのメリ

ットをもう１回ちょっとお話をしていただきた

い。これで終わります。

〇消防長（宮迫義秀）４回目の御質問にお答

えいたします。

　広域化によるスケールメリットでございます

が、１つ目は、消防本部の総務部門や通信指令

部門の統合により生じた人員を、住民サービス

を直接担当する消火や救急部門に配置すること

により、現場の体制を増強できる。２つ目は、

職員の長期研修及び高度な研修が容易となるこ

とから、予防業務や救急業務について専任化を

進めることにより、質の高い消防サービスの提

供が可能になる。また３つ目には、財政規模が

拡大するため、高度な車両や資機材及び高機能

な指令センターの計画的な整備が可能になり、

指令業務が充実するため、迅速で効果的な出動

体制が可能になることなどが挙げられます。デ

メリットでありますが、現在のところ特にない

と思います。

　最後に、大隅地域消防広域化運営協議会設立

に向け、職員一丸となって協議事項に取り組み、

本市にとってよりよい広域消防運営計画案を作

成し、皆様に提示したいと思っております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　メリットだけの消防広域化、

期待をしておきます。

　次に、道路の整備からいきたいと思います。

　優先順位ありました。これもいろんなその地

域の方々からの要望とか、あとはその要望を受

けて市の行政の方がそれを精査されて、この優

先順位は決まっているだろうと思っております。

そのように理解をしたいと思います。

　その中で、このレジュメの中に湾岸道路と、

臨港道路、臨海道路、いろんな表現がございま

すけれども、湾岸道路ですね、このことはずっ

と前から言われてきておりまして、最初は元垂

水地区の本当に防災上、あるいは再開発までは

いかないかもしれんけど、集落道を改善するた

めにどうしても必要な道路だという観点から、

この湾岸道路の話が来たんじゃないかなと思い

ますけれども、いつの間にかではございません

で、議会が否決した後にもう１回、再度話が持

ち上がったときには今度は臨海道路、新港の港

の活性化に附随する道路として計画をしてきた

という流れがあったと思います。

　そういう中で、地元民の防災というところか

ら考えて、元垂水地区の皆さんからはこの湾岸

道路あるいは臨港道路についていろんな要望と

かそういうのは寄せられていないのか。といい

ますのも、先ほどから言いますように熱意のあ

る地域にお金は落ちるんだということを市長さ

んも言われておりました。そういう意味合いで、

元垂水地区の地域の皆さんからは、その辺の周

辺の皆さんからはこれについての要望、そうい

うものは上がってきていないか。土木課長、わ

かればお話しいただきたいと思います。

〇土木課長（深港　渉）お尋ねの湾岸道路、

後に臨港道路扱いということで県のほうといろ

んな協議をさせていただいておるところでござ
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いますけれども、地元そのものからは臨港道路

的な扱いといいますか、そういう形では正式な

要望というか、受けていない状況でございます。

ただし、地区内のといいますか、元垂水地区内

にあります市道でありますとか集落道につきま

しては当然、その都度といいますか、要望は来

ている状況でございます。

　もう１つ言えますのが、私が認識している限

り、一応県が計画されました臨港道路の以前の

ときの道路計画では、今の元垂水の護岸の内側

じゃなくて対岸側に増設するような計画の路線

を見た記憶がございますけれども、そういう観

点からは、直接地区内の道路と直結するような

道路はなかなか連結しがたいというようなふう

に聞いておりましたので、地区の皆さんがその

辺を認識されて、余り湾岸道路といいますか、

その要望をされていないのかなという気はして

おるところでございます。実際その図面を見れ

るかはちょっとわかりませんけれども、直接的

な要望はないということでございます。

〇池之上　誠議員　調査費の段階でなくなった

わけでございますので、そういう図面もあろう

はずもございません。

　私は地区民でもないわけですけれども、そう

いう防災面、いろんな生活面、考えた上でぜひ

必要な道路だろうと思っております。市長のほ

うも、きのうも桜島架橋、高隈トンネル等々言

われまして、それに附随した形での元垂水地区

の臨港道路というのを将来考えているというこ

とを前の議会でもおっしゃっておられます。そ

ういうところも含めまして後ほど一緒に答えて

いただきたいと思いますので、よろしくお願い

しておきます。道路のほうはそれでいいと思い

ます。

　次に、堆肥センターに移ります。

　堆肥としての、堆肥だけの費用対効果という

のはそれだけで見れば難しいという答弁でござ

いましたけれども、あと生ごみ処理とかいろん

な面で、多方面で考えた場合、十分に費用対効

果はあると私もそう思っております。そのため

の循環型社会の構築だろうと、そのために堆肥

センターをつくったんだという思いが私もござ

います。ぜひ頑張っていただきたいなと思って

おります。

　その中で、いつも言われますのが悪臭対策で

す。我々産業厚生委員会もそういう面で別なと

ころも視察したりしておりますが、このごろの

悪臭対策としてどういうのがあるのか、あるい

はないのか。であれば、どういう改良点をやっ

てきたのか。わかれば、そこ辺をちょっとお知

らせください。

〇農林課長（森下利行）池之上議員の２回目

の質問にお答えいたします。

　堆肥センターの悪臭問題でありますが、稼働

当初から施設外でもにおいがしたことを受けま

して、これまで、県地域振興公社や並びに請負

業者等と連携を図りながら脱臭対策に取り組ん

でまいったところであります。当初からします

と、悪臭の原因であるアンモニア臭濃度の数値

も下がってはきているものの、なかなかいい結

果が得られないのが現状であります。

　しかしながら、今回、畜ふん等の発酵や分解

にすぐれ、またアンモニア臭にも効果があると

される菌について、試験的に使用できないか業

者より申し出があり、ことしの初めから３月の

末まで試験的に使用してまいりました結果、確

かにアンモニア臭も軽減され、その間、周辺農

家からの苦情もありませんでした。このことを

受けまして、市では６月から本格的にこの菌を

使用してきているところであります。

　また、経費の面でも、これまでアンモニア臭

の濃度の数値を下げるために、脱臭施設であり

ますスクラバーにおいて使用しておりました希

硫酸の使用料が減少し、これまで脱臭対策に講

じてきました経費に比べますと、若干ではあり

ますが、軽減されてきております。これからも

― 91  ―



脱臭対策につきましては、周辺の方々に迷惑を

かけないように万全の対策を講じてまいりたい

と考えております。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　ありがとうございます。

　そういう悪臭対策につきましてもいろんな方

向から解決策を見出していかれていることと思

います。これからは、６～７年たっております。

機械も腐食等いろんなことがあると思いますの

で、事業費の中にも修繕費とかいろいろござい

ます。循環型社会構築のために堆肥センターが

あります。その前にも高峠のバイオマスのメタ

ンガス発生とか計画が頓挫しましたけれども、

そういういろんな方向で垂水市のほうも循環型

の社会を構築しようと一生懸命なのはわかりま

す。これからも大いに頑張っていただきたいと

思っております。

　商工観光課もバイオマスタウン構想を今、策

定中だと思いますが、その中でもやはり市民、

垂水市にとって実のある事業を持ってきていた

だきたいと思っております。よろしくお願いし

て、この問題は終わりたいと思います。

　次に、教育の振興ですね。

　最終ヒアリングで落ちたということでござい

ました。予算がないということは重々にわかっ

ております。そういう中で、私がこの１年間言

い続けているのは、中央中学校をつくったのは

我々であります。財政面、あとは学校規模の面、

地域からはいろんな反対があったかもしれんけ

ど、その面を考えて押し切ってきました。

　そういうところで、今、中央中学校は垂水市

の大多数の子供たちが集まってきております。

通学バスを使って朝早くから、夜は部活が済ん

でから帰っております。そういう一生懸命頑張

っているところで、予算がないから削るのはし

ょうがないかもしれませんけれども、まず大規

模改修の前に新校舎の構想があった。それも予

算がないから削りました。涙をのんで、それは

我々もそれでいいですよということでしたけれ

ども、これからまだ時間がある、６年間もある

過疎計画事業の中に、お金がないからもうやめ

ましたというようなことでは、教育施設の充実

という意味合いからもちょっと足りないなと、

もうちょっと頑張ってほしいなと、教育委員会

に頑張ってほしいなという気持ちがいっぱいで

ございます。それについて、運動公園のほうも

含めてですけれども、教育長のほうから答弁を

いただきたいと思います。

　あと中央運動公園のほうは、交流人口という

ことで池山議員もきのう、交流人口、いろんな

ことを言われました。今、修学旅行生、グリー

ン・ツーリズム、ブルー・ツーリズム、エコ・

ツーリズムですか、そういうのがありまして、

野球場のほうも冬場に関西方面から準硬式の野

球部の方が合宿をされております。そういう中

で野球場を使われておりますけれども、本当に

硬式は飛距離が伸びますのでフェンスが要るだ

ろうと、そういう思いでフェンスをかけていら

っしゃいますけれども。いろんな面で部の合宿

をするということは、そこにいろんな経済波及

が起きてくると思いますので、これはぜひ年次

的な改修をぜひ行っていただきたいと。これも、

ほんのこてお金がないからできませんというこ

とじゃなくて、何とかそういう広い意味合いか

らも子供たちを、子供じゃなくても社会人をあ

るいはプロ野球を集めるためにも改修していた

だきたいなという思いがいっぱいでございます。

　この前の市報にも、教育長の座右の銘の１つ

として「やるならやるでしゃんとやれ」でした

か、そういう言葉が載っておりました。私はそ

の言葉を今ここで教育長に言いたい。それにつ

いて、この２つの点ですけれども、いろんなこ

とがあると思います。教育施設整備、その辺に

ついてはどう考えておられますか。

〇教育長（肥後昌幸）プール、武道館、こう

いうことが今度の過疎計画の中に入っていない
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のが私もちょっと不思議に思いまして、各課に

確認をしてみました。先ほど教育総務課長のほ

うからもありましたけれども、また今、議員お

っしゃいましたように、建設費が概算ではござ

いますけれども、約３億円と非常に高額である

ということから、最終ヒアリングで落とされた

といいますかね、入らなかったということでご

ざいます。

　しかし、私はこれをあきらめたわけでは決し

てございませんで、これからもこういう財政の

厳しい中、やはり子供たちのために頑張りたい

と思いますし、先ほど議員もおっしゃいました

ように、中央中学校は垂水市内唯一の中学校で

ございます。施設につきましては年次的にとい

いますかね、計画的に進めていかなければなら

ないというふうに思っております。財政的には

非常に厳しいですけれども、担当課と協議を進

めながら、できるだけ早くこれが実現するよう

に、やるならやるでしゃんとやります。大好き

な言葉でございますので、やっていきたいと思

いますが、しかし、先ほど言いましたように高

額でございまして、すぐできるわけじゃありま

せんので、その間の代替施設といいますかね、

これはキララドームに併設してあります武道館

がございます。ここまで、中学校からそこまで

はちょっと時間が距離的にはありますけれども、

その間の代替施設としては使えるだろうと、こ

れを使っていきたいというふうに思っておりま

す。

　以上でございます。

〇池之上　誠議員　あきらめたわけではない

という言葉を信じたいと思います。あくまでも

キララドームは代替施設ということを肝に銘じ

て、やっぱり学校施設として整備しないといけ

ないものはしないといけないんじゃないかなと

思っております。よろしくお願いします。

　以上で各課への質問は終わりたいと思います

けれども、野球場に関しては、昨年でしたね、

関西垂水会が終わった後に篠原議員がこの本会

議場でこういうことを言われたと。市長もプロ

野球の二軍のキャンプでも誘致をしたい。その

ためにはこういう運動場施設を改修したいとい

う熱い思いを語られておりました。今、思い出

します。

　その辺の交流人口をふやすということは非常

に垂水市の中では大切なことだろうと思ってお

ります。何をしないといけないか、あれやこれ

やじゃなくて、あれかこれかをしないといけな

いということをいつも言われておりましたので、

私はこれは、あれかこれかのこれかと、あれか

というふうに思っておりました。

　そういう中で市長、最後になります。９月議

会も最後です。あと私の残された時間も15～16

分ございます。何かお話があれば、市政に対し

て、あるいは議会に対して、あるいは市民に対

して、今、私が振りました湾岸道路ですか、湾

岸道路とか、あと学校施設の問題とか、その辺

の小さい問題も含めて、お話があればお聞きし

たいと思いますが、どうでしょうか。よろしく

お願いします。

〇市長（水迫順一）まず、そういう機会をつ

くっていただきまして大変ありがたく思ってお

ります。

　私の任期も12月議会までございますから、ま

た最後をしっかりと一生懸命、今までと変わら

ない努力を続けたいと、そしてまた12月議会に

総括を含めて、議員の皆さんからたくさんの提

案もいただいて、それが具体的に政策になった

こと等もたくさんございます。そういうものも

総括しながらお話をする機会を得たいなと、そ

ういうふうに思っております。

　まず二、三、御指摘がありました分から気持

ちをお答えしたいと、そういうふうに思います。

　まず、運動施設でございますが、垂水中央中

学校のプール、武道館、これの必要性は私自身

も十分わかっておるつもりでございますし、教
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育長が言われたとおりだと思うんですね。ただ、

社会教育課が所管しますいろんな文化会館、体

育館、キララドームにしましても、かなり大き

な金を近い将来必要とします。そして、優先順

位をやはり決めていくのはもうちょっと時間が

たってからかなと、そういう気持ちもあります。

　ですから、その辺、やはり過疎計画をつくり

ましたが、今度は６年間でございますので、か

ねての10年間に比べますと４年短くなっており

ます。だけど、この４年間の過疎計画の中で、

あの過疎計画に載った分がすべてできるかとい

うと本当にできない分もかなり出るだろうと、

そういうふうに思うんですね。また、その間の

国や地方のいろんな動きの中でできることも出

てくるかもわかりませんし、また自分から、こ

れを計画立てたけど修正が必要な分、それも出

てくるだろうと思います。ですから、そういう

意味もひっくるめまして非常に大事な施設であ

るという認識は今後も続けていって、つくる努

力はしていかなければいけないと、そういうふ

うに思っております。

　もう１つ、具体的に言われました野球場でご

ざいますが、これはもう全く議員が言われると

おりな思いを現在もなくしたわけじゃございま

せん。大変熱い思いで垂水を思っていただいて

おる方から、「あそこの整備を市長、やりなさ

い」というお話をいただきました。本当にプロ

野球の公式戦も、二軍の公式戦も持ってこれる

よというようなお話もいただきました。

　今、大学のキャンプが春・夏のキャンプを実

施しております。大体１年間に５校ぐらい来て

くれておりますが、そもそもこれは10年ぐらい

前、観光協会が主体となって「さんふらわあ」

と一緒に取り組んだ事業が今、続いてきておっ

て、毎年商工観光課のほうで職員を関西に派遣

しまして、大学を回りながら誘致活動をしてお

るんですね。このことは、四国初め、九州管内

の各自治体が誘致合戦をやっております。そう

すると、経済効果がそれだけあるということな

んですね。

　うちでもそうだと思います。３校から５校来

ていますが、1,000万円ぐらいの経済効果は十分

あると、そういうふうに思っておりまして、ス

ポーツ交流、そのほかにいろんなメリットがご

ざいますので、本当に高校、中学校の指導をし

ていただくとか、いろんなほうに広げていかな

ければいけない、今後はいかないといけないと、

そういうふうに思うわけです。ですから、この

ことは非常に大事だと。

　だから、大隅半島の自治体もあちこちが今、

積極的になってきました。垂水が非常に先んじ

て準硬式を中心に呼んできたと思いますが、そ

れ以来、例えばバドミントンを体育館に呼べな

いかとか、テニス場にテニス部を呼べないかと

か、あるいは文化活動をしておる合唱隊を文化

会館に呼べないかとか、いろんな思いで関西の

ほうでは話をしておりまして、今後はそういう、

まだあらゆるところに広げていかなければいけ

ない。まず差し当たってほかの自治体に先んじ

てやってきたこの準硬式の野球の充実が定着し

てきましたので、これに力を入れないといけな

いというのは本当に議員の思いと一緒でござい

ますし、その他、大学だけじゃなくて、いろん

なところを呼び込むということが大事だと思っ

ております。

　フェンスで約1,000万円、外野ラバーですか、

あれで約900万円というような概算が出ておりま

すので、これはふるさと納税で一部できないか

とか、そういうこと等も今後考えていかなけれ

ばいけないと、そういうふうに思っております。

ですから、年次的に早い段階でこのことは達成

するような方向でまた検討していきたい、そう

いうふうに思っております。

　もう１つお答えしたいのは、議員おっしゃる

湾岸道路でございます。経緯につきましては議

員のほうで言われましたので、そのとおりでご
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ざいます。一たん否決しておりますから、地域

の人たちはなかなか要望として上げない環境に

あるんじゃないか、そういうふうに思っており

ます。

　ただ、あの元垂水地区というのは結構広いん

ですよね。そして、空き地がいっぱいございま

す。住宅ももちろんあるんですが、やはり空き

地の再開発、空き地を生かしていく、それには

やはり大きな道路がどうしても必要になってく

ると。防災の面でも必要になってきますし、い

ろんな面からこの湾岸道路、臨港道路の延長線

というのはいろんな形で、一たんああいう経緯

を踏んだものの再度考える方法はないかという

ことも考えなければいけない、そういうふうに

思っております。

　その再度考える方法としまして大隅横断道路、

高隈トンネルを猿ヶ城から出てきたものを220号

線に乗せますと非常にふくそうすると思うんで

すよ。何でかといいますと、東九州自動車道路

を経由して鹿児島市とのアクセスを考えた場合

に、垂水におりてきて垂水から桜島架橋を渡る

と。桜島架橋ができてそういうことができると

なりますと、かなり時間が短縮されます。そう

なりますと、東九州自動車道路を利用した方々

が垂水をおりてきて、湾岸道路を通って袴腰、

桜島架橋を渡ると、これが非常に利便性が高く

なるということだと思います。

　そうすると、それだけ量が、本当に利用者が

多くなれば220号線につなぎますと非常に国道だ

けが込んでしまう。ですから、これをやはり新

港にまで延ばして、それから新港から湾岸道路

を、橋もあれだけの金を使って建てたわけです

から、それで湾岸道路から延ばしていくという

ことを今後、考える必要があるというふうに私

は考えておりまして、このことはまたぜひ議員

の皆さんの御協力がなければできないことでご

ざいますし、また執行部のほうもあきらめては

いけないと、そういうふうに思っております。

　以上です。

〇池之上　誠議員　ありがとうございました。

　12月にもう１回、市長の総括というのが聞け

るだろうと思います。そのときまで最後は待っ

ておきたいと思いますが、市長が引退されると

いうことで、いろいろな８年間思い出がござい

ます。いろんなことを私も言いました。市長も

真っ赤な顔で私といろんなことをやり合ってい

ただきましたが、ここ２～３年、一緒にせない

かんどと、こげな小さなまちでと言って、それ

を何回か私も聞いております。実際そういう動

きをされてきたし、この議場で見ている課長さ

ん方も、「ああ、変わったな」というような感

じも受けております。本当に適材適所の公平な

執行をされてきたんだろうと思っております。

そういう意味で、本当にあと１期していただけ

ればなという思いはありました。

　私事といいますか、地域のことですけれども、

猿ヶ城開発ですね、そしてあと水之上定住促進、

子育ての一環として子供たちには低家賃で貸す

と、その思いも水之上小学校の複式を解消する

ためなんだという思いも酌んでいただきまして、

そしてまたあと内ノ野線も１回なくなりました

けれども、それもまた復活していただきました。

本当に水之上のためにはよくしていただいたと

心から感謝を申し上げまして、今回の質問は終

わりたいと思います。

　ありがとうございました。

〇議長（川達志）以上で、一般質問を終わ

ります。

　本日の日程は、全部終了しました。

　　　△日程報告

〇議長（川達志）明11日から21日までは、

議事の都合により休会とします。

　次の本会議は、22日午前10時から開きます。

　　　△散　　会

〇議長（川達志）本日は、これにて散会し

ます。
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　　　　　午前11時５分散会
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平成22年９月22日午前10時開議

　　　△開　　議

〇議長（川達志）定刻、定足数に達してお

りますので、ただいまから休会明けの本日の会

議を開きます。

　本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。

　　　△諸般の報告

〇議長（川達志）日程第１、諸般の報告を

行います。

　この際、議長の報告を行います。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第22条第１項の規定により、平

成21年度健全化判断比率及び平成21年度資金不

足比率に関する報告がありましたので、お目通

し願います。

　以上で、議長報告を終わります。

　　　△議案第52号、議案第53号、議案第54号

　　　　～議案第61号、陳情第21号、陳情第23

　　　　号一括上程

〇議長（川達志）日程第２、議案第52号及び

日程第３、議案第53号並びに日程第４、議案第

54号から日程第11、議案第61号までの議案10件

並びに日程第12、陳情第21号及び日程第13、陳

情第23号の陳情２件を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第52号　垂水市過疎地域自立促進計画につ

　　　いて

議案第53号　消防団消防ポンプ自動車第４・第

　　　９分団車購入契約について

議案第54号　平成22年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第６号）案

議案第55号　平成22年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第56号　平成22年度垂水市介護保険特別会

　　　計補正予算（第２号）案

議案第57号　平成22年度垂水市病院事業会計補

　　　正予算（第１号）案

議案第58号　平成22年度垂水市と畜場特別会計

　　　補正予算（第２号）案

議案第59号　平成22年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計補正予算（第１号）案

議案第60号　平成22年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計補正予算（第２号）案

議案第61号　平成22年度垂水市一般会計補正予

　　　算（第７号）案

陳情第21号　快適な生活環境を守るために養豚

　　　場の移転を要望する陳情について

陳情第23号　垂水市議会議員定数削減について

〇議長（川達志）ここで、各委員長の審査

報告を求めます。

　最初に、産業厚生委員長。

　　　［産業厚生委員長北方貞明議員登壇］

〇産業厚生委員長（北方貞明）皆さん、おは

ようございます。

　それでは、報告いたします。

　去る９月１日及び９月10日の本会議において

産業厚生委員会付託となりました各案件につい

て、９月13日委員会を開き、審査をいたしまし

たので、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第54号平成22年度垂水市一般会

計補正予算（第６号）案及び議案第61号平成22

年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案中の

所管費目については、いずれも原案のとおり可

決されました。

　次に、議案第56号平成22年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第２号）案、議案第57号平

成22年度垂水市病院事業会計補正予算（第１号）

案、議案第58号平成22年度垂水市と畜場特別会

計補正予算（第２号）案、議案第59号平成22年

度垂水市漁業集落排水処理施設特別会計補正予

算（第１号）案及び議案第60号平成22年度垂水
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市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）案

については、いずれも原案のとおり可決されま

した。

　次に、閉会中の継続審査となっていました陳

情第21号快適な生活環境を守るために養豚場の

移転を要望する陳情については、慎重に審査し

た結果、不採択とすることに決定いたしました。

　不採択の理由として、陳情書に掲げてありま

したふん尿処理施設建設について、施設が他の

場所に建設されたこと。そのことにより陳情者

の理解が得られたという理由から、不採択とい

たしました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、総務文教委員長。

　　　［総務文教委員長田平輝也議員登壇]

〇総務文教委員長（田平輝也）おはようござ

います。

　去る９月１日及び10日の本会議におきまして

総務文教委員会付託となりました各案件につい

て、９月10日産業厚生委員会との連合審査及び

９月15日の委員会において審査いたしましたの

で、その結果を報告いたします。

　最初に、議案第52号垂水市過疎地域自立促進

計画については、原案のとおり可決されました。

　次に、議案第53号消防団消防ポンプ自動車第

４・第９分団車購入契約については、原案のと

おり可決されました。

　次に、議案第54号平成22年度垂水市一般会計

補正予算（第６号）案中の所管費目・歳入全款

及び議案第61号平成22年度垂水市一般会計補正

予算（第７号）案中の歳入全款については、原

案のとおり可決されました。

　次に、議案第55号平成22年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）案については、

いずれも原案のとおり可決されました。

　以上で、報告を終わります。

〇議長（川達志）次に、議会運営委員長。

　　　［議会運営委員長篠原則議員登壇］

〇議会運営委員長（篠原則）おはようござ

います。

　３月の本会議において議会運営委員会付託と

なり、閉会中の継続審査となっておりました陳

情第23号垂水市議会議員定数削減について、去

る９月17日に委員会を開き、審査を行いました

ので、審査の結果を報告いたします。

　本委員会ではこれまで、陳情書を提出されま

した振興会長連絡協議会会長及び副会長から意

見聴取を行うなど６回の委員会を開き、慎重に

審議を行ってきました。

　審議の過程で、「陳情書の内容に疑義がある」

との意見や「前回の改選時に４名削減した経緯

はどうだったのか」、「さらに削減した場合に

市民の要望、訴えが届くのか」、「現在の欠員

のままでの議員数ではどうなのか」等、さまざ

まな意見がありました。

　以上の意見等を踏まえ、本委員会では、「効

率的な議会運営や議会の活性化及び本市の広範

囲な行政区域並びに全国の類似市及び近隣市町

村の状況等を考慮した場合、現行の議員定数は

妥当と考えられる」とし、また「陳情書の内容

にも疑義がある」とのことから、本陳情は不採

択とすることに決定しました。

〇議長（川達志）これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　これから討論を行います。

　討論はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）討論なしと認めます。

　これで討論を終わります。

　最初に、議案からお諮りします。

　議案第52号から議案第61号までの各議案を各

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。
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　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、議案第52号から議案第61号までの各

議案は各委員長の報告のとおり決定しました。

　次に、陳情をお諮りします。

　まず、陳情第21号について、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、陳情第21号は委員長の報告のとおり

不採択とすることに決定しました。

　次に、陳情第23号について、委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　陳情第23号は、委員長の報告のとおり不採択

とすることに決定しました。

　　　△議案第62号～議案第73号一括上程

〇議長（川達志）次に、日程第14、議案第

62号から日程第25、議案第73号までの議案12件

を一括議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

議案第62号　平成21年度垂水市一般会計歳入歳

　　　出決算認定について

議案第63号　平成21年度垂水市国民健康保険特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第64号　平成21年度垂水市老人保健医療特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第65号　平成21年度垂水市後期高齢者医療

　　　特別会計歳入歳出決算認定について

議案第66号　平成21年度垂水市交通災害共済特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第67号　平成21年度垂水市地方卸売市場特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第68号　平成21年度垂水市介護保険特別会

　　　計歳入歳出決算認定について

議案第69号　平成21年度垂水市老人保健施設特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

議案第70号　平成21年度垂水市と畜場特別会計

　　　歳入歳出決算認定について

議案第71号　平成21年度垂水市潮彩町排水処理

　　　施設特別会計歳入歳出決算認定について

議案第72号　平成21年度垂水市漁業集落排水処

　　　理施設特別会計歳入歳出決算認定につい

　　　て

議案第73号　平成21年度垂水市簡易水道事業特

　　　別会計歳入歳出決算認定について

〇議長（川達志）お諮りします。

　各決算については、６人の委員をもって構成

する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにしたいと思いま

す。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、各決算については、６人の委員をも

って構成する決算特別委員会を設置し、これに

付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定

しました。

　お諮りします。

　ただいま設置されました決算特別委員会委員

の選任については、委員会条例第８条第１項の

規定により、池山節夫議員、川畑三郎議員、篠

原則議員、池之上誠議員、宮迫泰倫議員、徳

留邦治議員、以上６人を指名したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名しました６人を決算特

別委員に選任することに決定しました。

　　　△決議案第２号上程

〇議長（川達志）日程第26、決議案第２号交

通事故防止に関する決議書についてを議題とし

ます。
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　　交通事故防止に関する決議（案）

　平成21年に発生した本市における交通事故件

数は、134件であり、前年より14件増加している。

また、同期間内に交通事故で亡くなられた方は

５名で、前年より３名増加している。

　本年においても、交通事故件数は多発してお

り、既に３名の方が亡くなられており、市民、

関係機関・団体のたゆまぬ努力にもかかわらず、

尊い命が交通事故で失われている。

　全国及び鹿児島県の交通事故件数が減少傾向

にある中、本市の交通事故発生件数が増加して

いることは、非常に憂慮する事態である。

　交通事故を抑止していくことは、すべての市

民の願いであり、運転者はもちろんのこと、家

庭や職場、地域、関係機関・団体が一体となっ

て、交通事故防止対策に取り組んでいく必要が

ある。

　よって、本市議会は、市民の安全で安心な暮

らしを守る立場から、交通死亡事故抑止に対す

る姿勢を明確に示すとともに、「交通事故の少

ないまちづくり」を目指し、警察や関係機関・

団体と連携し、すべての市民が交通事故を起こ

さない、遭わないための防止策を市民と一体と

なって積極的に推進することを決意する。

　以上、決議する。

　平成22年９月22日

　　　　　　　　　　　　垂　水　市　議　会

〇議長（川達志）提出者の説明を求めます。

　　　［田平輝也議員登壇］

〇田平輝也議員　交通事故防止に関する決議に

ついて。

　それでは、説明をいたします。

　決議案第２号交通事故防止に関する決議につ

いて、会議規則第14条の規程により提出いたし

ます。

　提案理由でございますが、県下では、８月15

日現在で交通事故による死者は50名で、昨年同

期に比べるとマイナス９名と若干減少している

ものの、鹿屋署管内においては、既に７名の犠

牲者が出ており、人身事故の発生件数、傷者と

も昨年同期を大きく上回るなど危機的状況が続

いております。

　特に、本市における交通事故の発生状況につ

いても、既に３人の方が犠牲となり昨年と同数

に達しているほか、人身事故発生件数、傷者と

も増加し、鹿屋署管内の増加数を本市内での事

故発生が大きく占める結果になっております。

本市の交通事故が増加していることは、非常に

憂慮する事態であると言えます。

　交通事故を抑止することはすべての市民の願

いであり、安全で安心な地域社会を実現するた

めにも市民一体となって交通事故防止対策を積

極的に取り組む必要があります。

　よって、市民が安全で安心したまちづくりの

意識を高め、交通事故を防止し、交通安全意識

の高揚啓発を図るために本案を提出するもので

あります。

　なお、決議案につきましてはお手元に配付い

たしたとおりでありますので、朗読は省略して

提案とさせていただきます。

　以上、議員各位の賛同を賜りますようお願い

申し上げまして、説明といたします。

〇議長（川達志）ここで、暫時休憩します。

　休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの決議案を持

って御参集願います。

　　　　　午前10時15分休憩

　　　　　午前10時30分開議

〇議長（川達志）休憩前に引き続き会議を

開きます。

　先ほど議題としました決議案に対し、これか

ら質疑を行います。
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　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　決議案第２号は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、決議案第２号は原案のとおり可決さ

れました。

　　　△意見書案第28号上程

〇議長（川達志）日程第27、意見書案第28

号を議題とします。

　件名の朗読を省略いたします。

意見書案第28号　臨時会の招集権を議長に付与

　　　することを求める意見書

〇議長（川達志）案文は配付いたしており

ますので、朗読を省略いたします。

　　臨時会の招集権を議長に付与することを求

　　める意見書（案）

　地方自治の制度は、憲法第93条により、議事

機関としての議会を設置すること、首長及び議

会の議員は、住民が直接これを選挙すると規定

し、いわゆる二元代表制が明確に位置づけられ

ている。

　しかしながら、現行の地方自治法においては、

議会の招集権は、首長にあり、一定の要件のも

とにおける臨時会の招集請求権が議長及び議員

にあるのみで、地方自治の本旨からして、議会

がその主要な役割である執行機関の監視、政策

提案等を行うためには、本来議会は、議会の意

思により開催されるべきであり、議会３団体が

主張しているように、議会の招集権を議長に付

与することで、いつでも住民代表として議員が

自律的に議論する場を設定できることが重要で

あり、二元代表制の一翼としての議会の権能を

果たすためには、現行の制度では、十分とは言

えない状況である。

　また、議長等が臨時会の招集請求を行っても、

首長が議会を招集しない事例も出てきており、

このことは、憲法及び地方自治法の趣旨を著し

く損なうものとなっており、是正のための速や

かな地方自治法の改正が必要となってきている。

　このようなことから、議会の招集権が議長に

付与されるまでの当分の間については、下記の

いずれかの事項の実現のため、速やかな地方自

治法の改正を強く求めるものである。

　　　　　　　　　　記

１　議会の構成及び議員等が提出した会議に付

　議すべき事件により、議長が臨時会を招集す

　る必要があると認めたときは、その招集権を

　議長に付与すること。

２　地方自治法第101条第４項に規定する「20日」

　を超えても首長が議会を招集しない場合にお

　いては、議長にその招集権を付与すること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出する。

　平成22年９月22日

　　　　鹿児島県垂水市議会議長　川　達志

衆 議 院 議 長　横路　孝弘　殿

参 議 院 議 長　西岡　武夫　殿

内閣総理大臣　菅　　直人　殿

総 務 大 臣　片山　善博　殿

〇議長（川達志）お諮りします。

　ただいまの意見書案については、提出者の説

明及び委員会付託をそれぞれ省略したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。
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　よって、いずれもそのように決定しました。

　これから質疑を行います。

　質疑はありませんか。

　　　［「なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）質疑なしと認めます。

　これで質疑を終わります。

　お諮りします。

　意見書案第28号を原案のとおり決することに

御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、意見書案第28号は原案のとおり可決

されました。

　以上で、日程は全部終了しました。

　お諮りします。

　閉会中、各常任委員会及び議会運営委員会の

所管事項調査を行うことに御異議ありませんか。

　　　［「異議なし」と呼ぶ者あり］

〇議長（川達志）異議なしと認めます。

　よって、閉会中、各常任委員会及び議会運営

委員会の所管事項調査を行うことに決定しまし

た。

　　　△閉　　会

〇議長（川達志）これをもちまして、平成

22年第３回垂水市議会定例会を閉会します。

　　　　　午前10時35分閉会
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　地方自治法第１２３条第２項の規定によって、ここに署名する。

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 長　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　

　　　　　　　　垂 水 市 議 会 議 員　　　
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